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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

午前１０時００分 開議

～開 会 宣 告～

○議長（伊藤博夫君） おはようございます。

各議員におかれましては、お忙しいところご参集いただきましてありがとうご

ざいます。８日目の議事が開会できますこと、心から厚くお礼を申し上げます。

なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、本町議会に関心を持たれておりま

すことまことに喜ばしい限りであります。どうか傍聴の際は、傍聴心得を熟読さ

れ、ご協力いただきますようよろしくお願いをいたします。

今定例会は、地球温暖化防止対策と全国的に電力使用の一層の節減が強く求め

られております。国、県で取り組んでおりますクールビズ期間に伴い、本町にお

いても議会開催中の服装をノーネクタイ、ノー上着で臨んでおります。ご理解の

ほどよろしくお願いしたいと思います。

ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。

議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

それでは、議事に入ります。

～日程第１ 一般質問～

○議長（伊藤博夫君） 一般質問の前に、企画財政課より報告がありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） 企画財政課よりご報告をさせていただいます。

昨日の一般質問の中で、小畑議員からご質問ございました基金の残高、起債の

残高につきましてご報告をさせていただきます。

まず、基金の残高でございますけれども、財政調整基金でございますが２４年

度末で２３億７２７万円でございます。基金全体といたしましては１５基金ござ

いまして、基金全体の総額は３０億４，４２９万円でございます。

次に、起債残高でございますが、一部事務組合のほうがまだ決算集計中という

ことで、その一部組合を除いた金額の合計でございますけれども、２４年度末現

在で１４６億６，５８９万円でございます。

以上です。よろしくお願いいたします。
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○議長（伊藤博夫君） 会議規則第６１条による通告を受けております。

初めに、１５番、河合君の質問を許します。

１５番、河合君。

○１５番（河合永充君） １５番、河合です。

通告に従いまして、区・団体から町への要望の取り扱いについてということで

質問させていただきます。

議会では毎年、年２回、１２会場、地域の集落センターをお借りしまして議会

と語ろう会を開催しています。ほとんどの会場では町の大きな課題とあわせまし

て集落の要望をお聞きします。ここで区、団体から行政へ要望が上がる仕組みを

お知らせください。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 町に対する要望につきましては、おおむね毎年１月から４

月にかけまして、それぞれの区や団体でまとめられました要望を要望書という形

で総務課あるいは２つの支所窓口に提出をいただいております。そのほか年間を

通じまして随時個別の要望の提出もいただいているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。

○１５番（河合永充君） 現在、９０の区があるわけですが、年間どれくらいの要望

が上がってくるのでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） ９０全ての区からご要望をいただいているわけではござい

ませんけれども、２４年の要望の数についてお答えをさせていただきますと、区、

団体と合わせまして５０５項目の要望がございます。内訳といたしましては、松

岡地区からのものが１６０項目、それから永平寺地区からのものが１８０項目、

上志比地区からのものが１４７項目、それから団体、個人のものからが１８項目。

このようになっておりまして、その要望の内訳、内容でございますけれども、

内容につきましては例えばカーブミラーだとか防犯灯、それから街灯の設置と、

こういうことで交通安全に関するものですね。あと信号機だとか横断歩道の設置

といった大きな課題に対するご要望もございます。それから町道とか農道、それ

から林道の補修とか舗装、あるいは側溝とか用排水路の整備、護岸の改修。さら

には、きのうもちょっとお話が出ましたけれども、消雪施設の新設に関するご要

望もいただいているという状況でございます。

○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。
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○１５番（河合永充君） ５０５と多くの要望が上がってくるわけですが、これに対

する対応と取り上げる基準等があればお示しください。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 道路とか河川、それから農業関係につきましてはこの後答

弁させていただきますけれども、一般論として申し上げましてさまざまな内容の

ご要望があるわけでございますが、まずは町が事業主体として対応すべき案件に

つきましては、関係する担当課におきまして現地の確認だとか区長さんに対する

要望内容についての詳細な聞き取り、こういうものをさせていただきまして、そ

のご要望が緊急性のあるものか、あるいは事業効果があるのかどうかといった観

点から、その対応について庁内で十分検討させていただいているところでござい

ます。

また、事業主体が国とか県の場合もございますけれども、こういった場合には

町といたしまして国あるいは県に対しまして、その実現に向けて働きかけを行っ

ているというところでございます。

○議長（伊藤博夫君） 農林課長。

○農林課長（河合淳一君） 農林課のほうから申し上げさせていただきます。

ほかの事業課とも共通していると思いますが、区及び団体より提出された全て

の要望箇所につきまして現地確認、精査を行いまして、まず緊急を要する箇所で

あるかどうか。農業用水等の農業施設の営農に直結した箇所であるかどうか。継

続して施行している箇所であるかなど優先順位をつけまして、できるだけ１地区

１要望が実施できるように考えております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） ただいま副町長並びに農林課長が申し上げておりますと

おり、私どもの建設課といたしましても全ての要望箇所におきまして現地精査、

確認をさせていただき、まず概算設計額を全て出させていただいております。そ

うした上で、通行に支障を来し、緊急を要する箇所、あるいは費用対効果のある

箇所、農林課と同じく継続して施行している箇所などを総合的に判断して整備を

行っているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。

○１５番（河合永充君） 今の答弁でありましたように、緊急性であるとか効果とか

そういったのを精査されて優先順位をつけ対応していただいているということ
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で、こういったことは私たち議員、また行政の皆さんも町の全体の情報を触れて

いる者にとってはわかっていることだと思っておりますが、各集落の住民の人た

ちは区長から要望を幾ら上げてもなかなかしてくれない。よその地区ばかり進ん

でいると思ってしまうときもあるようです。

限りある予算の中から対応しなければいけません。Ａという区よりＢという区

の要望が緊急性や事業効果、必要性、順番、県と国との関係から先に行わなけれ

ばいけないということは、要望が後になってしまう区の方々も情報が公開されて

いれば納得いただけるのではないでしょうか。やはり要望についての回答。こと

しはどこの要望について取り上げていくとか、今後の計画とかを各要望を出して

いただいた区長、団体に報告すべきと考えますが、いかがでしょうか。

ただ、こういった５０５も多くの要望をまとめ、回答するのは多くの労力がか

かるのも理解できます。合併し、役場職員さんが減り、町には９０もの区があり、

ライフスタイルの多様化で町への住民参画も求められている中、何度か私もこの

一般質問で別の角度から質問、要望しています。また、総合振興計画、マスター

プランの中にもあります住民主体のまちづくり推進方針にもあるように、小学校

単位で振興会をつくり、その振興会で各区の要望を取りまとめ、振興会の協議会

でさらにまとめ、行政と要望について審議、審査していく仕組みづくりをするの

はどうでしょうか。

現状に合った仕組みづくりのときが来ていると私は感じております。現在は、

松岡小学校区、永平寺中区にはありませんが５振興会があります。こういった振

興会は全部の地区で立ち上がり、７地区の連絡協議会ができるようになって初め

て各地区の課題や特徴などのほかの地区の人たちとのさまざまな情報であった

り、要望であったり、大変なことであったり、共有することによって一つの町と

しての大きな仕組みが変わっていくと考えます。考えをお聞かせください。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） まず、要望に対する対応の現状についてちょっと説明をさ

せていただきますと、基本的には区や団体等からのご要望につきましては、消雪

施設の新設といったような町の政策上、どうしても対応しかねるといった場合は

除きますけれども、できるだけお応えをしてまいりたいというのが基本的な考え

方でございます。しかしながら、予算の関係などから現実的には５０５項目全て

について対応していくというのは現実的ではないということでございます。

そういうことで、先ほども申し上げましたけれども、緊急性だとか事業効果等
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を十分検討させていただいた結果、対応させていただくと判断させていただいた

ものにつきましては区長等にその旨をお伝えをいたしまして、事業化をするとい

うことでございます。

しかしながら対応が困難なご要望につきましても、町といたしましては地域や

それぞれの団体にとって重要なものであるということは十分認識をしているとこ

ろでございまして、単にことしはできませんといったような対応というよりも、

やはり何とかしてできるだけお応えをしてまいりたいとこのように考えていると

ころでございまして、ご提案いただきました要望に対する対応の仕組みといいま

すか、この辺についてはさらに検討を進めて、どういったことができるのかを十

分検証してまいりたいと思っております。

○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。

○１５番（河合永充君） その要望がしていただいてないとかそういった質問ではな

いです。議会と語ろう会で今１２会場、各集落お借りしまして、もちろん町民の

人対象ですが、そこの集落の人が多く集まってきます。そういった中で、やはり

この議会と語ろう会、議会に対して、あそこをしてくれないんだとか、ここはど

うなっているんだとか、何年も前から要望してるのになぜしてくれないんだとか、

そういった意見が結構、今細かにやっていますので出てきます。ただ、もちろん

僕は町としてはいろいろ対応してやっていただいているのは十分わかっています

が、ぜひことしは、例えばＡ地区、Ｂ地区があったら、Ｂ地区のここのほうが大

変なんです。皆さんのこれはもうちょっと待ってくださいとか、そういった説明

をすれば住民の人は本当に、ああ、そっちのほう先やってくれとか納得していた

だけると思うんですね。

私の地元に例えますと、地元で生活しているとその地元が生活圏になってきて、

なかなかよその地区まで目が行っていないというのが現実だと思っております。

そういった住民の人に、例えばここの地区はこんだけ今ひとり暮らしの世帯がふ

えている地区ですよとか、今ここには本当にこういった買い物難民がふえそうな

感じですよとか、そういったのももちろんその議会と語ろう会と伝えるのが私た

ちの務めだと思いますが、その要望の中から伝えていけないかというのが今回の

発言の趣旨。そうしたことによって、自分の地区だけじゃなしによその地区にも

目が行って一つの町になっていくのではないのかなという思いで質問させていた

だいております。これについて何か答弁あったら。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。
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○町長（松本文雄君） 今、それぞれの集落とか区の要望のお話をいただいておりま

す。

今いろいろ申し上げていますように５０５、年によっては違うんですけれども、

こういう大きな要望の数です。基本的には本当に全部してあげれればいいんです

けれども、そういうわけにもいかないのもありますし、やはり重要度とか優先的

なこともありますし、その辺は十分細かく見てやっております。

今のような議員さんのお話は十分わかりますので、今後どういう形でやり方を

考えていくかということはまた考えていきたいと思いますけれども、例えばどこ

か一つの集落がありますと、例えば２４年度に１０項目出てきますとすると、い

ろいろなその中でさせていただくのもありますし、できないのもあります。そう

しますと、今度はまた２５年度は、去年のが少し残っているんですが、新しいの

をまた、１０項目のうち７項目の新しいのあります。そうしますと、去年しなか

ったのを先すればいいんか、新しい中でまた重要なことをせなあかんのでないか

というようなことがありますので、前もってそういう回答を、回答しないのはそ

ういうわけを申し上げますけれども、そういうことがあります。そうすると、そ

の辺も重要なのがありますので、新しいのは本当に先せなあかんというのがいっ

ぱい出てきております。だからその辺もありますので、 これまで

の３町村の合併前まではいろいろそうやってできないとか、させていただくとか

という話をしているということを聞いておりますけれども、何とか何年間のうち

に、何年間というのは何年間のうちにこうしていきたいと思っております。今の

ようなお話で、去年とこしとの要望が違うこともいっぱいあります。だから、去

年の要望は残っているのもあるんですけれども、残っていないのもありますし、

それからことしの新しい要望がどうしても去年のよりもしなければならないとい

うこともあります。その辺が十分、いろいろ大分苦慮しているんですけれども、

そういう気持ちでご返答というのはしていないんです。ご返答しますと非常に、

言葉はいいかわかりませんけれども楽な感じをします。もうできませんというご

返答をしておけばそれでいいんですから。

今まで上志比にしましても永平寺にしましても松岡にしましても、１０年前か

ら言うているのがあるんやというのは幾つも聞いています。そやけど、それはそ

の１０年前からの、それは合併前の話ですけれども、そういう話がやはりその地

域では取り上げられなかったということもありますけれども、やはり新しいのが

いろいろ出てきましてそれが先になっていくというのもありますので、その辺が



－137－

非常に一番難しいところというとおかしいんですけれども、そういうことも今考

えてやっておりますので、そういうことをきちっと精査して１件１件見てやって

いますので、その辺を何とか、ことしできなんだら来年してあげられんかなって

そういうことですので、その辺は今のやり方についても十分ご理解いただきたい

と思いますし、今お話ありましたように、それから横断的に各集落に幾つか重な

って出る事業もいっぱいあります。だから、そういうことも新しい事業で、去年

はなかったんですけど、ことしは３つの集落が、あるいは５つの集落が重なって

出てくるのもありますので、その辺もまたいろんな重要な取り組みをせなあかん

と思いますので、そういうことを含めて、とにかく要望が非常に多いといただい

ていますので、何とか解決していきたいと思う中で、いろいろな今のようなお話

も十分お聞きいたしましたので、新しい形でどういうことができるかということ

も考えて、今のような状況も十分わかっていただきたいということもありまして、

なかなか簡単にことしはできませんとかというのも、そういうこともあんまりし

ないほうがいいということで今やっております。

それから、それぞれの区なんかで聞いてくる区長さんもいらっしゃいます。そ

の方には、それは常会なんかありまして、盆盛りやら墓盛りあってそこでいろい

ろお話しせなあかんということでしておりますし、だからそういうことは逐次丁

寧にお話をさせてもらっております。

ほやけど、今度は区の要望自体がことしと去年と変わってくるのも十分ありま

すので、その辺が優先といいますか、優先というのはあんまり言葉よくないんで

すけれども、してあげるのはどっちがいいかとなってきますとその辺もあります

ので、５００ですと相当予算的にもやはりある程度何億円かはやっているんです

けれども、そういうところもありますので、大体そういうことで我慢してもらう

という、１年我慢してもらうということもありますので、その辺は十分ご理解い

ただきたいと思っております。

ただ、これから新しい取り組みをするのに、だからこれ、要望の差が、差とい

うとまた申しわけないんですけど、集落によって、集落の一番の重要なものと、

あるいはやっぱり差がありまして、それで何か各集落はしてあげなあかんってこ

ういう気持ちありますし、ほやけれども、こっちのほうがしてあげるのはやっぱ

り先でないかと、そういうことをいろいろ考えてやっておりますので、今のよう

なご意見は十分これから考えて参考にしていきたいと思っておりますが、状況的

にはそういう状況ですので申し上げたいと思います。
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○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。

○１５番（河合永充君） 役場の皆さんの中でのそういった今の町長の思いとかもわ

からないこともないので。ただ、今回こういったいい仕組みを変えるときにも来

ているのかなと思いますので、ぜひ対応のほうをよろしくお願いします。

次に、これは要望についてではないんですが、次に道路や公共物の破損につい

ては行政のパトロールやチェック、区や町民からの通報、相談などがあると思い

ますが、どのような対応、仕組みになっているのでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） まず、道路、橋梁、トンネル、のり面、また道路附属物

など道路の管理については陥没や崩壊、落下などの危険箇所かないか常に管理意

識の向上に努めているところでございます。

また、国道、県道につきましても危険箇所があれば道路管理者に通報し、早急

な対応をお願いしております。

また、町民に対するお願いといたしましてホームページにも掲載をさせていた

だいているところでございます。

町職員に対しましては、公務あるいは地元において日常的に管理意識を持って

いただくよう、全庁掲示板において情報提供などのお願いをしているところでご

ざいます。

また、町民の方々からの通報もいただくことも多くなっております。迅速に現

地に向い、応急処置、対策などを講じるなど、被害拡大の防止につながっている

ところでございます。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） 監理課長。

○監理課長（南部顕浩君） 私のほうからは、公共施設のほうについてご答弁させて

いただきます。

庁舎や学校、公民館などの行政財産については、施設管理者による定期的な点

検や巡回を随時実施し、適正な管理に努めているところでございます。また、普

通財産については、我々監理課が定期的に巡回し、破損等がある場合はその対応

に努めております。

また、町民の多い公民館などでは施設の使用中に破損等のふぐあいが発見され

ることもあるかと思います。利用者から連絡を受けた施設管理者が状況を確認し

た上で適正に施設を維持するよう対応を行っているところでございます。
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以上です。

○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。

○１５番（河合永充君） はい、わかりました。

今おっしゃられた答弁のほうもぜひそのまま継続していただいて、私からの提

案なんですが、そういった破損とかちょっと壊れているとか、町の人からの通報

というのが大切になってきていると思います。今ほどありましたホームページで

も広く周知していると答弁がありました。

ぜひ今回、今普及していますスマートフォンや携帯電話、こういった端末はカ

メラもＧＰＳ、地図情報も全て送られてくれば全てわかります。そういったもの

を使って町民の人に通報していただくという仕組みを考えたらどうかと思いま

す。なかなか世代間で、スマートフォン使える、使えない世代もあると思います

ので従来の電話とかそういった方法も大事ですが、これから次世代の情報インフ

ラといいますかそういったのに大きな存在となりますスマートフォンを、こうい

うところから町民と行政がつながるかけ橋の第一歩といいますか、いきなり皆さ

んスマートフォンで何々情報をとってくださいといってもなかなか広がっていか

ない。ただ、こういったところからつながっていけばいいと思います。これにつ

いてご意見をお聞かせください。

○議長（伊藤博夫君） 商工観光課長。

○商工観光課長（酒井圭治君） 今ほど私どものほうからの答弁させていただいてお

りますとおり、町におきましてはホームページによるさまざまな行政情報の提供

も行っております。町民生活におきましても携帯電話や、またパソコン等の普及

によりまして町政情報を得る手段というものがふえている状況となっておりま

す。そのため、このような新しいメディアを利用した情報交流の位置づけという

ものはやはり今後ますます重要になっていくものというふうに考えております。

そうしたことから、町民からの電子メールに対する対応の即時性、そういった

ものの向上、また電子的に情報交換を行うなど、ＩＣＴのインタラクティブ、双

方向性を活用して、今議員仰せのとおり、町民と情報共有を図っていくための取

り組みも検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） １５番、河合君。

○１５番（河合永充君） 前向きな答弁ありがとうございます。

今、やはりこのスマートフォン、鯖江市ではオープンデータということで全国

に先駆けて町のデータを公開して、それを産業に生かしていただこうという取り
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組みが行われております。これについてはセキュリティとかプライバシーとかそ

ういったのも問題となっておりますが、大きな流れになっていくのではないかと

考えております。

そういった中で、ぜひこの次世代のツール、スマートフォンとかそういったも

のを活用していただきまして、いろいろなところで行政と町民をつなぐ一つのツ

ールとして使っていただきますことをお願いいたしまして、私の質問を終わりま

す。

ありがとうございました。

○議長（伊藤博夫君） 次に、１７番、酒井君の質問を許します。

１７番、酒井君。

○１７番（酒井 要君） 私は、１点だけ通告をしてきました。

まず、コミュニティバスの運行状況。これにつきまして、１８年に合併をしま

してから一向に３地区、永平寺地区、上志比地区、松岡地区というふうに地区の

中で巡回をしていることについて、この変更を何とか全町回るコミュニティバス

に変更ができないかお伺いをいたします。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） コミュニティバスにつきましては、交通の空白地域や不便

地域の解消を図るために、公共交通事業者が運行していない路線を中心に、いわ

ゆる交通弱者と言われております高齢者だとか子どもたちの生活交通手段として

運行をしているところでございます。

本町でのコミュニティバスの導入に当たりましては、国のガイドラインに基づ

きましてえちぜん鉄道と京福バスの定期路線、これを基幹路線といたしまして、

コミュニティバスはその枝線として本町の地域交通のネットワークを構築をして

おります。そういうことから、現行の地区ごとの運行ということになっているわ

けでございます。

これを運行ルートを変更したり横断的に運行方法を改めるということになりま

すと、中部運輸局だとかえちぜん鉄道、京福バスといった運送事業者にも入って

いただいておりますけれども永平寺町地域公共交通会議というものがございまし

て、その中での承認事項ということになるわけでございます。

仮に現在の運行方法をご質問のように３つの地区を横断的に運行するやり方に

変更させていただいた場合に、えちぜん鉄道だとか京福バスの利用に大きな影響

が及ぶことが考えられます。このため、地域公共交通会議の構成員でございます
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えちぜん鉄道だとか京福バスのご理解をいただくのが非常に難しい。したがいま

して、そこの会議での承認はなかなかいただけないんではないかと、このように

考えているものでございます。

以上のことから、現在の運行方法は困難であるということをまずご理解をいた

だきたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） １７番、酒井君。

○１７番（酒井 要君） 私は、弱者、身体障がい者あるいは高齢者、こういった方

がコミュニティバスを使用しやすいように、今、禅の里が開湯いたします。そう

しますと、やっぱりコミュニティバスというのが大変重要になってくる。

先般、日曜日の日に福井県の障害者スポーツ大会がございました。四十数名、

バスに私ども送迎で、運動公園で、３０年の福井国体の、優秀な選手は全国身体

障害者スポーツ大会の選手として選ばれると。その行き帰りの中で雑談的に、７

月から禅の里が開湯するよ。今度、オストメイト、あるいは障がい者の方で今ま

でＣＡＭＵ湯のほか入れなかったことが、今度は禅の里では利用できると。そん

な話を私しましたら、「会長、コミュニティバスが来てくれないと私どもは行け

ません」という非常に悲しい返答が来ました。だけれども、１０人ほど固まって

連絡をすれば禅の里からお迎えにあがりますよという返事ももらっているという

ことを言いましたら、そんなに簡単に１０人も集められん、こんなことでした。

今、副町長、えちぜん鉄道のことが出ました。それはよくわかるんですけれど

も、私も月に２ないし３回、えちぜん鉄道、山王駅から利用しています。朝、山

王駅を７時４０分ごろの快速電車があるんですね。山王、永平寺口、松岡と、そ

れ以降はずっととまります。通勤通学の方でいっぱいです。でも、１０時過ぎに

なりますと、お年寄りの方、高齢者、身障者の方の通院に利用している方が何人

もおります。その中でこんな話が出ました。京福電鉄と同じような状態でバリア

フリーがえちぜん鉄道どこもできてないと。「階段上がるのがつらいんじゃない、

おりるのが、会長さん、つらいんです」と、両足に人工関節を入れた人なんかは、

「上がるのは何とか無理するけど、おりるのにつらいんですよ」と、こんな話を

よく電車の中でしています。ですから、これはえちぜん鉄道、永平寺町の責任じ

ゃないですけれども、そういった面で弱者には非常に使いにくい。駅のホームが、

ほとんどが。

そんなこと思いますと、やっぱりコミュニティバスが必要なんですよ。町民の

目から見たら。だからそこら辺、副町長、どう思います。
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○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） コミュニティバスの運行に関してのお答えをさせていただ

きますと、上志比地区での運行につきましては、今後、禅の里への乗り入れにつ

きまして、施設の開業に合わせまして新たに永平寺温泉「禅の里」という駅と、

それからえちぜん鉄道の山王駅前にバスの停留所を新設をさせていただきます。

それから運行時間につきましても、山王駅発着の電車のダイヤに合わせたものに

させていただくということで、永平寺温泉「禅の里」を中心といたしましたルー

トの再編だとかダイヤの見直しに向けて今現在準備をしておりまして、今晩、地

域公共交通会議がございますけれども、その中でそのルート変更、ダイヤ改正に

ついて説明をいたしまして承認をいただく予定としております。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） 温泉行きの送迎というんですか利用の交通手段と

しての方法としまして、私も福祉保健課のほうからまたご説明させていただきま

す。

永平寺温泉駅の新しいコミュニティバスというふうなわけではございませんけ

れども、松岡地区や永平寺地区の方々が永平寺温泉「禅の里」を利用していただ

くために、現在も運行しておりますコミュニティバスのバス停でございますけれ

ども、松岡地区では翠荘、それから永平寺地区では永寿苑より永平寺温泉「禅の

里」までの間を、現在、永平寺の南地区で利用しております永寿苑への送迎を利

用しております１５人乗りのバス、ワゴン車ですけれども、これの空き時間を利

用しましてそれぞれの施設からのコミュニティバスの時間帯に合わせまして送迎

を月曜日から金曜日、祭日、土曜日あるいは年末年始は除きますけれども、これ

を実施していくというふうなことになっておりますので、答弁させていただきま

す。

○議長（伊藤博夫君） １７番、酒井君。

○１７番（酒井 要君） 今、禅の里を中心にいろいろ僕話ししましたけど、大事な

ことですので、町民の目線から見て利便性のあるコミュニティバスというものを、

やっぱり町として今後考えていただきたい。

私も昭和二十七、八年ごろから高校時代、その当時は京福電鉄を使っていまし

た。３両の車両が野中の駅で満員だというそういう経験がございます。

町の責任とは言いませんけれども、やっぱり駅のホームのあり方。弱者、障が

い者、特に高齢者、膝に関節を入れた障がい者の方、その方なんかはエスカレー

ターに乗ることすら一歩踏ん張りがきかないと。だから、非常に弱者というのは、
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これは健常者にはわからない面がいっぱいあるんです。ただ、身体障がい者の云々

って言いますけれども、これは障がい者でないとわからない。私どもいつも皆さ

んと一緒におつき合いしていますけれどもいろんな話が出てきます。えちぜん鉄

道のあのホーム、３段か４段のホームが、松岡の駅にしてもこちらから３段おり

て、向こうで３段上がるという、やっぱりこういったことも何らかの形で変えて

いかないと、本当に弱者が気軽に利用する鉄道じゃない。ただ通勤通学、これは

大事ですよ。通勤通学も大事です。そういうことを考えますと、私ども二十五、

六年前、まだ高齢者といってもそんなに活動範囲は広くなかったです。今はやっ

ぱり活動範囲も広いという状況から、今後何らかの形で変えていかないと弱者が

置いてきぼりになってしまうような状態は、永平寺町内の住民に大変申しわけな

い、そういう考えを私自身持つわけですから、その点、何かご意見ございました

ら。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 今ほどの鉄道の駅舎のバリアフリー化のお話ですが、詳細

な法律の名前はちょっと覚えておりませんけれども、新たにといいますか改築し

たりいろんなことでなぶっていく場合にはバリアフリー化を進めていくというふ

うなことの法律がたしかできているはずでございまして、そういうことも受けま

して、現在、整備を進めさせていただいている永平寺口駅につきましてはそうい

った視点でバリアフリー化を取り入れてまいるということになっております。

○議長（伊藤博夫君） １７番、酒井君。

○１７番（酒井 要君） コミュニティバスの全町の運行状況、今、福祉保健課の課

長も話しされましたけれども、本当に車の運転できる方は結構です。自分でその

場所まで行けますから。だけれども、全てが免許あるわけじゃない。やっぱり弱

い方もおるもんですから、そこら辺をひとつぜひ考慮に入れていただきたいと。

特に障がい者、私どもいつも一緒にいますといろんな話が出ます。「健常者に

はわからない。一々そんなこと口にしたら、会長、生きていけませんわね」とい

うそういう障がい者もおりますので、そこら辺十分ご理解をいただいて、行政の

中で少しでもバリアフリー化ということが非常に大事じゃないかなと思います。

ＪＲなんかはほとんど主要駅、エレベーターあるいはエスカレーター、敦賀も

最近完成しました。そういった点でやっぱり弱者に、非常にもう世間一般が弱者

のほうに目を向けた活動を行っているということをぜひわかっていただきたいと

私自身思うわけでございます。
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今、各起点からコミュニティバスを禅の里まで運行するという答弁いただきま

したので、ただ全てが電車を利用しなきゃならないときもある。そういったとき

にやっぱりその方らをどうするかということもやっぱり考えて運行していただき

たいと思います。

以上で私の質問終わります。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） １点だけ申し上げますけれども、コミュニティバスの運行

につきまして、禅の里への運行につきましては、上志比地区での運行の見直しを、

地区内での運行の見直しをさせていただくということでございます。

なお、議員さん仰せの高齢者とか交通弱者に配慮したコミュニティバスの運行

に十分配慮せよというお話ですが、これは先ほどから申し上げております地域公

共交通会議というのがありまして、その中に利用者代表という方々が何人か入っ

ていただいております。その中で、例えば老人クラブ連合会の会長さんでありま

すとか、ＰＴＡ連合会の会長さんだとか、そういったことでいろいろご要望とか

ご意見を伺う機会は設けさせていただいております。そういったことで、利用者

代表の中に今後、障がい者の代表者の方も、これは見直す機会がございましたら

ぜひ前向きに検討をさせていただいて、いろんな方々のご意見も聞く中でコミュ

ニティバスの運行のあり方については十分配慮してまいりたいと思っておりま

す。

○議長（伊藤博夫君） １７番、酒井君。

○１７番（酒井 要君） ややもすると障がいを持った方というのは余り表へ出ない

んですね。水面下で悩んでいる。だから、私ども相談員たちにもよくそういう話

を聞きましたので、ぜひ運行会議のときにもこういう話が出たということをぜひ

出して、皆さんにご協力いただくことをお願いしたいと思います。

以上で終わっていきます。

○議長（伊藤博夫君） ここで１１時まで暫時休憩いたします。

（午前１０時 分 休憩）

──────────────

（午前１１時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

次に、３番、金元君の質問を許します。

３番、金元君。
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○３番（金元直栄君） 日本共産党の金元です。

私は、質問通告にありますとおり４つの質問を出しております。イ、ロ、ハ、

ニと書いたのは順番が変わる可能性もあるということからです。１つ目は、町の

公共施設管理のあり方について。２つ目は、高齢者が安心して暮らせるための町

の方針は？ ということで、町の取り組みはということですね。３つ目は、公共

施設建設は、まちづくりの基本的な構想哲学を持つべき。４つ目には、上下水道

の施設、特に管路等の耐震対策の状況はということで質問を準備しました。

この質問に入る前に、今、吉野地区は蛍最盛期を迎えています。本当にすごい

です。ぜひ来ていただくといいと思います。福井県中の蛍をあちこち見て回った

けれども、こんなに広い区域で蛍が乱舞するのは福井県内にはなかなかないんで

はないかって言われる方もいらっしゃいますので、まず自然をどう生かすかとい

ういろんな話もありますので、ぜひ一回見てみるのもいいのかなということで、

最初に言わせていただきます。

それでは１つ目の質問に入りますけれども、町の公共施設管理のあり方につい

てですけれども、河川公園の管理は町外の人材派遣会社コーワと町は決めてきま

した。私はこれについて、１つは、どうして町外の業者とするのか。この点では、

この間、政府の行ってきた緊急経済対策として地域に対して果たすべき役割が行

政にもあるんではないか。その趣旨に反するということを言ってきました。２つ

目には、本町に事務所もない、公募への私は参加資格もないと思うんですが、そ

ういう業者へどうして町の公共施設の管理を任せるのかと指摘してきたところで

す。この点では、これまでの経過からも、町内の組織や業者をこの際、どうして

育てることをしないのか。それも見られないのが寂しい限りだと私は思っている

ところです。

そこで確認したいことがあるわけですけれども、この間、副町長が繰り返し言

ってきたこと。それは公共施設の管理を他に委託する場合は指定管理しかない。

法でそうなっていると答弁してきました。河川公園についてもこれしかないと進

めてきたわけであります。この副町長の言い方だと、今後、公共施設の管理運営

を町の直営以外のやり方で管理するとなると全て指定管理とするということにな

ってしまうが、その根拠はどこにあるのか。施設の単なる管理委託ができないと

いうのはどういうことなのか、まず伺いたいところです。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 答弁させていただきます。
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平成１５年の９月に地方自治法の一部が改正をされておりまして、公の施設の

管理につきまして指定管理者制度が導入をされました。改正前の規定によりまし

て、管理委託している施設につきましては、その改正の施行の日から３年間の経

過措置期間中に指定管理者制度に移行することが必要となっております。したが

いまして、この移行期間でございます平成１８年の９月２日以降は、公の施設の

管理は指定管理者による管理が一つ、それから直営による管理、この二通りにな

っております。

ということで、施設全体を包括的に管理を一つの事業者に委ねるそれまでの管

理委託、これについては指定管理者制度に移行したということでございます。施

設の清掃だとか警備の一部を外部に委託する、いわゆる業務委託は直営による管

理形態の一つということになります。

これは根拠は何かというお話ですが、改正後の地方自治法第２４４条の２の第

３項、ここに、ちょっと読み上げますと「地方公共団体は、公の施設の設置の目

的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところによ

り、指定管理者に、当該公の施設の管理を行わせることができる」という規定が

ございます。この解釈でございますが、「必要があると認めるとき」は何ぞやと

いうことですが、自治法の逐条解説から引用をいたしますと「公の施設の管理を

指定管理者に行わせることにより、地方公共団体が自ら管理するよりも一層向上

したサービスを住民が享受することとなり、ひいては住民の福祉がさらに増進さ

れることとなる場合」には、直営によらず指定管理者による管理を選択すること

ができるという解釈になります。

ですから、それ以外の場合には自治体がみずから管理するということでござい

ます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 今、副町長が読み上げましたけれども、自治法が改正されま

した。改正か改悪かはわかりませんけれども、それまであった自治法から、今言

われました２４４条２の中でいろいろ公の施設の設置、管理及び廃止ということ

が定められました。ここでも、今図らずも副町長が言われたように、「必要があ

ると認めるとき」は、解説でも管理を行わせることができるということで、そう

しなければならないというわけではないですよね。それを地方自治というのはそ

れらに対する大きな判断することができる権限があるわけですから、そこを全て

してしまわなければならないということはないと私は思っているんですね。
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答弁でいうと、これからいろんな意味で管理をしていくときには、ある意味任

せたほうが、公共施設の設置目的をさらによくするんだという言葉さえつければ

全て管理委託しなければならないってなることになるんですね。そういう言い方

をすれば、当局が。それは私はまずいと思っています。

それでいいのかということを率直に確認したいし、例えば町が直営ですること

による管理委託にはどうしてしないのか、そこを再度確認したいですね。できる

とはあっても、しなければならないとは法律ではなっていません。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 先ほどもご説明しましたように、１５年の自治法の改正に

よりまして公の施設の管理は直営によるか指定管理者制度によるか、いずれかの

２つに１つということになっております。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） その枠から抜けられないということになると、それは……。

○副町長（田中博次君） 制度上、そうなっています。

○３番（金元直栄君） 制度上はそうなってるって、法律では明確ですよね。必要が

あると認めるときには、そういうことができるとなっているんですよ。しなけれ

ばならないとはなってないですって。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） さっきも言いましたけれども、必要が認めるときは指定管

理者による管理をさせるんですが、そうでないと判断した場合には直営で町みず

からが河川公園の管理をしますと、こういうことでございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） じゃ、町はそう言い切ってしまうと、私は町の権限が非常に

狭まるし、住民にとっても決してよくないということを指摘だけしておきます。

僕はいわゆる管理委託の一つの方法としていろんな内容を行政は僕は探るべき

だと思っています。そこが行政との違いですが、繰り返し言いますけれども、「必

要があると認めるときは、町が条例を定めることによって、法人その他の団体で

あって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせる

ことができる」となっているだけです。そこを、しなけばならないという解釈を

してしまうんでは、僕はそれはまずいと思っています。

私は、公共施設の管理は本当はやっぱり直営が基本だと思っていますし、時に

よっては地域の人々や団体にちょっとした公の施設なら管理を任せることだって
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あり得ると私は思っています。そこらが行政の中で明確になっていない。どこま

でどうするのかということをしていない。

今の状況を見ていると、町内の人たちが管理、例えば指定管理者として管理し

ていたものも、ある意味奪い取って町外の業者に任せてしまうという状況が続い

ているわけですね。そのためにも地元の人々や団体の育成が大切だと私は思って

いるんですが、この方針は町にないのか。それに、完全に業者に指定管理として

任せてしまうことによって、町が施設等の管理にある程度かかわることで町にと

っても施設設置目的のよりよい方向を探っていくこともあるんですが、それすら、

要するに町自身が施設の管理目的をどうしていくかということを考えることがな

くなってしまうんですね。ある意味投げ出してしまうというとは、率直にそのノ

ウハウを探ることもなくなることにより、行政としての損失になってしまうと私

は思っているんですけれども、その辺どう考えるのか。

ただ、公共施設の設置目的からも、単純に施設管理の管理費が安くなるからど

うだというだけでは私はまずいと思うんですが、その辺はどう考えているんでし

ょうか。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 繰り返しになりますけれども、指定管理者制度に移行した

背景には、民間の能力だとかノウハウを積極的に活用することによりまして、よ

り効果的、効率的な管理運営を行うという目的が一つございます。

こうしたことから、その法律の規定を受けまして、永平寺町では永平寺町公の

施設の指定管理者の指定手続に関する条例というものを設けておりまして、その

２条におきまして、指定管理者を指定しようとするときは、これは原則、公募に

よりますよということを規定してございます。

ただし、その第５条においては、その例外規定が設けられておりまして、ごく

ごく限られた場合には公募によらず非公募にしてもいいですよということが書か

れております。

ですから、議員さんは何がおっしゃりたいかというのは、多分、地元の業者に

仕事をという、指定管理者の指定も地元の業者に指定をということであろうかと

思いますが、その条例の運用に当たって、例外規定の運用に当たっては、極めて

客観的な説明責任が問われているということで、費用の問題だとか、その特定業

者にさせることが競争の中で指定管理者を指定することよりもはるかに大きな効

果があるといったことが町としての説明責任を果たすべきということが総務省の
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通知からも読み取れるわけでございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 具体的に入りますけど、河川公園の管理について、３月に指

定管理を決めて、４月に入って契約を結んだということでしたけど、このコーワ

は公募の要件満たしているんですか。

一つお聞きしたいんですが、公園管理の経験はこの業者はあったんですか。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 永平寺町の河川公園指定管理者の募集要項の申請資格に

おいて、申請の要件は満たしております。

また、コーワにつきましては、さまざまな経験、ノウハウ、ほかにその他の公

園の管理をしている実績もございました。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 私が聞いている管理では、５月２０日過ぎまで河川公園、６

月に入ったら全国のマレットゴルフの大会があるということでしたが、草刈り等

全く行われていませんでしたよね。現実的にボールがまともに転がらないという

苦情もあったはずです。ある意味そんな状況があるというのは私は能力の問題で

も非常に問題だと思いますし、当時、何人かの人に時給７００円で草刈り協力し

てくれないかという話があったそうです。７００円でっていうんですが、どうも

シルバーは機械持ち込みでそれなりのお金を払っていたと私は聞いています。作

業していた人たちから。

そんなことを考えると、この業者は公園管理という経験はない、施設の管理と

いうのはあるという話も聞いているんで、どうもその辺は、どうしてこの業者に

こだわるのかというのが私わからないんですね。特に実績もないそういう業者を、

ある意味町外の業者を、公募だ、自治法で決められている。そういうやり方で選

定するというのは私いかがかなと思っているんですが、その辺はいかがでしょう。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） まず、コーワの先ほど申し上げましたノウハウといいま

すか、ほかのところの管理業務についてでございますが、例えば石川県ではござ

いますが加賀市の橋立の自然公園、それと東山総合運動公園など、その他当然施

設の管理もしているということでございます。

また、先ほど５月２０日過ぎまで入らなかったということではございますが、
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まず１点は、これは以前の指定管理者制度の業者といいますか団体におかれまし

ても、当初やはり４月につきましてはいろんな大会がございます。これはマレッ

ト協会とも十分協議をした上で作業をしていくというふうな形をとらせていただ

いております。ことしも当然ご存じのとおり、６月２日、３日に松岡河川公園に

おいて全国のマレットゴルフ大会が開催されたところでございまして、非常に多

くの方が来場されて、非常にまたいい評価をいただいたということでございます。

あくまでも草刈りは当然、転がらなくなったことを判断して刈るものでございま

す。まず、きれいなんであればこれは刈る必要はございませんので、そういった

ところも含めて、これはマレット協会さんと今回の大きな大会があるといったこ

とから何度も協議をさせていただいた上で仕事をさせていただいたところでござ

います。

それと、雇用の面に対しましても、これは川治議員さんにもご答弁させていた

だいておりますが、雇用の面でもコーワにつきましては７５０名ほどの人員を雇

用するといったことから、非常に地元を優先した雇用を対策するといったことか

らも、先ほど議員さん仰せのとおり、地元でもそういった活動をされているとい

うふうなことはこちらも聞いております。

また、地元の方も既に入って、管理人、それと芝の刈る方向についても地元の

方でやっていただいているというような状況でございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 前も話題になったんですが、待機所はあるけれども正式な事

務所はなかったという話でしたね。契約する段階で。法人税はいつから払ってい

るのか。払うようになるのか。そんな話もあったんで、それらも正式にやっぱり

答弁として欲しいですね。

ただ、契約した後、シルバーにもやっぱり話はあったそうです。シルバーでや

ってくれないかと。指定管理といったら、それできないですよね。一部分の業務

委託は可能な場合もあるということだけで。だから、そんなことがどうしてされ

るんでしょう。

僕はそれらも含めて、特にこの業者については、そういう資格の問題。温泉の

いわゆるプロポーザル方式で入ったときも、休憩中に見直されて２番目にあった

のが上がってきたと。そんな経過を見てみると、どうしてこの業者にこだわるの

かというのがよくわからないんですね。その辺はどうお考えなんでしょう。
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○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） まず事務所の件につきましては、これは３月の本会議の

中でもお答えさせていただいたと思いますが、まず、うちのほうとしては申請書、

同じ日に出されております。シルバーも今のコーワも。そこで、２つのほうの審

査もしております。

そういったところから、まずこの間も３月のときにもお答えをさせていただい

ているところですが、これは全てチェックをさせていただいて、まず事務所の今

おっしゃっている件ですけれども、警備法上の第４０条に上がっております待機

所、これが事務所としてどのような定義づけになるのかということを町としても

調べさせていただいたところです。

いったところから、警備法上の待機所といいますと、やはり２５分間ぐらいの

程度の中で施設に行けるような場所とかそういったもので、この待機所が事務所

としては定義にはならないのではないかといったところから、税務課のほうに税

法上の事務所とはどういうようなものを言われるのかということで確認をさせて

いただいたところでございます。そういったところから、税法上で人的なものと

か、物質的、あともう一項目あったかと思うんですけれども、その３項目によっ

て法人の事務所として設置すべきものの要件を満たす場合については事務所とし

てみなすといったことを返答をいただいております。これは税法上の解釈という

ことでございます。

いったところから、そちらのことにつきましてコーワのほうに申し述べさせて

いただきました。

いったところ、その日に、じゃ、こういう申請ができるのかどうかという確認

をしたところ、できるということで申請をされたといったことをこの間の３月の

議会にもお話しさせていただいたところであって、法人税の税のかかるのは前回

の税務課長の答弁のとおり、２月の申告のした日から３月、２４年度につきまし

ては２４年の２月、３月が課税の始まりといったことになるといったことでご答

弁させていただいているかと思っております。

それと……。

○３番（金元直栄君） 何でコーワにするのか。

○建設課長（山下 誠君） これは、コーワにこだわっているわけではなくて、先ほ

どから公募の段階で２社提出をされてきたと。これはあくまでも公正を期する段

階での公募といった形でさせていただいたものでありまして、これは先般もお話
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をさせていただきましたが、体育協会の振興会の会長さん、各地区のその方々、

あるいは民生委員、児童委員とか、あるいは施設の利用者、あるいは社会教育委

員ですか、その方々の８名から成る選考委員を経て、総合評価の中で判断をされ

たといったところから、先般、議会にお諮りさせていただいてお認めいただいた

ところでございます。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） そういう話、いろんな説明聞いても何でこだわるんかなとい

うのは私はよくわかりません。

ただ、コーワ、いわゆる建設課だけの話でなしに、温泉のやつも含めると町全

体で何でこだわるんかなというのは私は抜け切れないわけですが、ただ、施設の

管理について町は地元、町内の経済対策や町内の業者、組織を育成していく点で、

町は基本的にどう考えているのか。今の状況では、この不況で公共事業も減って

いますし、住民の購買力も落ちているときに、町が確保でき得るお金を町内の経

済対策にどのように使うのかについて、どうも一貫性というか基本的な考えもな

いように思うんですね、これらを見てると。私はそう思っています。

特に現実的に町内に指定管理で受けてやってきた業者もありますし、ある意味

町が管理をしながら業務委託ということも方法としてはあるわけですから、そん

なことも考えずにやっているのはどうしてもわからない。どうして町には町内に

委託先を求めるという絶対的な方針を持たないのか。その辺合理的な理由はある

んでしょうか。ちょっとお聞きしたいですね。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） この件につきましては、町内に求めないとかということ

は決して思っておりません。ただ、今ほど申しましたように、先ほどの指定管理

者制度につきましては公募によって総合評価の判断によってコーワさんに決まっ

たということでございまして、これは川治議員さんにもお示しさせていただいて

おりますが、河川公園につきましては確かに今言ったとおりでございますが、高

齢者の雇用促進も大変重要でもあると思いますし、町内の雇用促進ということも

大変重要であると認識しているところでございます。

本年度より松岡公園の草刈りとか樹木の選定とかそういったものにつきまし

て、公園内の清掃なども含めまして管理業務委託を永平寺町シルバー人材センタ

ーのほうに発注したところでございます。
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今後もそういった面ではあらゆる機会を捉えて雇用の促進というものは考えて

いかなければならないというふうに考えておりますし、また、今ほかにもシルバ

ーのできる業務というのを、ことし新たに雇用はしているところでございます。

こういうことを言ってはなんですけど、非常に危険性の高いものの業務委託。

高いところであるとかそういったことは非常に難しい部分もあろうかと思います

し、それと町内の業者さん、シルバー以外の方々の話になりますけれども、これ

はあくまでも公募の中で動かしていただいたというのが１点。それと、ほかにも

業務のほうに関しましては、ほかの業者さんの、ことしから業務に入られたとい

うところもちょっと聞き及んでいるところでございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 最後に一つ、税務課長に、法人税はいつからかけられました。

○議長（伊藤博夫君） 税務課長。

○税務課長（川上昇司君） 今ほど建設課長の答弁にもありましたように、申請を受

け付けた日の属する月から課税をかけております。したがいまして、２４年度に

つきましては２月申請でございますので、法人の決算が４月から３月の間でござ

いまして、２月、３月分は２４年度で賦課することになると思います。

よろしくお願いします。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 私はこういう町内の人たちでもできるものについては、極力

町内でやっぱりしてもらうと。それが町内の経済対策になる。これは町の一つの

確固とした方針として持ってほしいという立場から質問であります。

もしそれになかなか合致する組織がないとしたら、行政が育成していく。小浜

市なんかは老人施設やそういう特養施設、それを市から指定管理で移管するとき

に、市内の有志に働きかけて、出資も求め、そしてそういう組織を育成して、そ

こにやっぱりお願いしているといったのを私たち以前視察してきました。

それらをやっぱり徹底してやるということをやらなかったら、町内の人たちは

どんどんどんどん寂れるし、さっきの時給の問題でも７００円で募集して、実際

今幾ら払っているか知らんですけど、それは以前と比べたら時給何百円も違うっ

て状況。こんなの聞いていると、それはおかしいですよ。そのことだけ言ってお

きます。

ぜひ見直して、町のいろんな確固としたお金についてどうしていくかというこ
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とを、町として方針を持って言ってほしいなと思うんですが、最後に何か答弁あ

れば。ないですか。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 河川公園の指定管理を導入しておりますのは今回が初めて

ではございません。前回も公募の形で募集をさせていただきまして、たまたまで

すけれども特定の業者しか手を挙げてこられなかったということでございます。

今回の募集要項の中でも、町内に事務所を有することという制限規定を設けてお

ります。その中で、町内の事務所とは何ぞやという解釈の中で、先ほど建設課長

答弁させていただいたように、事務所の要件を満たした町外のというか、いわゆ

る本社機能は町外にある業者が手を挙げられまして、選考の結果、そちらのほう

にお願いすることになったと、こういうことでございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 最後に、このことで一つ言っておきますけど、以前、指定管

理、前回ですね、指定管理をするときも一部町内の業者が管理をしていた。それ

をある意味取り上げて指定管理にしたんですね、シルバーに。それも問題だと私

は指摘しました。それは僕は非常にやっぱり町内のいわゆる専業としてやってい

る業者の仕事を、指定管理を名目に奪ってしまうというのはおかしいというのを

指摘したと思うんですね。指摘し続けてきました。

今回もそうですよ。これは百歩譲ってシルバーがやっていたにしても、シルバ

ーというのはやっぱり町内の人ですから、町内にいろんなお金が少しずつ落ちて

いたわけです。それを町外に持ち出すということは、それはまずいと思うんです。

管理料いろいろ聞いてみると、町内に落ちる金、町外に持ち出される金というの

はかなりあるということですから、そこらもぜひ今後考えていってほしいと思い

ます。

もしどうしても答弁というなら、してもいいですよ。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） まず、経済的というと大きくなりますけれども、先ほど

も言われましたように芝刈りやら草刈り等につきましては地元の雇用を最優先す

るということで内容的にはなっておりますし、今もそういうような形をとってい

ただいているところでございます。

また、施設の修理、あるいは物品の購入、燃料費とか、これも地元の業者のほ

うで調達をしているというところでございます。
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また、先ほど議員さんがおっしゃったように、２２年の指定管理者の制度を導

入しまして公募したときにも、これは今まで委託業務を受けておりました業者の

方々には、こういった説明をさせていただいております。今度、指定管理者制度

になりますから、もしそういった方で応募していただくんであれば、どうかひと

つよろしくお願いいたしますといったような説明もさせていただいているところ

でございます。

といったところから、決して何も言わずに私どものほうでプロポーザルを開い

て取り上げたとかそういったことではございませんので、よろしくご理解願いた

いと思います。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 今答弁あったんで一言言っておきますけど、取り上げる取り

上げないという問題ではなしに、町内の専業で行っているいろんな業者に対して、

どう果たしていくかということでは、もしそういうところで町が、これは町外の

業者に負けるなと思うのなら、どうして町が育成しないのかということを最初か

ら言っていますよ。それは何回も言っているつもりでいるんですが、それはこう

いう制度に変わりますよでは、それは町内の業者育成、人々の育成、組織育成、

団体の育成にはなりません。そのことだけ指摘しますし、やっぱり町に来た貴重

なお金ですから、それを町内でどう使うかということは非常に大事だし、そのお

金によって町内の組織や業者が育成されるということになれば、こんなにいいこ

とはないんです。そのことだけ指摘しておきます。

２つ目の問題に入っていきます。

高齢者が安心して暮らせるための町の取り組みや方針はということですが、や

はり町の高齢者対策は社協任せとなるのか。

これは先日、国内の認知症高齢者４６２万人ということが、かなりの新聞で何

回も報道されました。この４６２万人、前回の調査では３０５万人という報告で

したが、その１．５倍。６５歳以上の人の１５％が認知症高齢者と言えるという

ことです。これは厚生労働省の研究班の調査からの推計ということで、厚労省の

研究班が示した数字です。

これらの内容については後で述べますが、まず本町の介護認定者中の認知症で

の認定者は何名か。認定者数と認知症での認定者は何名か。

２つ目は、国の調査による推計からいうと、本町の認知症者の推計は何名とな

るのか。
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この辺ちょっと聞きたいです。

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） ただいまのご質問でございますけれども、平成２

５年３月末現在の高齢者数は５，２０５名でございます。高齢化率は２６．５８％、

全体の人口比率に分けますとそういうような比率になっております。

介護認定者数は９２０名でございまして、日常生活に支障を来す症状や意思疎

通が困難な認知症と思われる方が２７８名、いわゆる予備軍というんですか軽い

症状があるんじゃないかと思われるような方が３６１名、合計で６３９名おられ

ます。

６５歳以上の人口におけます認知症と思われる比率でございますけれども、認

知症と思われる方については５．３４％、それから予備軍と追われる方が６．９

４％、全体では１２．３０％というふうになっております。

過去の状況としましては、６５歳以上の人口におけます認知症者と見られる方

と予備軍を含めた割合でございますけれども、平成２２年３月末では１１．０

３％、それから２３年３月末では１１．５１％、２４年３月まででは１２．２１％

と若干増加傾向にあるというふうな現象が見られると思います。

これはいわゆる団塊の世代の高齢化に伴いまして介護を要しない高齢者の人口

も増加する中で、高齢者の長寿命化によります認知症の症状がある高齢者が増加

する傾向にあるということでこういうふうな傾向が出ているんじゃないかなとい

うふうにして思われます。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 高齢者がふえるに従って増加の傾向にあるという答弁ですが、

僕はそうは思っていません。

今回の厚労省研究班の指摘は、これまでの認知症の捉え方が甘かったというこ

とをきっちり反省しているんですね。今、１５％ぐらいいるというと、本町では

７５０人から８００人の認知症患者が──１５％だけですよ──いるということ

になるわけですから、高齢者に対して。今の認知症でいうと非常に少ない。予備

軍はまた別ですよ。予備軍はまだそれ以上になるということが指摘されています。

今回は厚労省の研究班による調査結果の報道によると、６５歳以上の高齢者中

４６２万人が認知症との報道でしたから、認知症に対する取り組み、対策への課

題も示したわけです。
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これまでの調査では、介護保険利用者を対象にした厚労省の調査でしかなかっ

たんですね。いわゆるもっと幅広い者を見る必要がある。現に厚労省の以前の調

査では、介護保険利用者を対象にしてますから２０１２年の調査で３０５万人と

いう試算です。

今回の調査では、これまでは認知症の軽度者が見落とされていたと。さらに軽

度の認知障がいの人、障がい者とは言ってないですね、障がいの人。これは認知

症予備軍というわけですが、この予備軍に４００万人がいる。４人に１人ぐらい

が認知症にかかることになるんですが、この点、つまり軽度の認知障がいの人々

については病院等で適切なケアを受けなければ、５年後には半数が認知症に進む

という報告も、これ研究班がやっているんですね。

そういう中で、捉え方はやっぱりちょっと町のやつは甘いという感じはないん

ですかね。

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） ただいま報告しました人数、認知症及び軽度の認

知症と思われるような方、これはあくまでも介護保険制度におけます介護認定審

査会におかれまして医師の意見書等での自立度の判断に基づいた数でございます

ので、それ以外の方、当然介護保険の介護度区分を申請されないような方もおる

かと思いますけれども、その方についての人数についてはちょっとまだ把握して

ないというふうな状況でございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） ややこしい話別に、この報道を見て率直に、直接担当課にな

るであろうと思う担当課としての長としてはどう思いました？

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） 当然調査が必要だというふうにして思っておりま

す。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 僕は真っ先に深刻だと思ったという答弁が来るのかなと思っ

ていましたけれども。

これまで厚労省の認知症対策は、介護保険、２０００年から始まってから本格

化したんですが、主に介護が必要になって、それも大変な状況になった要介護者

に対応の重点が置かれてきたわけですね。それもたびたび、認知症の人たちにつ

いては見直しが行われて、軽く判定が出るということから見直しがあったんです
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が、今回の調査結果と報道は、認知症軽度者への対応策強化が必要だということ

を改めて示したと私は思っている点で深刻だと思っています。

私も昨年、認知症対策は町としても全体で取り組む必要があるという質問をし

ました。軽度者は認知症の進行をおくらせたり改善もあるんだということをその

とき示したわけであります。町の対策を求めてきたんですけれども、今回の調査

結果はそのことを裏づけることにもなっているんですね。

今回も介護が必要でないごく早期から進行に応じてきめ細かいケアや生活習慣

病対策をすることで、症状の緩和や一定の進行抑制につながることがわかってき

た。今回の研究班が、障がいのある人たちの数を調べたのもそうした背景がある。

今までの積み上げがあるということですね。朝日の記事ではそうなっていました。

５年計画のオレンジプランの見直しは必至ということもあったわけです。

本町では昨年も指摘していることから、どのように進めようとしているのかと

いうのもちょっと聞いておきたいですね。

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） 認知症の早期発見、早期対策としまして、今現在、

県が２５年度モデル事業としまして、鯖江市を初め３つの市町で実施しておりま

す一定の年齢におきまして認知症の機能低下を発見するために、活用事業でござ

いますけれども、対象者を把握しましたいわゆる基本チェックリストというのが

ございます。これに認知症関連の質問事項５項目というふうなのを追加しまして、

専用のソフトによって認知症の疑いのある対象者を抽出しまして、対象者自身の

判断や、それから家族等の相談の上、医療関係へ受診して、さらに専門家の質問

事項によりまして認知症の判定をするというふうな流れを今行っているところで

ございます。県の話でございますけれども、方針としましては２６年から２年以

内に県内全市町で実施するというふうになっております。

このような中でございますけれども、永平寺町としましては今年度、２５年度

からでございますけれども、福井医科大学の神経科、精神科、それから仁愛大学

の心理学科、福井県立大学の看護福祉学科の関係者が構成いたします福井心の元

気プロジェクトというふうなプロジェクトチームがございまして、このプロジェ

クトが脳波の検査方法を採用しまして、心の健診システムを構築する目的のため

に、町の保健師、それから地域包括支援センター、社会福祉協議会が、ことしの

７月から１０月までの間に、１６カ所の地域サロンにおきまして認知症の講演、

それから採血とか脳機能検査による１次検査において診断しまして、福井医科大
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学での２次検査、ちょっとどうですかというふうな方は福井医科大学で２次検査

を行うというふうなことでございますけれども、頭部のＭＲＩ、それから脳波等

の検査を行いまして、結果の説明、助言を行うことにより、認知症の早期発見、

それから重症化の予防事業として、共同で実施していくというふうな流れになっ

ております。

検査費用等につきましては、１次、２次検査に係る費用等は全て無料というふ

うになっておりまして、２次検査につきましては夜６時ぐらいから８時というふ

うな時間帯になりますので、これは福井医科大学から交通費を支払ってというふ

うなお話もございます。

この事業によりまして、認知症の早期発見、悪化防止に大いに効果があると思

います。

それから、このプロジェクトに対しまして私のほうから若年層における認知症

の対策というふうなことで何か取り組みができないでしょうかというふうにして

お願いしたところ、このプロジェクトチームでの人員的な、人手の制約もありま

して、地域サロンみたいに各地域へ出向いてというふうなことは非常に困難だと。

町内でまとまったところで若年層の人が集まっていただければ、そういうふうな

検査も可能だと。こういうふうなプロジェクトチームについても若年層の認知症

についても非常に関心があるというふうな回答を得ておりますので、何かいい方

法はないかなというふうにして今思っておるような次第でございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 物忘れ、軽度認知障がい、認知症、それぞれ違うわけですね。

物忘れというのは認知機能の低下は加齢に伴うレベルで、基本的には健康な状態。

忘れたことの自覚もあり、ヒントを言われれば気づく。食事のメニューを忘れた

りする状態。軽度認知障がいという人は、認知機能が年齢相応のレベルより低下

しているが、日常生活は基本的に正常に送れる状態。認知症というのは、社会生

活に支障があるレベルで、認知機能が低下した状態。出来事の全てを忘れ、忘れ

たことの自覚もない。徘回や妄想などを伴うこともある。食事をしたこと自体覚

えていない。これが認知症と言われると言われていますが、そこらは区別されて

いて、若いときからどうチェックするかというのは大事なんですが、認知症のチ

ェックリストというので１３項目の簡単なチェックというのがあるんですね。１

３項目のうち私は２つ適用しました。４つ以上あると認知症が疑われるというこ
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とで際どいかなと思ったところもあるんですが、この１３番目には、大切なもの

を盗まれたというふうなこともあって、それは私らもよくいろんなところで経験

しているところなんで、その辺はチェックしていくことは単に専門家に委託しな

くても町としてどうしていくのかと。対策については専門家がいるんですが、や

れるんだと思います。

その前にちょっと一言言いたいのは、認知症対策は軽度者対策が鍵だと調査結

果は示したわけです。ところが、政府の社会保障制度改革国民会議では、軽度者

については介護保険からの切り離しを論議していると報道されているところで

す。ご存じだと思うんですね。

一方、国は、高齢者が地域で生活していける、つまり在宅で生活していけるた

めにと、自助、共助、公助として、自分のことは自分でしなさいということをし

ながら、地域が高齢者を見ていけということで地域包括ケアシステムというのを

構築しろということを言っていると思うんですね。この方向性を示しているんで

すが、自治体にその体制の整備を求めているところですけれども、このケアシス

テム、以前にも質問しているんですが、誰が主体となってつくり上げていくのか。

現在の取り組みの状況はどうなっているのか。簡単に示してほしいし、本当に軽

度者をこう簡単に介護保険、行く行くはそこへ進んでいくんですが、そのいろん

な取り組みの中からのけてしまっていいんですかね。また、町はどう考えている

のかも含めて答弁願います。

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） ただいまご質問ありました社会保障制度改革国民

会議で取り上げられました介護保険制度におけます要支援者でございますけれど

も、これに該当する人たちを増加する介護費用を抑制する必要があるため、介護

保険制度から切り離しして、市町村の事業としてサービスを提供してはどうかと

いうふうな検討をされているというふうな中身だと思いますけれども、このこと

につきましては国及び県からの情報提供等もなく、制度が確立した時点で推移を

見ていきたいというふうなことを思っております。

それから、２番目にご質問ありました地域ケアシステムのことでございますけ

れども、これにつきましては地域包括支援センターで高齢者への支援方法や地域

の課題を共有するために地域ケア会議というふうなのを開催しまして、町が地域

問題を解決していくために保健、医療、福祉等の専門家機関や住民、組織、それ

から民間企業等によるネットワークをつくって、高齢者が地域で自立した生活が



－161－

営めるよう地域包括ケアシステムというふうな構築を取り組む必要があるという

ふうにしてなっております。

したがいまして、この地域包括ケアシステムについては、町が主体となってい

くというふうにして解釈をしております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 町が主体となってやっていく、それはそうなってくると思う

んですね。介護保険で見ないって、自治体に任せるっていうことを言っているん

ですが、今回の調査結果はそれを示しているんですけど、実際、どの辺まで進ん

でいると思っていますか。

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） 先ほど言いましたように、まだ国あるいは県から

の情報等も入っておりませんし、サービスといいましても、現在、私どもが町単

独でやっております外出支援あるいは配食、紙おむつ等のそういうふうな支援事

業もございます。それらも含めてのことだろうと思いますので、今後のまた国、

県の事業のあり方の推移を見ながら対応させていただきたいと思っております。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） ちょっと最後にこの点で聞いておきたいんですが、介護保険

制度では介護にかかわる離職者が年間１５万人にも達し、その多くが女性にとか、

心中などの不幸な事件が多発し、大変な社会問題になっている中で、介護保険は

社会全体で担おうとして国によって制度が設けられてきました。この介護保険、

制度の導入時に国が言ってきたことは、保険料を納め、介護認定を受け、１割の

負担をすれば、つまり条件を満たせば希望する介護サービスが受けられることを

言ってきたんですね。それ間違いないですね。

○議長（伊藤博夫君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（長谷川斉男君） 介護保険制度の狙いとしましては、老後の最大の

不安要因であります介護を社会全体で支える仕組みを創設しまして、社会保険方

式によります給付と負担の関係を明確にし、理解しやすい仕組み、あるいは利用

者の選択によって福祉サービスを総合的に受けられ、介護を医療保険から切り離

し、家庭での療養が望ましいにもかかわらず介護者がいないなどの家庭の事情に

よって入院している状態のこういうふうな解消をするために設けられたというふ

うな制度でございまして、この給付を受けるためには全国一律の基準で調査ある
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いは判定した介護認定に基づいて、在宅あるいは施設サービスを受けるというふ

うな制度でございます。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 実は、軽度者をこの制度から抜こうという話が今国では出て

きている。推移を見守っていくということですが、実際よく見てみると、介護保

険、福祉のためにということで、昔の消費税の導入はそういう名目でなかったで

すかね。あの当時、この顔はうそをつく顔ですかと言った人もいましたけど、国

民をだまして導入された消費税、福祉に使うんだということを言いました。現実

的には福祉には使われないというのがこれまでの消費税の中身だということは皆

さんご存じだと思うんですね。大体法人税の減税分と相応するとも言われていま

す。

しかし、本来そういうもので財源も確保するということを言ってきたのにされ

ていない現実があるんで、やっぱり行政としても、自治体としても、やっぱりこ

ういう制度、地域をどう守っていくかということはきちっと発信をしていってほ

しいと思います。

課題は明確ですから、これら高齢者対策を町としてどうしていくのか。町が町

の福祉事業としてどのようにしていくのか の課題もあることから、本当

に町主導での対策、やっぱりわかりやすく示してほしいと思いますし、いわゆる

これも事業委託ということで、他の組織に任せるんでなしに町独自に、やはり直

接見ていくことをぜひお願いしたいと思います。

ちょっと質問の時間の問題もあるんで、これはこの辺で終わっていきますけど。

○議長（伊藤博夫君） あと１０分ありますで。

○３番（金元直栄君） そうです。えっ、１１分ですけど。ここで見ていると。

○議長（伊藤博夫君） あと昼からに回しますか。

○３番（金元直栄君） はい、昼からでいいです。

○議長（伊藤博夫君） ほんなら、暫時休憩いたします。

１時から再開いたします。

（午前 時 分 休憩）

──────────────

（午後 １時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

３番、金元君。
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○３番（金元直栄君） ３つ目ですが、公共施設建設は、まちづくりの基本的な構想

哲学を持つべきという内容のものです。

本町も合併して随分たちますが、合併前にそれぞれの町や村がそれぞれの思惑

の中で、それぞれにつくってきた公共施設、そのあり余る施設があるものの、そ

の公共施設をどのようにしていくかという方向性はいまだ出ていません。それど

ころか、ここに来て新たな公共施設の建設計画も進められてきています。

一方で、本町内を見渡してみますと、合併により役場がなくなることから人の

流れが変わり、地域の商店などは経営も大変になってきているそんな中、東古市

ではマーケットの廃業、上志比でもテナントがどんどん撤退してきたという経過

も見られるところです。これにより地域に住む人々、特に高齢者にとっては生活

に必要な特に食料品などを買いに行くところさえなくなっているところが見られ

ます。いわゆる買い物難民、これをつくらないまちづくりをどのようにしていく

のか。その辺を示してもらうとありがたいと思っています。

この点では、商店街は地域の公共財産。買い物弱者をなくし、魅力あるまちづ

くりをなど、まちづくりの基本的な考えを持ち、生かして、どんな町にしていく

のか。町の将来を示しつつまちづくりに生かしてもらいたいと思います。それら

を持ちながら、公共施設計画を町全体を見渡してつくるべきだと私は言ってきま

したが、今、本町にはそのようなまちづくりの基本的な考えというものはあるの

か。いわゆるグランドデザインと私は言ってきましたけれども、どうもそれらが

見られないところがあるので、その辺お伺いします。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） ただいまのまちづくりに関連しました公共施設の整

備等につきましては、永平寺町総合振興計画の基本目標でございます基本計画、

施策の大綱、また平成２２年３月に策定をいたしました永平寺町都市計画マスタ

ープランなどに基づきまして、どの地域も等しく発展するように、３つの地域の

特色、資源を生かしながら、個性豊かな施策の推進を基本方針といたしまして整

備をしております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） そういう振興計画やそういうのもあるということですが、現

実的に例えば旧松岡町にもそういう計画はありました。

公共施設を建設することで、暮らしに本来必要なものを苦しめることになって
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いったというようなことはないかということをちょっと検証する必要があると思

うんですが、例えば一つの例を挙げますと、かつて福祉施設に風呂をつくる、浴

場をつくるというのが非常にはやりました。そういう時代もあったんですが、こ

れにより旧松岡のいわゆる市街地にあった銭湯の経営を圧迫した。全県的にもそ

ういうことがあって補助金を出すということがあったんですが、結局はどんどん

なくなっていくという経過もあったわけですね。それは一つの例だと思います。

そんなことを町として考えての公共施設建設というのは何か基本的な考えがあっ

て進めているんですかね。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） 町といたしましては、利便性と安全性にすぐれた魅

力ある町にするため、まず基幹道路、地域内の連携や拠点間を結ぶ生活道路網の

整備、また次世代を担う子どもを支援するため、小学校屋内運動場の改築、また

小中学校の耐震化工事の早期完成とか、健康増進と介護予防、地域活性化を図る

ため健康福祉施設の整備や、また永平寺口駅周辺整備など、地域の特色を生かし

た住環境の整備に対し、また合併以降、町の重要施策でございます計画的、好意

的な整備に取り組んでおります。

また一方で利活用などの検討が必要な公共施設もありますが、今までに福祉会

館の解体や組織の機構改革による経費の削減、福祉施設の指定管理者制度による

運営など、行財政改革もあわせて進めており、公共施設の適正配置と有効利用、

統合整備などの再編計画などを行っており、これまでのようなことを通してまち

づくりを進めております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） そういう具体的ないろいろどういうものというのではなしに、

私は例えば今、東古市からマーケットがなくなりました。町は道の駅をつくって

直売所もつくろうと。その計画をどうするかというのは今後の課題にもなってい

ますけど、それらをいろいろ見てみると、実はいわゆる永平寺口駅の周辺でも直

売所をつくろうという計画もありました。

こんなのを見ていると、どうしてそう思いつき的にいろんなことを考えるのか

なと思わんところがないわけではない。例えば僕が聞きたかったのは、まちづく

りのコンセプトというんですか、きちっとした一つの方針として、歩いて行ける

ところに商店を残そうとかいうのを基本にして、どういうまちづくりをしていく
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かというのがないんではないかということでまちづくりの構想とか哲学がないん

ではないか。それを今こそ持つ必要があるんではないかという提案なんですが、

その辺いかがでしょう。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） これまでも総合振興計画、都市計画マスタープラン

ですか、それ以外にも事業を、新規事業もございます。それらにつきましては、

その都度議会にお示しをして取り組んでおりますけれども、今、町といたしまし

ては公共施設の整備につきましては、特に必要性や効果などさまざまな観点から

検討して、基本としては暮らしの質を高め、また全ての町民が幸せを実感できる

利便性と安全性にすぐれた魅力あるまちづくりにということで町としては取り組

んでおります。そうした中でいろんな課題も出てまいりますけれども、町として

は町民の生活につながるまちづくりということで進めているところでございま

す。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 今いろいろ答弁聞いているんですが、何で私こんなことを言

うかというと、今基本的なことは言いましたけど、今の本町の公共施設建設の現

状、状況を見てみますと、課題というか話題となっている公共施設建設を個々の

課題として提案し、そこで初めて出てきたとこ勝負の対処、つまり議会の多数を

頼りに思いつきの論議がされている。要するに基本的な考えが見られないという

ことを私は指摘しているつもりです。そこには高齢化社会を迎えるに当たっての

まちづくりの構想というか、まちづくりの哲学というか、そんなもの、どんな町

をつくっていくかという基本的なものがなかなか見られていないように私は思っ

ているんです。私は思っているんですが、そう思うのは私だけでしょうかね。実

際に買い物に行くところがないという声があるわけですが。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） これまでも申し上げましたように、町といたしまし

ては均衡ある発展、また町民の福祉の向上ということを基本ベースとして考えて

おります。

そういった中で、今議員おっしゃるとおりいろんな課題もございます。それら

は少しずつ町といたしましても課題解決に向けて今後また取り組んでまいりたい

とは考えております。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。
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○３番（金元直栄君） どうもかみ合わんのですけど、繰り返しますけれども、今の

状況は、例えば温泉にしても、新たな道の駅にしても、合併前のこれまでのいろ

んなそれぞれの自治体の取り組みからいっても、経過から見ても、とてもまちづ

くりの構想を持っていての計画だと私は思えんから聞いているんですね。

その点、町としてはどのように見ているのか。また、私は率直にそれらをやっ

ぱりきちっと、商店街というのはやっぱり町としての公共財産ということで位置

づけるなら、そういうものをどう残していくか、支援していくか。それは公共施

設をつくることによって支援するということもあると思うんですね。圧迫するん

ではだめ。そういうふうなものを思うわけです。

次ちょっと言いたいのは、例えば今後、農振地域の見直しもあるわけですね。

それ予算にも出てましたよね。この際、これも含めて町としてどのようにしてい

くかを十分研究しておくべきだと思うのは、農振地域を下手に指定すると、村が

もう大きくなる要素がなくなってしまうことやったってあるわけです。村の周辺

全部田んぼ、農振地域にしてしまうと。だから、その村をどうしていくのかとい

うことも含めて十分研究しないといけんところがあるわけです。だから、いろん

な町の施策というのは、公共施設の建設も含めて地域を助け、地域の発展を阻害

しない、そういう内容のものを何をもとにつくっていくかということを私は考え

なあかんと思っているんですが、私の指摘についてはどう思いますか。

○議長（伊藤博夫君） 健康福祉施設整備室長。

○健康福祉施設整備室長（山田幸稔君） 答弁させていただきます。

今、温泉の健康福祉施設の計画についてということでお話がありましたけれど

も、永平寺町の先ほど企画財政課長が答弁されましたけれども、永平寺町の将来

の目標を設定して、その現実に向かっていく指針といたしまして平成２０年３月

に永平寺町総合振興計画を作成されています。この計画の中の第１章、健康で笑

顔に満ちたまちづくりをめざしての第１節、健康づくりの支援の中に温泉等を利

用した施設の充実、整備として、永平寺町健康福祉施設の整備が明記されていま

す。

この永平寺町総合振興計画などを踏まえまして、永平寺町における都市の将来

像や都市計画などの基本方針を明らかにし、地域ごとのまちづくりの方針を定め、

町における都市づくりの総合的な指針として、永平寺町都市計画マスタープラン

が平成２２年３月に作成されております。この計画の中にも、第１章、地域別ま

ちづくりの構想の中の③上志比地区のまちづくりの方針の中に、貴重な温泉資源
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の活用として、温泉を生かした癒やしと触れ合いの場づくりとして定義されてお

ります。

来月、開業を予定しております永平寺温泉「禅の里」ですけれども、町民の健

康づくりの支援や温泉を生かした触れ合いの場となる施設といたしまして、町の

指針となる計画の中で位置づけられております。まちづくり構想の中でグランド

デザインとなる施設であるというふうに考えておるところでございます。

今後は永平寺温泉「禅の里」と、現在計画中の道の駅が一体となりまして、永

平寺町の活性化や観光と産業の振興を図り、にぎわいのある活力豊かなまちづく

りを目指します。

また、町民の健康づくりにつなげていくための施策によりまして、健康で笑顔

に満ちたまちづくりを実現していけるというふうに考えているところでございま

す。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） いろいろ言われるんですけど、その温泉、何でやったかとい

う経過とか、それを前提にそういうことを言われているのかというのがわからん

ですね。場所もそこに決めたのが根拠ないですよね。例えば上志比ではニンキー

の館つくって、直売所をそこに示したわけでしょう。何でそれを生かさないんで

すか。

だから私が言いたいのは、今の状況を率直に言わせてもらうと、計画もなかっ

た中、いわゆる議員の思いつきや思惑に行政が飛びついているとしか思えない。

言葉悪いですけれども、そういう状況がややもすると既存の商店を脅かすんでな

いかということを指摘しているわけでしょう。その線上でやっぱり論議してほし

いわけですよ。

だから、本当にいわゆるまちづくりのグランドデザインというのは、どこにど

ういう施設をということではないですよ。どういう町をつくっていくのかという

ことです。そこをやっぱり十分考えて、つくりたいからつくるというものではな

いと私は思うんですが。

○議長（伊藤博夫君） 健康福祉施設整備室長。

○健康福祉施設整備室長（山田幸稔君） 今ご質問の健康福祉施設の計画についてで

ございますけれども、この計画は永平寺町が合併前からの上志比地区の要望とし

て上がってきております。それを総合振興計画なり永平寺町都市計画マスタープ
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ランの中で現実味のある計画としてつくっていただいたものでございます。それ

を各計画の策定委員の方の識者の方が計画に沿ってつくっていただいたものを私

たちが現実にさせるというふうな私たちの仕事だと私たちは考えております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） 町といたしましては、合併時に新町建設計画が出さ

れております。それに基づいて永平寺町の総合振興計画も策定されました。その

中で基本目標が６つございます。１つ目は、健康で笑顔に満ちたまちづくりをめ

ざして。２つ目に、健やかに育ち、心豊かな人づくりをめざして。３番目に、安

心して暮らせるまちづくりをめざして。４番目に、快適で利便性の高いまちづく

りをめざして。５番目に、にぎわいのある活力豊かなまちづくりをめざして。６

番目に、思いやり、共に生きる地域をめざしてというこの基本目標にしてまちづ

くりを進めております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） もう２分しかないので、そこで論議したいと思わなあかんの

ですが、私は温泉の問題を言っているわけじゃないですよ。温泉にしても、それ

にくっつけようとする道の駅にしても、直売所の話やら、以前は直売所、まだほ

かにつくるって話もありました。そういうなのを見ていくと、例えば地域から商

店街なくなったときに、じゃ、行政が全部責任持って商店もつくって、みんなが

安心して周辺地域でも暮らしていけるようにするんですか。できるんですか。そ

れではまずいんじゃないですか。

だから、ここできちっとやっぱりそういう指摘を受けて、どういう町にしてい

くんかということを一回見直してほしいということですよ。だから、合併しても

う７年も８年もなろうとして、その協議をしたのはもっと前の話ですから。それ

から一貫して変わらん、それでやっていくんやというのもおかしい話でしょう。

ここに来てのいろんな矛盾が噴き出ている中で。

そんなことを考えると、ぜひそういうことを指摘として受けてもらえるんかど

うかというのもわからんですね。そういうこと全然感じていませんというんやっ

たら、僕はもう論点が全然ずれているとしか、私のほうがずれているとしか言え

んのですが、私がずれているんでしょうか。町が進めているのがずれているんで

しょうか。
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○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） いろいろ今お話お聞きしていますけれども、合併１８年にい

たしました。上志比村にしましても、永平寺町にしましても、松岡町にしまして

も、それぞれの町と村の長い歴史があるわけであります。

そのまちづくりの本質ということは、今お話しされていることも十分、当然の

ことであろうと思うんですけれども、この間、織物会館のことで調べておりまし

たら、３５年に松岡町の役場から松岡の織物協同組合へとにかく施設を移管した

ということですけれども、当時、織物業者というのは松岡の中で１２９件があっ

たということでありますので、３５年ですから５０年前ですけれども、ただ、そ

の時代が今非常に変わってきておりますし、それから人口の変遷も非常に激しい

ということであります。その中でやはりこれからまちづくりを進めていくという

ことは、非常にそれぞれ日本中いろんなことがあると思いますが、やはり大事な

ことはその地域をどうするかということが非常に大事だろうと思っております。

今、金元議員さんが言われることもごもっともであります。ただ、今の時代と

いいますか、社会の中で、やはりこれから永平寺町がどうしていくかということ

は非常に大事であると思っております。

だから今申し上げましたように、商業施設がなくなるというのは非常にこれは

大変なことですし、だから町の中でみんなが買い物できないかということも大事

でありますし、それがなくなると今度、高齢者の方がどう買い物するかというこ

とも出てきますので、そういうことは十分これからそういう中でいろんなことが

出てきますので、どう対応していくかということが非常に大事だろうと思ってお

ります。

それから今、これは新しい町になりまして振興計画とか土地利用マスタープラ

ン等つくっておりますけれども、これも町民の意見を全部聞いてこういうものを

まとめてきましたんで、そういう中で例えば道の駅にしましても、温泉にしまし

ても、ちゃんと明示されて来ているわけであります。だから今、ひょこっと出て

きたわけではありませんので、その辺だけは十分ご理解いただきたいと思います

し、そういう意味では非常にこれから町の中も変わってくると思っております。

今特にいろんな課題があっていろいろ取り組みをしておりますし、どういうこと

がこれから町の発展につながるかということも当然考えておりますので、そうい

う中で今いろいろな施設なんかもありますし、その公共施設もこれまでの施設も

ありますし、例えば道の駅なんかは新しく建てるということになりますし、織物



－170－

会館の跡の整備にしましても新しい施設をつくりたいということで申し上げてい

るところでありますので、その中で本当に地域全体が、いろんなことあると思い

ますが、そういうことを含めてどういう形にこれからしていくのがいいか。ある

いはどういう形が望ましいかということは当然でありますので、そういうことを

含めてまちづくりを進めるというのが非常に大事だと思っております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） 時間がないので、私が質問したのは、人々が地域でも安心し

て住み続けられるまちづくりをしてほしいという提案です。ぜひ考えてほしいと

思います。

最後に質問だけで、あと答弁だけもらって終わるかもしらんですが、上下水道

施設、特に管路等の耐震対策の状況はということで質問出してあります。

国は災害時のライフラインの確保のために補助金を出して上下水道施設、特に

地中に埋まっている管路の耐震化を進めるべきだとしていますが、本町の場合、

どういう状況になっているのか、それだけ示していただきたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 時間は済んでおりますので、答弁だけ。

上水道課長。

○上水道課長（山本清美君） それでは初めに、水道関係の耐震対策についてご答弁

をさせていただきます。

現在、水道事業で管理しています主要な施設ですね。上水または取水施設。こ

れは町内で７カ所ございます。

まず松岡地区の関係で、松岡地区２つございますけど、私どもがおります水道

管理センター、これは昭和５１年に建てられまして、昭和５６年の建築基準法の

耐震基準改正の以前に建てましたんで、一応耐震診断はしております。平成１５

年に、福井県の耐震評定委員会のもとで診断を行っております。その結果、第１

次診断、これは中度の震度対象なんですけど、震度５の対象です。許容応力設計

変更計算値、こういう計算値のもとで耐震診断を行っております。

それと第２次診断、これは震度６以上です。関東大震災クラスのものを想定し

たものです。これは保有水平耐力の算定値、こういう基準とした数値で計算を行

っております。その結果、構造耐震の判定値が、基準値はＩｓ値と呼んでおりま

すけど、これが０．７２以上を上回っていることがよい結果というんですか、こ

ういうことなんです。その結果で、１階部分が１．４２、また２階部分で１．２
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１２の判定結果を得ております。耐震性はこの建物につきましては若干古いんで

すけど、耐震性が保たれていると思っております。

あと、横に貯水池ですね、水をきれいにしてためて配水池まで送る貯水池がご

ざいますけど、これも１６年に耐震診断調査を行っております。いろいろはつり

とか圧縮の検査をしまして、検査結果が全て健全であるという、腐食もないとい

う結果が出ておりますので、これにつきましても耐震性が保たれていると思って

おります。

あと、松岡に右岸がございます。

○１０番（上坂久則君） 議長、時間オーバーしているんやから簡潔にやれ。

○上水道課長（山本清美君） はいはい。それでは、右岸……。

○３番（金元直栄君） 権利はある。何言ってるんや。

○１０番（上坂久則君） 時間守ってから言え。

○３番（金元直栄君） 何がや。時間守っている。

○議長（伊藤博夫君） みっともないことするな。

○上水道課長（山本清美君） 右岸の浄水場ございます。これは耐震補強工事を行っ

ております。仕切り壁の増設とかポンプ室のやなの補強を行っております。

次に、永平寺と上志比につきましては、全部昭和５６年以降の建物でございま

して、全て基準にかなった構造物として考えております。

次に、管路でございますけど、水路の管路は全部で１９０キロございます。そ

のうち耐震管、これが耐震管としてしていますのは８キロございます。これは松

岡公園の配水池までの送水管、また永平寺地区で緑の村、諏訪間団地から国道３

６４号線にかけましてのけやき台へ送っている管路、これが耐震管として布設を

しております。

水道管というのはやはり今から３０年ほど前ですね。こういうものが８割以上

を占めていまして、材質としましてはポリ塩化、ポリ管ですね。また鋳鉄管など

が多数使用されている状況でございます。

このような状況から、管路の更新計画の考え方としましては、やはり水道ビジ

ョン、水道の指針であります水道ビジョン、また水道事業変更計画、それと下水

道の更新計画にあわせて今後広く考えていきたいと思っています。

○議長（伊藤博夫君） これ、産業建設常任委員会で聞いてもらえばいいで。

○３番（金元直栄君） 時間がないので資料だけ出してくれって一言言って終わりま

す。
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○議長（伊藤博夫君） ３番、金元君。

○３番（金元直栄君） ちょっと時間が長なってるんで、細かい答弁……。

○議長（伊藤博夫君） 産業建設常任委員会でやって。

○３番（金元直栄君） それ、私に出していただけますか。質問しているんで。

○下水道課長（太喜雅美君） 資料、後ほど常任委員会を通して出させてもらいます。

○３番（金元直栄君） 以上で私の質問終わります。

○議長（伊藤博夫君） 次に、１４番、渡邊君の質問を許します。

１４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） さきに通告しておきました点について質問を若干させてい

ただきたいと思います。

質問に入る前に、行政の方々にこうしてメンバー、顔が本当に、新しい課長さ

ん、あるいは教育長初め、やはり見てかわったなという感じでおりますけれども、

私もかつては一番最初に議員になったときに、議席に着いたときに本当に緊張の

一途でございましたけれども、各担当の方々がそのような気持ちかなということ

で、今後やはり永平寺町の２万町民の生活、生命を預かる皆様でございますので、

ご尽力を賜りまして、永平寺町発展のためにご尽力くださいますようお願いをい

たします。

まず最初に私が通告しておきました永平寺町の教育についてということでござ

いますけれども、数年前にＮＨＫの全国放送の中で、やはり永平寺町がすばらし

い鶴瓶さんのあの放映を見て、たくさんと永平寺町に視察あるいは問い合わせが

あったと聞いておりますけれども、やはり私たちもあのテレビを見るまで知らな

かったんです、松岡の人、そのとき。こんなすばらしいんかという思いをしまし

て、そして話に聞きますと、今までずっとある程度永平寺や上志比地区では取り

組んでおるということなんですけれども、今現在、どのような取り組みをしてい

るのか、まずはお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） いろいろ出番をつくっていただきましてありがとうござい

ます。

私も昨年まで永平寺中学校におりまして、去年ですと年間１０３人、県外から

視察に訪れております。主な取り組みとしましては、校門で礼をしたり、あるい

は授業開始前に黙想して静かな雰囲気から授業が始められるようにとか、無言で

清掃したり、それから隣の上志比中学校のほうでは無言で給食をしたりとか、そ
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ういうふうなことを取り組んでおります。両校の伝統的な学校の特色ある活動と

してやっております。

じゃ、松岡中学校はということで、ちょっと上志比中学校と永平寺中学校はい

わばそういう静的な取り組みを特色ある行動として子どもたちも自信を持って取

り組んでおります。一方、松岡につきましては今度逆に動的な活動を重視してお

りまして、文武両道で永平寺町の学校をぐいぐい引っ張ってもらっているという

ことをちょっと申し添えておきます。

あと、そういう教育をもっと多くのということなんですけれども、校長会等で

も話をしてますし、ＮＨＫのそういう番組の話題も広がってますし、県内外から

たくさんの人が来ているという話も広がってまして、町内の小中学校でも今無言

清掃、一生懸命取り組んでおります。そして、少しでもああいう落ちついた雰囲

気を学校全体に広めたいということで取り組んでいるのが現状です。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 今、教育長のほうから答弁をいただきまして、今後もやは

り続けてほしいな。そして今、教育長からの話の中で、生徒の中には静と動があ

るんだということでございますけれども、やはり禅の気持ちをやはり取り組んで

おるのが永平寺地区や上志比地区のほうが強いかなと。そして、やはり同じ町に

なったんですから、松岡中学校は体を動かす動のほうだと言っておりますけれど

も、やはり心の気持ち、教育ということで、今後取り組んでいく気持ちがないか

な。やっぱり取り組んでいってほしいなというのが私の気持ちでございますけれ

ども、また今後この問題について教育長もできるだけ取り組んでいただきたいな

と思うのと、これから小学校や中学生が夏休みに入るんですけれども、やはりで

きることならば夏休み、あるいは冬休み中に禅の心を、言い方は悪いかもしれん

けれどもたたき込むというんですか、植えつけるというんですか、やはりそのよ

うな修行の場をつくられてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、今後取

り組んでいただけるかいただけないか、ちょっとお聞ききしたいんです。

例えば、四季の森の中で、あれも非常にいい、傘松閣はものすごくいい施設で

すからあれなど使って、教育の場として、やはり取り組んでいただきたいなと思

うんですけれども、ひとつ今後お考えがあるかないのかお尋ねをいたしたいと思

います。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。
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○教育長（宮崎義幸君） とってもありがたいご意見だと思うんですが、現在、上志

比中学校では吉峰寺で修行といいますか体験をやっていますし、永平寺中学校で

も１泊２日で四十数年になりますけれども大本山でそういう体験活動をやってい

ます。それで今、松岡中学校にもそれを、学校長の方針ですので、それはいいこ

とだということであればまた話は別なんですが、私のほうからどうでもやってく

れということはなかなか言えませんので、今現在、立志の集いとかいろんな形で

町内の中学生が集まる場があります。そういうふうなところでそういう礼の心を

体験するとか静寂した雰囲気を味わうとか、そういうふうなところでまた活用し

ながら広がっていくように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 今言われたように、できるだけきれいな心の持ち主の子ど

もさんにしていただきたいなという気持ちでございます。

そして次に入りたいと思いますけれども、学校等でよく小学校やあるいは中学

校等の新聞やテレビ等のマスコミ等でやはり騒がれておるんですけれども、例え

ば山間地の子どもさんが海岸のほうの学校との交流をする、あるいは町の中心街

の子どもさんは田植えを体験するとか、そのようなやっぱりにぎわしておるんで

すけれども、本町の学校でどのようなことされているんかな、されておらないの

かなということをまずはお尋ねをいたしておきます。

○議長（伊藤博夫君） 学校教育課長。

○学校教育課長（山田孝明君） それではお答えさせていただきます。

本町は他の町村との学校間での交流は特段行っておりません。ただし、町内小

学校では交流事業としまして豊かな体験活動推進事業を平成２０年より実施して

おります。今年度は７つの小学校の５年生約１９０名ですけれども、それぞれの

学校ごとに７月から１０月にかけまして２泊３日で若狭町、また小浜市のほうへ

出向きまして、ふだん体験できない漁業体験、またボートに乗ったり、また調理

の体験をする、そういったことを行っております。

これからは地域の交流の中に地元の学校との交流も可能であればその日程の中

に入れていきたいと考えております。

また、永平寺町内の学校間の交流について少し説明させていただきます。

今年度より、みんなの学校さわやか交流事業を創設しました。５月の末、３１

日には、志比北小学校５年の７名が松岡小学校へ行き、また６月、今月には志比



－175－

北小学校の１、２年と志比南小学校の交流、また吉野小学校の４年、５年、６年

と松岡小学校との交流、このように各小学校間での合同授業とか課外学習、練習

等の実施を行っておりまして、学校間の交流促進と教育の充実を図っているとこ

ろでございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 今、学校課長からの答弁の中で、永平寺町内の学校間の交

流はやっていますよと。そしてまた町内ですけれども、旧松岡、永平寺、上志比

の各学校間だけがやっておるというような考えが多いと思うんですけれども、今

後、私が今言っておるのは、町外の小学校やあるいは中学校間の交流をしないん

ですかと。するつもりはないんですかということをお尋ねをしているんです。わ

かっていただけますか。今後どう思っておられるのかお尋ねをさせていただきた

いと思います。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） この件につきましては、相手校もあることですので、今回

も美浜町のほうへ行って２泊３日の体験活動をやるんですね。そのときに、今は

地びき網をしたりとか、海岸で釣りをしたりとかそういう活動なんですけれども、

それにその美浜町内のそういうよく似た学校とかそういうふうなところとまた交

流というのも来年度の計画等にも反映していきたいなというふうなことも考えて

おります。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 今教育長からの答弁の中で、美浜町に行かれた云々ですけ

れども、私の言いたいのは、やはりこの永平寺町を子どもさんに広く知っていた

だくために、やはり他の市町村の子どもさんをこの永平寺町に招くですか、受け

入れるような事業はしないんですかと聞いているんですね。お考えがないのか。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） 僻地複式関係の県のそういう研究会とかそういう団体でい

ろいろ交流事業というのも計画されてますので、その中の事業の一環として、今

町内の事業としましてはちょっと持ち合わせがないもんですから、そういうふう

なことを活用しながら、特に志比北小学校が今一番少ない学校なので、ほかの学

校との交流というようなのも考えていきまして、そういうふうな中にのっかって、

できるだけ町外の児童と交流できるような方向も考えていきたいと思います。
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○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） ぜひともやはりこの子どもさんに、県下の子どもさんにこ

の永平寺町を知ってもらうと。かつては緑と清流の町と言われていましたけれど

も、やはりこの自然豊かな永平寺町に来ていただいて、例えば九頭竜川でアユの

体験をしてもらうとかいろいろとあるんですね。

だからまたさっきの質問の中に入りますけれども、禅の心を養っていただくと、

そんなことを町内外の他校と交流をしていただけるとありがたいな。そうすれば

効果的に永平寺町をもっと知ってもらう、永平寺町が今後伸びていくチャンスの

一つになるんじゃないかなと思いますので、ぜひともそのようなことがありまし

たらぜひとも取り組んでいただきたいなというのが私の気持ちでございますけれ

ども、もちろんこれに答弁ございましたらしていただければ結構ですけれども。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） もとより昨日も申し上げましたように、私はふるさと永平

寺を大事にしまして、やっぱり自信を持たせたいということで、また大いに自慢

もしたいということもありますし、子どもたちにも自分のふるさとを大いにアピ

ールしてほしいという気持ちもありますので、そういう機会がありましたらまた

計画に入れていきいたと思っていますので。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 次の件に入りたいと思いますけれども、３番目に福井県の

アンテナショップがつい最近、東京の銀座でオープンされたんです。ちょうど私

も議長ご夫妻と私とともに自由民主党の安倍総裁からのお招きをいただきまして

新宿御苑で桜を見る会ございまして、その帰りに議長夫妻とともに東京・銀座の

アンテナショップを見てきました。そうしたところが、たくさんとお客さんが来

ておられる。そして、「奥さん、どちらですか」と言ったら、「いや、私実はね、

この東京で住んでいるんですけれども、かつては越前市の者ですよ」ということ。

「ああ、そうですか。じゃ、ふるさととして懐かしいですね」って「そうです」

と言ってしばらく話しされておったんですけれども、その中で私の見た目では非

常に寂しい思いがございました。この永平寺町からの物産が皆無に等しいほどな

いんです。そして、ただ一つあったんです。たくさんの商品の中で一つだけ。お

酒が１本あっただけなんです。そのほかのやはり食料品からいろんな

一つも出ておらない。一つもないですね、出ておらなかったということ。寂

しい思いをしました。やはり私は、もちろん何とか何とかごま豆腐とかいろんな
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もんが出てるんかなと思っておったんですけれども、全然出ておらないです。寂

しい思い。寂しい思いをしましたけれども、出ておったけれども私が見落とした

かもしれませんけれども。

これ今後やはりアンテナショップとして福井県の、そしてこの永平寺町のアン

テナショップとしてどのようにあの場所を利用していくんかな、商品を陳列する

んかなということ。もしもお考えがございましたらやはりしていただきたいと思

います。

また、このアンテナショップをするときに、本町に商品を出しなさいねってい

うお誘いがあったのかなかったのかお聞きをしたいと思います。

以上。

○議長（伊藤博夫君） 商工観光課長。

○商工観光課長（酒井圭治君） 福井県の東京でのアンテナショップはふくい南青山

２９１と、今おっしゃられたように本年４月１８日に銀座にオープンいたしまし

た。「食の國 福井館」がございます。ふくい南青山で販売しております本町に

かかわる商品につきましては、ごま豆腐とお酒ということでございました。

先日、ふくい南青山２９１の平成２４年度の実績というものが報道されており

ました。来客数が１４万７，９４０人、これ前年対比で１２０％の伸びを示して

おりますし、総売上高も１億７，２９２万８，０００円と、これ前年対比で１３

２％となって、非常に順調に伸びておりまして、福井ファンといいますかそうい

った方々に好評を得ているといったふうになっております。

今ご指摘のとおり、今後このアンテナショップのこういった誘客力、また販売

力というものを活用するために、本町のブランドとなるすぐれた商品をやはり創

出していきたいと思っておりますし、提供も行えるよう企業支援のほうをしっか

りと行いながら、また商工会、関係団体とも協議させていただきながら、永平寺

町のすぐれた商品を出展してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 今、商工観光課長のほうから丁寧な説明いただきましたけ

れども、やはりあれだけの東京の銀座でアンテナショップを持っておると。近く

にもたくさんと熊本県とか何々県とかってあるんですよ。近くにね。しかしなが

ら福井県の中に押すな押すなの人だったんです。そして、やはりもっと永平寺町

を売るために、永平寺町を知ってもらうためにも、そしてこの福井県から、元福
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井県生まれの人が行ったら、やっぱり懐かしい永平寺町というような思いをして

いただくためにも永平寺町の商品をもっともっと販売するように努力をするべき

だと思いますけど、どうですか。

今後、なるほど商工会等いろいろと業者と話してやりますよと言っていただき

ましたけれども、本当に今までも４月１８日オープンされたんです。私行ったの

は２０日だったんですけど、ちょうどオープンして間もなかったんですね。そし

たら、もう何カ月かたつんですよね。そしてまだ今でも商品一つだけなんですか。

もっとここもどうですかというようなことを、やはりもっと商品開発やらいろん

な永平寺町を売るために、宣伝するためにもやはりしていただきたいと思います

けれども、再度ご答弁を願いたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 商工観光課長。

○商工観光課長（酒井圭治君） 「食の國 福井館」の説明会が実は６月４日、先週

になりますがございまして、それに出席させていただいております。それで、ま

ず「食の國 福井館」と南青山２９１との施設利活用の相違点とかそういったい

ろんな、例えば目的であるとか対象商品、また選定とか違いがございます。ただ、

先週、そういった説明会にも出まして、売れ筋については例えば野菜、干物、各

種へしこ、揚げ、小売のお菓子等、またイートインのホットなものとかという売

れ筋なんかも聞いておりますし、また銀座店向けに提供してもらいたい商品とし

て、例えばお試しサイズのものであるとか、わかりやすいパッケージのもの、ま

たお土産の要素の強いものとか、いろいろとそのときにお伺いもしております。

今後、出展につきましてはエントリーシートというものが用意されているとい

うことでございますので、そういったことで極力町内の物産関係を申し込むよう

な形にしてまいりたいと思っているところではございますが、例えば商社により

まして生産物があってもそれを商社に任せて、商社から出される。例えば福井の

ほうから出されているといったそういった状況もあるのはあるんですが、極力そ

ういった方々とも協力しながら、またバイヤーともお話をさせていただきながら、

積極的に永平寺町のそういった商品が店頭に並ぶように努力してまいりたいと考

えております。

よろしくお願いいたします。

○議長（伊藤博夫君） １４番、渡邊君。

○１４番（渡邊善春君） 今、商工観光課長のご丁寧なご答弁いただいたんですけれ

ども、やはり我々町民として少しでも町内外に永平寺町を売って、宣伝をしてい
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ただきたいと思います。そのための新しい商品を開発する云々って、数年前から

物産協会なんていうのがあるんですね。これは通告ございませんからいいですけ

れども、やはりこんなところともっと新しい永平寺町の商品を開発して、やはり

町外にもっともっと売るように努力してほしいと思うんですよ。補助だけしてお

って、新しい商品できているんかって言いたいんですけれども、これは通告外で

ございますからなんですけれども、また通告外一つございますけれども、町内に、

この福井県内でも池田町がショッピングセンターベルに池田町のアンテナショッ

プを持っているんですね。やはりこれどうしているんですか、補助随分いただい

ているんですかといったら、いや、農家に回って商品を集めてもらうのは町の仕

事ですよと。それだけ補助してもらっているんだというようことを担当者言って

おりましたけれども、やはり本町ももっともっと農業問題や、あるいはいろいろ

な商業問題、商品を、協力的にしていただきたいと。例えばお米にしてもブラン

ド米としてれんげ米というようなお米とかいろいろあるんですから、もっともっ

と付加価値つけて出していただきたいな。

ある農業している人には、うらのところの米はうまいんじゃ、うまいんじゃっ

て。おいしいかおいしないか知らん、わからんけれども、そう言ってる農業者も

おりますけど、やはり私は永平寺町の米はおいしいと思うんです。やはりもっと

ブランド米として出して、そして永平寺町を宣伝していただきたい。そしてひい

て言えば、永平寺町の発展のためにもしていただきたいと思いますので、今後取

り組んでいただくようお願いをいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思い

ます。

どうもありがとうございました。

○議長（伊藤博夫君） ここで２時５分まで休憩いたします。

（午後 １時 分 休憩）

──────────────

（午後 ２時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

ここで、先ほどの学校教育課長の答弁で間違いがありましたので訂正をします。

○学校教育課長（山田孝明君） 先ほどの渡邊議員さんの質問の答弁で、他町村への

交流事業の件で、豊かな体験活動推進事業で若狭町と私も申し上げましたが、美

浜町の間違いでした。大変申しわけありませんでした。

よろしくお願いします。
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○議長（伊藤博夫君） 次に、８番、川崎君の質問を許します。

８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） ８番、川崎です。

今回の質問は、道路ネットワークの整備ということで２つの項目で質問をさせ

ていただきます。１つは幹線道路整備の今後の実施計画はというテーマです。２

つ目が身近な道路の安全確保ということです。よろしくお願いいたします。

これまで幾人かの議員さん、一般質問の中で道路関連について取り上げられま

した。中部縦貫自動車道、そして機能補償道路、こういった幹線の道路が着々と

整備されております。今月の２９日には一般県道栃神谷鳴鹿森田線、これえらい

長いんで機能補償道路という名称を使わさせていただきますけれども、今月２９

日に開通するということです。

先ほどの金元議員のテーマの中でも出ました、ここに永平寺町都市計画マスタ

ープラン、これ平成２２年の３月に策定されたものです。この中でも道路ネット

ワークの整備ということで取り上げられております。具体的には交通体系の整備

方針という方針の下にネットワークの整備と、さらに具体的な施策。マスタープ

ランというのはビジョンということですので、具体的な施策というよりも一つの

指針ということで記載されております。

まず最初に、幹線道路の整備の今後の実施計画はということで、私の質問の最

後のところにまたお伺いしますけれども、まずはこの道路網の整備、実態はどう

なっているのか、それから今後考えられる計画はどうなのかということを一つ一

つお聞きしていきたいと思います。

このマスタープランの計画の中には３つの道路の位置づけがあります。１つは

広域幹線道路、広域の幹線道路ですね。２つ目が幹線道路、３つ目が補助幹線道

路という３つの区分をされております。この３つの区分に従って現在取り組んで

いる事業、そしてそれの課題、さらに大事なのは、これらは今後どのように展開

していくのか。ほかの指針、事業もこのマスタープランの中に計画されておりま

すので、どのような取り組みを今後展開するのかということをお聞きしていきま

す。

まず最初に、広域幹線道路です。これマスタープランの中に具体的に上がって

おりますので、一つずつ簡単に現状、そして、もし方向づけが変更されるという

ことであれば、それもあわせてお答えいただきたいと思います。

建設課長、お願いいたします。
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○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） まず初めに、広域幹線道路の方針、計画などにつきまし

てお答えさせていただきます。

高速道路や国道などにより国道レベルの広域幹線道路を形成しているといった

ところから、広域幹線道路に位置づけさせてもらっております。まず北陸自動車

道と中部縦貫自動車道は、これは今までにもお話しさせていただきましたが、平

成２６年度に結ばれることになってございます。この道路につきましては、やは

り産業、観光による地域の活性化、あとは災害、医療など、安全、安心の観点か

らも、早期に全線開通に向け今も努力しているところでございます。残る永平寺

東インターから上志比インターまでの５．３キロメートルの区間でございますが、

これにつきましても平成２８年度完成を掲げ、明確な開通時期を関係機関に求め

ているところでございます。さらには、将来的に交通量が大きく増加した場合は、

４車線化を要望してまいることとしております。

もう一つ、国道４１６号バイパス整備につきましてでございますが、松岡吉野

堺地区において４車線化工事が進んでおります。中部縦貫自動車道の、今ほど申

し上げましたとおり、松岡工区の供用開始とともに平成２６年度の完成を目指し

ております。といったところから、今のところスケジュール的な方針の見直しと

か大きなものはございません。

ただ、小畑議員さんにも申し上げましたように、中部縦貫自動車道の整備状況

に応じて北インターの周辺の整備も今後さらに考えていかなければならないとい

うふうに感じているところでございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） 広域幹線道路の一つのテーマとして、中部縦貫自動車道、石

上パーキングエリアの整備促進というのがこのマスタープランに上がっておりま

す。今回、道の駅の構想が出たときも、議会の中でもこの石上のパーキングエリ

アの話がある、それと対比しながらいろいろと審議を重ねておりました。

この石上パーキングエリアということについて、現状どういった方向づけなの

かということをいま一度確認させてください。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 石上パーキングエリアの整備につきましては、道路網の

整備とその周辺環境整備の重要性からも、合併後、町といたしましても石上パー
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キングエリア周辺整備計画について、永平寺町総合振興計画並びに都市計画マス

タープランにおいて整備することとしております。これは何ら今のところ変更す

るものではございません。整備の時期につきましては、今後４車線化にあわせ整

備する方向で以前から打ち出しておりまして、国と十分協議してまいりたいと考

えているところでございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） ４車線化と連動してのパーキングエリアの整備ということで、

これはかなり先になるのかなということですね。

次に、幹線道路について何点かありますので、もう実施している、取り組み中

ということで結構ですから、簡単に現状報告をお願いいたします。

幹線道路です。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 幹線道路につきましては、先ほど議員さんもおっしゃっ

ていただいたとおり、着実に整備が進んでいるところでございます。先ほども申

し上げておりますように、特に県道栃神谷鳴鹿森田線３．２キロにつきましては

長年の懸案事項でもございました。今月２９日に供用開始をするということから、

国道４１６号の渋滞緩和にもつながると期待しているところでございます。

また、県道稲津松岡線のバイパスにつきましても、これまでにもご答弁させて

いただいているところでございますけれども、松岡から福井市をつなぐ南北の重

要路線でございます。現在、中部縦貫自動車道との工事関連部分を残し、約１．

６キロが供用されているところでございます。全線の開通につきましては、中部

縦貫自動車道の松岡工区の完成と同じく平成２６年度を予定しております。

また、県道大畑松岡線につきましては、渋滞緩和と沿線の安全性を高めるため、

昨年、右折レーンの設置を行ったところでございます。その後、通勤時間帯の現

地を確認してみたところ、今度は県立大学の前の交差点で福井大学方面の右折車

両により渋滞が非常に発生していることから、交差点改良を県に対して今後も強

く要望してまいりたいというふうに考えております。

主な幹線道路の整備状況とさせていただきます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） 幹線道路のもう一つのマスタープランの中での重要なテーマ

で、国道３６４号谷口バイパスというのは固有で上げられております。中部縦貫
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自動車道と主要地方道勝山丸岡線及び坂井市、加賀方面を連絡するバイパス道路

として早期整備を働きかけますということで平成２２年のマスタープランに出て

おります。

このことに関連して、４月の議会と語ろう会でも、今紹介してもらったように、

東西の幹線道路の整備は着々と進んでいると。しかし、町内の南北を結ぶ幹線の

整備がおくれているんじゃないかという町民の方のご意見も出ております。

今紹介しました国道３６４号谷口バイパス、これは南北を結ぶ一つの大きな幹

線道路という位置づけにマスタープランではなっております。このバイパスにつ

いて、現状どういったような考え方、これまでの経緯について少しわかりやすく

紹介していただきたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 国道３６４号谷口バイパスの整備計画は平成３年に事業

化されましたが、関係地元との合意形成に時間を要し、事業の長期化が予想され

ることから、平成１８年３月３１日、事業の中止を国土交通省が発表して以来、

町としても、再事業の採択に向け県と協議をしてきたところでございます。

越坂トンネルが平成５年に完成いたしまして、国道３６４号を通勤に利用する

一般交通量が一時的に増加いたしました。これは諏訪間地係でございます。観光

客は、中部縦貫自動車道の永平寺西インターチェンジから北陸自動車道福井北イ

ンターチェンジへのアクセスがよくなったことから、通勤利用客なども含めて、

国道４１６号から中部縦貫自動車道永平寺東インターチェンジを経由して福井方

面へ向かう形態が主流となってございます。そういったところから、国道３６４

号沿線集落を通過する車両が大きく減少してきております。

ちなみに、平成５年に越坂トンネルが開通いたしまして、平成６年に諏訪間を

通る１２時間の交通量が６，７６５台ございました。また、平成１１年には、今

度は諏訪間を通る車がさらにふえて９，０００台を超えるような状況になってき

ました。その後、平成１２年度に谷口バイパス、これ今の永平寺東インターのと

ころまで、ちょうど中部縦貫自動車道の下の部分の国道３６４が整備されたこと

に伴って、諏訪間の１日の交通量が２，６５２台に減少をしております。ちなみ

に、平成２２年度を参考までに申し上げますと２，４９７台でございました。と

いったところから、国道３６４号の沿線集落を通過する車両が大きく減少してき

ており、車両の通過する道路もシフトされてきたといったところが見受けられる

と思っております。
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このような状況の中で、現在の国道３６４号からバイパスルートが大きくそれ

ることは、バイパス機能として効果が発生しないわけで、計画ルートの関係地区

のコンセンサスを得ることが大変重要であることや、多額の費用を投資して整備

した場合、費用対効果が得られないと判断されているところでございます。現段

階ではバイパス工事、また橋梁架設の部分も含めて、今の現在では事業採択は非

常に困難であるというふうになってございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） 川崎君。

○８番（川崎直文君） 今の説明で、平成１８年に一旦事業中止になったということ

で、再度、この都市計画マスタープラン、平成２２年ですから、これにまたその

プランとして計上したと。

今、このプランの中身をもう一度確認しますと、バイパスそのものをもう一度

再検討ということ、それからもう一つ、このバイパスプラス九頭竜川にかかる新

しい橋ということがあるわけですね。バイパス機能と、それから新しい橋をつく

って、それを渡って加賀のほうへ行くルートということは、このマスタープラン

の中にもうたっております。今の課長の説明の中では、具体的な事業としては再

検討というような状況かと思います。

こういった事業、当然交通量が変化します。そういったマスタープランも見直

しをかけていくということになるんですけれども、具体的に今ここにある国道３

６４号の谷口バイパス、新しい橋の建設はこのマスタープランの中で見直しとい

ったような判断でよろしいんでしょうか。このマスタープランというのは大体２

０年のプランということで、平成２２年で目標年次が、２２年プラス２０年です

から４２年と非常に長期にわたったプランになるわけです。ビジョンに近い状況

だと思います。

質問をちょっとまとめますけれども、このマスタープランの中で国道３６４号

谷口バイパス、新しい橋も含めた計画をマスタープランとして見直しをかけるの

かどうか。ここのところをどういうご見解かをお聞かせください。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） ただいまの国道３６４号谷口バイパスにつきましては、

やはり今ほど申し上げましたとおり、地元のコンセンサスというのは、これは非

常に大事なものとなってきております。先ほども言いましたように、その地域を

通らずに東のほうにルートを振ることも検討を、２１年度ぐらいから考えさせて
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いただいて、いろんな形の中で協議をさせていただいております。しかしながら、

先ほども言いましたように、なかなかそれるということにつきましては、バイパ

スルートとしての機能が果たせないといったことから、今現在の今まであるルー

トで何とか同意が得られるかどうかというふうな形になろうかと思います。

そういったところから、合意がとれないということになりますと、やはりマス

タープランの修正もしていかなくてはならないのかなというふうに考えていると

ころでございます。

ただ、本年３月の議会の質問にもございましたが、東インターからのアクセス

道路といったものについても今後やはり必要というふうに考えておりますので、

永平寺口の開発あるいは消防機能の統一化といったところからも、東インターか

らのアクセス道路を、皆さんの合意が得られれば何とかまたこちらのマスタープ

ランにも掲載していって、修正を加えていきたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） それでは、３つ目の補助幹線道路についてお伺いします。

これはかなり我々の日々の生活の利便性といったような身近な道路に関連して

のプランになっております。紹介していただきたいと思います。現状と、それか

ら今後どう持っていくのかということです。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 補助幹線道路の方針、計画等でございますが、これは地

域住民の生活利便性を高める道路といたしまして、この補助幹線道路が位置づけ

られているということになっております。補助幹線道路になりますと、主に町道

などが入ってくるということになってございます。この改良計画につきましては、

新たに整備しております福井北インターから北側のデイジーに接続する町道松岡

８７号線につきましては、今後、福井北インターを利用する状況を見ながら、整

備について検討、協議していきたいというふうにも考えているところでございま

す。また、町道鳴鹿栃原線につきましては、鳴鹿地区から山鹿地区までの約１キ

ロにおいて、平成２３年度より平成２８年度までの６年間をかけ舗装、補修工事

に取り組んでいるところでございます。

それ以外にも、町道の整備につきましては、このマスタープランに位置づけさ

れている以外も、補助幹線道路としての考え方のもと着実に改良を進めていると

ころでございます。今後も生活利便性を高めるために計画的に整備推進してまい
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りたいと考えております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） マスタープランの中に、具体的に２つの項目が上げられてお

ります。九頭竜川の両岸の連絡の強化ということで、具体的に浄法寺橋のかけか

えや歩道への転用、新しい橋の建設などについてさまざまな方策から最良策を検

討します。２つ目、浄法寺山青少年旅行村へのアクセス利便性の向上と集落内の

生活環境を守るため、バイパス道路の整備を検討しますという、この２つ、かな

り具体的なテーマが上がっております。

これに対して、建設課のほうの見解をお聞かせください。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 旧永平寺町内の南北を結ぶ橋梁については、鳴鹿橋と浄

法寺橋、それと北島鮎大橋の３橋でございますが、その中で、昭和４０年３月に

竣工いたしました浄法寺橋につきましては、橋梁長２０２メーター、橋梁幅員３．

５メートルと長くて狭いというような橋梁ではございますが、平成２０年度に実

施いたしました橋梁長寿命化修繕計画策定業務におきまして調査した結果、橋梁

の下部についても健全であるとの調査結果のもとに、平成２３年度、橋梁表面修

繕、橋梁修繕継ぎ手の修繕等で対応することといたしました。こちらのほうにも

書いてあるように、さまざまな方策から最良策を検討させていただきたいといっ

たところから長寿命化の修繕を選択させていただいたところでございます。

今後、右岸側の橋梁に車両の待避所を設置することを検討しているところでご

ざいまして、既存の浄法寺橋に有効に活用したいと考えているところでございま

す。

青少年旅行村もありましたね。

浄法寺山の青少年旅行村の迂回ルートの整備は、都市計画マスタープラン作成

時に志比北地区まちづくり懇談会において提案がございましたことを受け、地域

の声を反映する形で記載させていただいております。町でも地域の提案を今後の

まちづくり計画実現に向けた記載にしており、今後、地域のご理解や浄法寺山青

少年旅行村の入り込み数、費用対効果の検証が必要であると考えております。や

はりこれは旧永平寺町時代からの要望でもあったわけですけれども、なかなか関

係者、地権者のほうのご理解等も得られなかったということも、正直言ってござ

います。
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また、今のところ、青少年旅行村、ここ５年間の推移している入り込み数で申

しますと、３，５００人から５，１００人といったデータが上がってきておりま

す。そういったことからも入り込み数などの、また先ほど申しました費用対効果

などの検証をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） ３つの区分でいろいろとお伺いしました。

今、非常に大きな事業であった機能補償道路、完成ということで、これから町

として、この幹線道路の整備計画、具体的にこういったところの道路を整備して

いく、改善していく、また新たに新設していくといったような計画、コスト、機

能補償道路は一体どこが整備されるのかといったような観点で、具体的な計画、

こういったところをやりましょうという計画があればお示ししていただきたいな

と思います。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 先ほどの幹線道路、これは国道及び県道につきましては、

やはり県が道路改良計画を行うため、町では今後の実施計画というのはちょっと

述べる立場ではございませんが、町内の国県道の工事進捗については順調に進ん

でおります。これは先ほども申し上げたとおりでございます。おおむね供用開始

年度が確定しておりますし、今後は都市計画マスタープランに基づき、県道吉野

福井線バイパスの整備、通称納戸坂線でございます。また、県道京善原目線の拡

幅工事など、地域の活性化に資する道路の整備、安心、安全に利用ができ、交通

渋滞緩和など住民の視点から要望活動を展開していきたいというふうに考えてお

ります。

また、町道に関する補助幹線などにつきましては、町道５号線になりますが、

これは平成２３年９月に町道デジタル化と町道台帳の３つの地区の統一化によ

り、今、町道牧福島藤巻線に改名しているところでございますが、これは大月区

から石上区までの区間には片側のマウントアップ形式の歩道が設置されておりま

す。歩道の未設置区間もございまして、冬期間の凍結による人身事故の可能性も

非常に大きくなってきております。福祉施設や小中学校、文化施設へ通じる重要

路線でもあることから、平成２４年度から平成２８年度までの５カ年で歩道の設

置及びバリアフリー化への改良整備を施工しております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。
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○８番（川崎直文君） ありがとうございます。

それでは、幹線道路につきましてはこれで質問を終わります。

次の２つ目の身近な道路の安全確保ということについて話を進めていきます。

都市計画マスタープランの中にも地域の実情に応じた効果的な道路づくりをと

いうことで出ております。具体的には、交差点の右折レーンの設置、歩道の充実、

集落内の通過交通の規制が上がっております。

こういった右折レーンの設置とか歩道、それから交通規制、これまで具体的に

行われたということ、どこそこの場所ということで結構ですから、一度整理して

みたいと思います。お願いいたします。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） これは先ほども申し上げましたように、地域の実情など

を十分に考えて、県道大畑松岡線につきましては右折レーンの設置を行ったとこ

ろでございます。またほかの、大学の前なんかにつきましては、先ほど申しまし

たとおり、実情に合わせた交差点の改良を今後も要望していきたいと考えており

ます。

また、ほかの国県道において右左折車両による渋滞箇所の発生する交差点につ

きましては、特に花谷地区の国道４１６号、ローソン前の交差点でございます。

これは今月２９日に県道栃神谷鳴鹿森田線が開通することにより解消されるもの

と考えております。

また、中部縦貫自動車道の越坂トンネルを出てまいりまして、一般県道稲津松

岡線の集落のところの吉野集落ですけれども、こちらのほうも非常に今工事が錯

綜しておりまして、吉野地区の集落の皆様には大変ご迷惑をおかけして、朝夕の

時間には非常に渋滞を起こしているというような状況になっております。そうい

ったところからも、工事の進捗に合わせて平成２６年度には解消されるというこ

とではございますが、これらについても、吉野小学校、松岡中学校の児童生徒さ

んに安心、安全に通学していただけるように、先般、説明会を行ってきたところ

でもございます。朝夕の通勤時間帯における集落内の通過交通につきましては、

ほとんどの集落の中で時間の進入規制が設けられているかと思います。こういっ

た形につきましては、警察当局の取り締まりとかそういったソフト面も強化をす

る必要があるものと感じているところでございます。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。
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○８番（川崎直文君） 身近な道路の交通量といったような状況が、このところ刻々

と変化するのではないかなと思います。幹線道路、中部縦貫道が大野まで開通し

た、そしてやがて機能補償道路ができる、ここの交通量というのは劇的に変わっ

てくるという時期です。

中部縦貫道路の大野のところまで開通したことによって、この永平寺町内を通

過する車両、どういった状況になったのかということをひとつ紹介していただき

たいと思います。

課長も手元に資料を持っておられると思いますけれども、この５月１６日に近

畿地方整備局から中部縦貫自動車道、永平寺大野道路、勝山インターから大野イ

ンター開通１カ月後の交通状況という資料がネットにも掲載されております。こ

れ非常にわかりやすい資料になっております。一体大野の車が、これまでは１５

８号線を使って福井のほうへ行っていたのが、この中部縦貫自動車道の一部開通

によって永平寺町内への車の増加が見られたというデータが出ております。ちょ

っと課長のほうから紹介していただけます？

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） これは今議員さんがおっしゃったとおり、本年３月２４

日に中部縦貫自動車道、永平寺大野道路の勝山－大野間の７．８キロが暫定２車

線で供用開始されました。そういったところから、上志比から勝山間は開通する

前の台数１，０００台、平日ですけれども、１日当たり１，０００台の交通量が

ございました。開通後は３，７００台と大きく増加しているところでございます。

それにより勝山周辺の国道４１６号の交通量が約２８％減少したというところで

ございます。現在のところは、先ほど申しましたとおり、栃神谷鳴鹿森田線が開

通していないことから、牧福島から花谷地区の間におきましては以前より交通渋

滞が発生しているというようなことを聞き及んでおります。これにつきまして、

勝山市から大野市までの交通時間帯が開通前は１８分かかっていたところを、今

は９分で行けると。約５０％の所要時間が短縮されたといったような情報も入っ

ております。

こういったところから、永平寺町にとりましては、特に中部縦貫自動車道の松

岡工区の開通に伴うと、今、県道稲津松岡線への直接接続していたものが、この

直接接続ができなくなります。ちょうど越坂トンネルを出まして、オフランプで

おりますと前田製菓の前を通って県道京善原目線の交差点まで行くことになりま

すので、当然京善原目線を利用する通勤客が増加することが見込まれてくること
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となります。こういうことを鑑みながら、交通調査の結果をもとに渋滞箇所の変

動を把握しながら早期の道路整備を関係機関に要望していきたいというふうに考

えております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） ちょっと違った見方をしますと、１５８号線、大野から福井

への車両が１日で大体２，０００台が減ったと。逆に言いますと、永平寺町経由

で福井のほうへ行く車両が１日２，０００台ふえたという数字の見方もできると

思います。

こういった交通量が今４１６に集中しているわけですけれども、これが６月の

終わりから４１６、そして機能補償道路と、ここに分散していくということにな

るわけです。恐らく機能補償道路のほうの交通量が多いのかなと思うんですけれ

ども、こういったところの見通しはどのように捉えておられますか。町内、勝山

丸岡線、鮎街道が１本ありますね。それから九頭竜川の南側に４１６、それから

機能補償道路と、この３本のところに大野、勝山からの車両、もちろん町内の車

両も通るわけですけれども、こういった交通体系になると。その中で機能補償道

路に一体どれくらいの通過車両があるのかということです。

この話は、次に、私の一般質問の前にも出ております機能補償道路の信号設置

といったようなところにもかかわってくるのかなと思います。機能補償道路の信

号設置については次に質問させていただきたいと思います。この３つの道路の交

通量が一体どのような状況になるのかというところを捉えておられましたら紹介

していただきたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 今ほどの永平寺町内を東西に横断しております県道勝山

丸岡線、国道４１６号、それと機能補償道路から中部縦貫自動車道に入っていく

道路３本につきましては具体的な予測数字というものは今のところ捉えておるわ

けではございません。ただ、開通間もなくということになりますと、やはりどう

しても新しい道を通られる通勤客とか、そういったものが一時的にはふえるとい

うふうに感じているところでございます。県の土木事務所ともお話をさせていた

だいてはいるんですけれども、やはりそういった傾向が見られるんではないかと。

ただし、そういったところを、自分の生活形態あるいは通勤の形態を見ながら自

分のルートを変えていくというふうになってくるのではないかといったところか
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ら、４１６号の部分の車両が全て機能補償道路のほうに回ってしまうということ

はないんではないかというふうに推測しているところでございます。

先ほども申しましたように、中部縦貫自動車道の越坂トンネルを出てからの問

題も非常に大きな話になってくるかと思います。どうしてもあそこでは全ての車

が集中することになりますので、そういった反面、また４１６のほうを使う方も

逆に増加する可能性もあるのではないかというふうに考えております。

そういったところから、的確な交通渋滞を十分把握しながら交通のシフトなど

をしっかりと見きわめた上で、関係機関、県に対しまして要望をしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） 交通量の状態、刻々と変化しますから、それを的確に把握し

ていただいて周辺道路の対応も考えていただきたいと思います。

具体的に、先ほど申し上げました機能補償道路への信号設置ということで、こ

れ以前に２人、３人の議員さんが質問されて回答もいただいております。少し追

加の確認ということでお願いいたします。

まず、信号設置ということですけれども、この信号というのは、通常のいわゆ

る車両というんですか、交通規制の信号なのか、押しボタン式の、歩行者が必要

なときの信号を想定しているのかということ。

それから、非常に今お願いしていますけれども、なかなか設置できる見通しが

ないということなんですけれども、県の公安委員会のほうで審査されていると思

うんですけれども、一体何がその設置を拒んでいる理由なのか。いろいろあると

思うんですね。設置基準に満たない交通量とか、それから歩行者数があるレベル

まで達しないと設置しませんよということなのか。はたまた違った角度から言い

ますと、県内でその設置の計画は２５年度でこれくらいですよと、そういうもの

ありきで優先順位もあろうかと思うんですけれども、そういったことでなかなか

いい返事がもらえないのか。

いろいろと信号の設置に関する審査基準というのがあろうかと思うんですね。

ちょっと話がだらだらとなってしまいますけれども、技術的な適合性という一つ

のチェックの項目と、それから公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性、

こういったような審査の基準もあろうかと思うんです。それから３つ目として、

早期対応の必要性と、こういったようなことでいろいろ審査されていると思うん

ですけれども、一体何が早期にすぐ設置できないのかといったようなところをど
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のような状況かをつかんでおられたら紹介していただきたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） まず、信号の種類でございますけれども、これは地元と

しては対外的に信号であればいいというような最初のお話でございました。しか

しながら、普通の車両系を制御する信号でございますと逆に渋滞を招くおそれも

あるというデメリットもございます。そういったところから、やはり地域の中で

は押しボタン形式の、歩行者がやっぱり安全に渡られる。先ほども議員さんもお

っしゃったように、非常に交通量が増加する中で今までの横断が難しくなるとい

ったような危険性を感じるようなことがないような形といいますと押しボタン式

などの信号が考えられるということで、地元もそういった意思を示しているとこ

ろでございます。

また、信号機の設置基準というのは、具体的なことはちょっと公安のほうとは

協議はしておりませんけれども、やはり供用開始後の交通量、これと地元の要望、

それと重要性ですね。重要性というのは、どういったところの尺度で重要性とい

うのか、私らの観点ではちょっとわかりづらいところはあるんですけれども、警

察のほうで判断する重要性、必要性、そういった交通量を含めた総合的な判断で

もって公安のほうで判断させていただいて取りつけるというふうに伺っていると

ころでございます。

○議長（伊藤博夫君） ８番、川崎君。

○８番（川崎直文君） この信号設置につきましては、議会と語ろう会、また繰り返

し申し上げますけれども、話の内容として、事故が起きるまで設置しないのかと

いったような非常に厳しいご意見も出ております。いろんな、なぜその設置がで

きないのかといったところも少し情報を収集して、さらに行政、そしてまた町民、

我々議会も一体となって継続して重点的にお願いしていかないかんのじゃないか

なと思います。

幹線道路につきまして、次の具体的な計画をご提示いただきました。そして身

近な道路、生活のための道路、信号機の件、先ほど申し上げました。さらに強力

にお願いしていかないかんのじゃないかなと思います。それから集落内の通過交

通の規制ということで、これは場所によっては道路管理者が設定した規制という

ところから、やはり警察でのきちっとした規制に持っていくといったようなこと

がさらに必要になってくるんじゃないかなと思います。

きょうお話、そして回答をしていただいたことを早期に取り組んでいただきた
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いなということでお願いを申し上げて、私の質問とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

○議長（伊藤博夫君） ここで３時５分まで休憩いたします。

（午後 時 分 休憩）

──────────────

（午後 ３時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

次に、１３番、松川君の質問を許します。

１３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） 私は今回、欲張って５点させていただきます。

まず一番最初は、「おいしいね！永平寺」、これはいけそう。成功を祈るとい

うタイトルでありますが、いきなり「おいしいね！永平寺」と言っても一般の方

にはちょっとわかりづらいと思いますので私のほうから少し説明をさせていただ

きますが、これは永平寺町の特産品であるタマネギ、ニンジン、ニンニク、ピク

ニックコーン、そしてレンゲ米などを使用して、いかにも食べたくなるような、

人気の出そうなオリジナル料理を一般住民に競争をしてもらおうというコンテス

トでありますが、農林課が打ち出した企画であります。私はこのことは随分先に

新聞を通して知ったんですけれども、とても興味が引かれました。直感的にこれ

はいけそうと感じました。やり方次第で今後大化けするんではないかなというこ

とで感じたわけであります。

まず、「おいしいね！永平寺」というキャッチコピー、これとっても気に入っ

ています。言葉自体はとっても単純で短いんですけれども、わくわく感が広がっ

ているというか、食べ物だけがおいしいというんでなくて、永平寺町全体がおい

しいのだと、魅力的だ、魅惑的だというニュアンスもあります。とにかく私はコ

ンパクトでインパクトを感じました。

最初、それとすぐに思ったのは、入賞作品とか優秀作品とかに限らず、応募作

品を何らかの形で食べてみたいなということでありました。審査委員の舌のセン

スを審査したいということでは決してありませんけれども、本当にうまいものな

ら誰だって食べてみたいということもあります。しかし、審査委員が頑張って何

とか作品に優劣をつけるんでしょうけれども、私はこういうものは選に漏れても

全作品がおいしそうな気がいたします。せっかく一生懸命つくって考えてくる人

の作品でありますから、食べてあげることが一種の応援ではないかというふうに
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思うからでもあります。第２次審査では調理実演を行うということなので、本当

はキッチンスタジアムのような雰囲気をつくってもらって現場で応援できたら最

高と思っていますけれども、スペース的になかなか難しいでしょうから、せめて

レシピという形で一般の人もいただければ家庭でも食べることができますし、も

っとおもしろいのは、町内の食堂やレストランや、あるいは居酒屋などで同じメ

ニューに加えていただく、そういう手もあります。

農林課がつくったこのコンテストの実施要領に、ちょっとかたい文言でありま

すが、こんなことが書いてありました。「町民自らが永平寺町の資源を積極的に

活用する意識を持ち行動を起こすことで地域活性化につながる」という文言であ

りましたけれども、少し真面目過ぎるなというふうに思いました。要は、いかに

してコンテストに応募してもらい、それらの作品をたくさんの方々に食べてもら

うかにかかっているわけでありまして、そうなれば永平寺町で収穫した新鮮で安

心、安全な野菜を使用したおいしい料理がおのずと宣伝されるわけでありまして、

地域の活性化ということにつながっていきます。生産者と消費者あるいは利用者

を行政が作品を通じていかにつなげていくかが腕の見せどころであります。結果

も、いかに実際につながっていくかが最大のポイントになります。そもそもタマ

ネギとかニンジン、ニンニク、ピクニックコーンあるいは有機米のレンゲ米その

ものが安心、安全どころか健康食そのものでもあります。地産地消の実践という

ことでも非常に意義があると思っております。この際、タマネギとかニンジン、

ニンニク、ピクニックコーンなんかも含めて、これはいかに体にいいかという医

食同源の話もありますけれども、この際にこういうこともあわせて宣伝をすると

いいのかなと思っております。

このコンテストの新聞報道では、あわせて優秀作品を学校給食の献立にすると

いうことが書いてあったので、これでは幾らおいしくても一般の方々は食べられ

ません。これではブームがつくれないし、地域の活性化とまでは言えないだろう

なということで申し上げましたけれども、参考になりましたでしょうか。今のと

ころのちょっとご見解をお願い申し上げます。

○議長（伊藤博夫君） 農林課長。

○農林課長（河合淳一君） 答弁をほとんどしていただいたような形になりますが、

申しわけございません。

「おいしいね！永平寺」、コンパクトでインパクトというお褒めの言葉もいた

だきまして、非常にありがたいと思います。この事業、平成２５年度の新規事業
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でありまして、議員仰せのとおり、町内でつくりました、収穫されました新鮮で

安全、安心な野菜を、特に特産品のタマネギ、ニンニク、ニンジン、ピクニック

コーン、レンゲ米を家庭や町内で積極的に活用する意識を持っていただきまして、

町産材を使用したおいしい料理コンテストを実施して、食育、地産地消を推進す

ることを目的としております。

なお、説明はいっぱいあったんですけれども、料理コンテストの中身について

は、１時間ほどでつくれる簡単料理レシピを募集しております。その後、２次審

査におきまして料理の実演と実食で審査を行いまして、入賞作品につきましては、

幼児園、小中学校の学校給食に採用をする予定をしております。この料理コンテ

ストを機に、町内はもとより県内外から全国へと永平寺町の安全、安心な特産品

のブランド化に努め、情報を発信していきたいと考えております。

また、町内の将来を担う子どもたちに、今まで以上に新鮮な特産品を使った給

食や家庭料理を楽しんでいただけるよう、今後とも、食育、地産地消の推進にご

理解とご声援をお願いしたいと考えております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） 非常に狙いはいいんですよ。ただ、具体的に結果が出せる

かということについてちょっと心配をしているわけで、私が申し上げることを少

しでも取り入れてくれれば、かなりいい線いくんじゃないかというふうに思って

おりますけれども。今回１回限りの企画ではないと思いますので、今後もしつこ

く続けていただく中で工夫をしていただけりゃと思いますが。どうですか。今の

ところ、６月７日で一応締め切ったそうですが、多少盛り上がりといいますかね。

もう一つ、余計なことでありますけれども、材料費が１，０００円程度という

ことなんで、これはよう考えてみると学校給食の献立としてマッチングしていな

いんじゃないかというふうにちょっと懸念するんですね。というのは、学校給食

の無償化で明らかになったように１食２５０円から３００円ですよね。それをた

まに大盤振る舞いするんかなということなのかもしれませんが、２５０円とか３

００円の話で、結構学校給食の調理師の方々は本当に努力しているなということ

を高く評価されているわけですが、私、別枠で２５０円とか３００円にこだわっ

た材料で、本当にまさに学校給食にふさわしいような作品ができたら、これはこ

れでまた優秀作品として上げてあげたいなと。そしてもう一つ、学校給食の調理

師の方々もこの企画に初めから巻き込むといいなと。せめて審査委員の１人ぐら
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いに加えるといいんじゃないかなということも、学校給食の献立にするという前

提であればね。そんなことも考えていますが、うまくやってください。

何か答弁ありますか。

○議長（伊藤博夫君） 農林課長。

○農林課長（河合淳一君） 非常にご声援ありがとうございます。

ほとんど事業の詳細についてもご説明いただいたような形ですけれども、今お

っしゃられるように、学校の栄養教諭とか幼児園の栄養士さんも含めまして、献

立の内容も余り高価にならないようにというのも考えながら進めたいと思います

し、一応は１，０００円ぐらいかけないとちょっとしたものができないかなとい

うことで１，０００円までということで考えております。また、学校給食に関し

ては今後、採用につきましては中身を検討してまた実施していきたいなと思って

おります。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） 材料費１，０００円というのは自己負担だそうで、せめて

１，０００円ぐらいはキャッシュバックしてあげると、そのぐらいのことをして

あげたらいいなというふうに、余計なことですけれども、つけ加えさせていただ

きます。

２番目、地元ゆるキャラ「えい坊くん」をさらに人気者にするにはということ

で、これも１番とあわせて楽しい話題になるんでないかというふうに思いますが、

地元のゆるキャラ「えい坊くん」が、今、本当にかわいいと地元では結構評判に

なっています。私も最近、永平寺口駅前のえち鉄５２１プロジェクトｉｎ永平寺

にお邪魔したんですが、もう一人の地元ゆるキャラ「ニンキー君」、これも３月

議会で、ニンキー君をなかなか最近見てないんで久しぶりに登場させてと申し上

げたら早速実現させていただきまして、それはありがたいと思いますが、この程

度のことは本当に簡単に言うことを聞いてくれたなというふうにうれしく思って

おります。

そのニンキー君に加えて、町外のゆるキャラ４人も手弁当同然で来てくれて盛

り上げていただきました。これ本当にずっと見ていたんですけど、大人でもつい

つい顔が緩みます。顔が自然とにっこり笑ってくるというか、ありがたいことで

ありまして、ゆるキャラは本当にそういう雰囲気をつくってくれます。最近、初

めてこういうことを感じたわけではないんですが、えい坊くんももっと化けれる
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可能性があると感じていました。次の展開次第でさらに進化が期待できるのでは

ないかということであります。制作に１体６０万から９０万かかるということで、

ちょっと結構高いなというふうに思っておりますけれども、これを簡単にふやし

たりバージョンアップするにしても予算が大変ですけれども、私は企画さえよけ

ればこのぐらいの予算は投入しても十分価値があるなというふうに今は思ってお

ります。

もともと、このえい坊くんというのは商工会が主体となってつくられたと聞い

ていますが、その後も関係者のご努力によって徐々に知名度も上がってきて、現

在の人気、評判につながっています。関係者には頭の下がる思いですが、今せっ

かく評判がいいんで、ぜひ自信を持ってというか、あるいは調子に乗ってという

か、次の段階に移るべきと考えています。また、行政のほうもさらなる応援体制

を強化したらどうかなと思っているところであります。

既にえい坊くんは町外にも県外にも、一番遠いところでは大宮まで出かけてい

った、出張していると聞いていますけれども、さらにパワーアップ、バージョン

アップし、町内外でさらに愛されるゆるキャラ、もてるゆるキャラになる仕掛け

が必要だということであります。

ここで余計な話になるかもしれませんけど、他県のゆるキャラで非常に代表的

なくまモンのことについて若干触れさせていただきますが、熊本県庁チームが生

んだあのくまモンの人気ぶりに学ぶとすれば、一つはやっぱり子どもたちにまず

愛される存在になることが不可欠と言われています。もう一つはサプライズする

ぞという精神が不可欠とも聞いています。この「サプライズをするぞ」という言

葉でみんなが瞬間に一丸になれるということであります。この精神は十分に理解

できます。「サプライズをするぞ」という言葉は魔法の言葉であります。大いに

学べます。

ここでひとつ、新しい担当課長に新しい展開に立つ意気込みをちょっとお聞き

したいと思いますが、お願いします。

○議長（伊藤博夫君） 商工観光課長。

○商工観光課長（酒井圭治君） えい坊くんのキャラクターデザインの使用でござい

ますが、これ実績につきましては今申し上げていきたいと思いますが、商品のパ

ッケージであるとか包装紙、Ｔシャツやポロシャツ、またハンカチ、キーホルダ

ー、ストラップ、また各種商品へのそういった活用を図っております。また、各

種イベントにおけます横断幕であるとか、のぼり旗、ポスター、チラシなどへの
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活用、またスマートフォンのアプリでの使用というものも実際に行っているとこ

ろです。町といたしましては、ご存じのとおり原動機付自転車のナンバープレー

ト、また地震防災マップなどの各種リーフレット、保健計画などの各種計画書、

また公用車や封筒、名刺などに活用しているところでございます。また、珍しい

ケースでございますが、北陸自動車道の永平寺町案内標識に表示されておりまし

て、永平寺町のＰＲに一役買っているというところでございます。キャラクター

デザインにつきましては、平成２４年度１年間で４１件の商品等に活用されてい

るところです。

着ぐるみでございますが、これは平成２３年６月に制作いたしました。現在、

九頭竜フェスティバル、また産業フェアなど、町内での各種イベントへの出演は

もとより、県内外でのイベントやキャンペーンに出演し永平寺町のＰＲ活動を行

っているところで、例えば南条サービスエリアではふるさと物産市、フクイの味

覚宣伝隊事業では京都駅や長野市、また大宮駅、坂本龍馬展で大阪、そして京都

駅と、大阪物産展で大阪のほうへ、これは高島屋でございますが、行っておりま

す。また、商工会の視察の研修におきましても、やはり岐阜市へ出向。そういっ

たことで、県外へ７府県、町外で１１市町へ今出かけているといったような状況

でございます。そのほか、熱血ふるさと応援団、また「わがまま！気まま！旅気

分！」、これはテレビ局制作の旅番組でございますが、そういったところへの出

演、雑誌におきましては、ケーブルテレビの「けーぶるちゃん。」という雑誌が

ございますが、そこの巻頭特集でのゆるキャラ対談、こしの国ケーブルテレビで

のイベントの宣伝など数多くのメディアへ登場いたしまして、永平寺町のＰＲに

一役買っている状況でございます。

現在は、永平寺農商工ブランド発信協議会の管理をさせていただいておりまし

て、今後はこれまでの実績も踏まえながら、永平寺農商工ブランド発信協議会に

て活用について新しいアイデアというものを掘り起こしながら、夢のあるさらな

る活用というものに取り組んでまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） ありがとうございます。

私も実はゆるキャラなんて、年が年ですから、そんなもん、何だろうという感

じを最初は思っていたんですが、ここまで来ると結構、なかなかやるなと。最近

やっと自分のうちにも車にもワッペンというんですか、張らせていただきました。
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ほんで、次の展開に対して一応やる気はあるということで。細かい話ですけれど

も。

もう一つ、くまモンの人気のわけをちょっと仕入れてきたんで。くまモンは動

きが非常に軽快だそうですね。もちろん中に人間が入っているんですが。えい坊

くんは残念ながら、頭が重いんかね、何か動きがいまいちつらそうでありまして、

この弱点をいかにカバーするかと。顔がかわいいんだから、何とかプラスアルフ

ァにすれば。私は、おしゃべりというんかトーク力、あるいは歌えるえい坊くん。

中にマイクを内蔵すれば割と簡単にできると思うんですが、問題はその声もアニ

メ風にかわいいといいなとか、あるいは歌が、下手よりかうまいほうがいいんで

すが、そんなふうになおいいなと思っていますけれども、これもやっぱり練習と

いうか、一種の演劇ですから、演技ですから、何とかそれは若手の人に頑張って

もらってやっていただきたいなと、そんなことを思っておりますが。

それと、よくちまたで言われているのが、みんな結構次のバージョンというか、

結構関心があって、よく言われているのは、えい坊くんを２人、３人とふやして

いったらどうかと。あちこちに神出鬼没でやるといいなということとか、あるい

は今のえい坊くんに彼女をつくってあげたりしたらどうかとか。将来的にはお嫁

さんをもらうということで結婚もしてもらい、家庭も持ってもらいます。

○１４番（渡邊善春君） あれ男か。

○１３番（松川正樹君） 男。私は結婚式そのものもイベント化して、これは傘松閣

で仏前結婚式でやるとちょっと受けるんじゃないかなというふうに思っています

が、当然子どももたくさんつくってもらって少子化対策や、あるいは婚活のアピ

ールにもなるんでないかというふうなことをね。これ私だけでなくて、ちょっと

雑談が始まるとそんなところまで話が展開していくんですね。彼女も全国のゆる

キャラを対象に、あるいはタイアップするといいんじゃないかなと。今言ったよ

うに、雑談でこんなことを言ってしまうんですが、実際にやってみて当たるかど

うかは責任は持てないしわからんのですが、ぜひ理事者側におかれましても、次

なる機会にもう１回気軽に言える場を設けてもらって、これだめ出し食らっても、

お互いに覚悟の上で言い合うと。とにかくサプライズをするぞという、そういう

言葉を合い言葉にしてね。

いわゆるブレーンストーミングという言葉がありますが、これは発想法の一つ

で、ブレーンというのは頭脳のこと、ストーミングは嵐ですかね、そういう状況

に何人かをどこか缶詰でもしてとにかく言わせると。それはちょっと半強制的な
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んですが、そんなことでいろんな意見が出てくるんで。実際この間、先週の土曜

日、第５回景観まちづくりワークショップというのを、４回目も行ったんですが、

これテレビ見てて、なかなかおもしろいことをやっているなということで、やっ

と４回目と５回目に出させていただきました。一種のブレーンストーミングです

かね、あれやっているのは。今回は永平寺線跡地の活用でありましたけれども、

３０人くらいのメンバーの参加で、それを５班に分かれて２時間近く跡地の今後

の活用に関して、その魅力とか課題とかについて意見を出し合っていまして、た

くさんの意見が出てくるもんで本当に感心しました。結果もいいものが出てきて

ね。これ言うたとおりやると、本当に遊歩道もますます魅力が出てくるんじゃな

いかというふうに今から楽しみにしておりますが。担当は企画財政課でありまし

た。役場の若手職員の皆さんもなかなかたくさん出てきてくれて頑張っていた様

子が非常に印象的でありました。

こういうワークショップの手法もいいんじゃないかということで、ご活用をく

ださればといいなと思いますが、これどなたかご答弁はどうですか。

企画財政課長、どうですか。商工観光課長でもいいけど。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） ただいまの景観まちづくりのワークショップですけ

れども、せんだっての土曜日に開催をいたしまして、今回議員さんにもお越しい

ただきまして、まことにありがとうございます。

この景観のワークショップにつきましては、これまで平成２４年度から始めて

おります。今回、第５回目ということで、毎回町民の方、また景観審議会の方に

も一度ご参加をいただきまして行っております。そうした中で、今回、永平寺線

跡地の活用についてというテーマで皆さんのご意見をいただいております。この

ような形で皆さんのご意見をいただいたものは、今後の取り組みにまた生かして

まいりたいとは考えていますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） ありがとうございました。

商工観光課もひとつ頑張っていただきたいと思います。

続きまして３番目、高志附属中の全貌がまだ明らかにされていないが、問題点

は多いというテーマであります。

実際にすっかりと全貌はまだ明らかにされていませんが、今の時点で多くの問
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題点も見えてきています。２０１５年４月をめどに高志高には附属中ができるこ

とは間違いありません。前々から小出しに報道はされていたんですが、当然のこ

とながら高志高には早くも受験日程などの問い合わせがあり、保護者の関心が高

まっています。とりわけは現在の小学５年生が最初の入学生になります。したが

って、もうすぐの話ということであります。親同士が顔が合えば、もう挨拶がわ

りにこういう話題が上っているという話も聞いております。少なくとも保護者は

敏感に反応しているような状況であります。

その中学に入れば、高志高にはエスカレーター方式なのが、これは保護者にと

ってかもしれませんが、最大の魅力なのですが、同時に多くの問題点もあります。

私なりの考えですがね。その一つは、今のところ、入学の選抜方法について詳細

が未定というか、いま一つわかりづらい。その辺が一番やきもきされるところで

あります。入学選抜は適性検査や作文、面接といった複数の選抜方法を組み合わ

せた実施を想定しているそうで、その適性検査も小学校の学習状況を総合的に見

きわめる適性検査としていて、文章を読み取る能力や自分の考えを表現する力を

判断するということらしいのですが、私たちには全く随分と不親切な説明であり

まして、私は、この適性検査としながらも実は何らかの学力検査があるんだろう

なと、こういうふうに思っておりますし、また小学校の内申書なんかが重視され

るんではないかなというふうについつい想像していますが、本当に保護者にはや

きもきでかわいそうなくらいであります。もしもこの辺で、教育長さん、違った

細かい情報をお持ちでしたら教えていただきたいと思いますが。

しかも、この１学級９０人規模の募集ですから、人口からいってやっぱり永平

寺町は２万人弱ですから、８０万人として大体、嶺南のほうは余り来にくいなと

思っても、せいぜい永平寺町で２人か３人、３人か４人入ればいいなという確率

ですね。これはどう考えてみても狭き門ですね。今までは１５の春を泣かせるこ

とにも非常に関係者としては忍びなかったんですが、この上、１２の春でも

でも泣かせるんかと。県の大人たちの考えることは、まことに残酷だと僕は思

っております。小学校や中学校の先生方も当然それに巻き込まれていきます。

もう一つの問題点。その県立中学校では、高校の学習の一部を学ぶ先取り学習

を進めますが、普通の中学校に通う生徒はどうなるのかということであります。

これ以前から私言っているんですが、普通の中学校の学習内容が何も変わらない

としたら、当然新しい不公平を生むということになります。普通の中学校から高

志高校へ入学する中学生も３００人ぐらいいます。定員を大体４００人ぐらいと
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してね。そうすると、この子たちは附属中から高志高校へエスカレーターで入学

する子たちと合流するわけですから、僕は一番の被害者はこの子たちでないんか

なというふうなことを危惧しております。

私、普通の中学校でも、高校の学習の一部を学ぶ先取り授業をするべきだと思

っています。永平寺町の中学校でもすべきと考えています。私は、先ほど言いま

したけど、何年も前から申し上げていますが、もともとこの中学校の教科内容と

高校の教科内容は接続がない。レベルがぽんと上がる感じです。昨日も齋藤議員

のお話の中で、あれは小学校から中学校へ、小学校でおくれている部分を中学校

で何とかカバーしなきゃいけないという話ですが、これは中学校と高校も一緒で、

高校から大学もあるし、大学から企業にもあります。そうすると永遠みたいな感

じがしますね。

それで、接続がないというふうに県もようやく、それは薄々気がついてはいた

んでしょうけれども、何とかこの接続がスムーズにいくように、私、連続性がな

いと表現しているんですけれども、県は接続という言葉を使っているんですわ。

今回の高志併設型の中高一貫高校というのは県の接続ある教育の一環だろうとい

うふうに、これは評価しています。それにしても、悪く言うと、大変な税金を使

って壮大な実験をするんだなという、そういうちょっとさめた目で言えば、そん

なことも監視もして、あるいはちょっと少しあきれてもいるんですが、逆に言う

と、明らかに中学校と高校の教科内容に一種のずれがあることをほうっておいた

罪は大きいなと思っております。というのは、私が高校へ入学したのはもう５０

年ほども前ですが、少なくとも５０年以上、私のこととほとんど一緒ですわ。中

学校と高校にずれがあるのは。少なくとも５０年以上もこのことについて手がつ

けられなかったということですね。だから、現実がこうだから高校のほうで合わ

せてくれと言っても、これはちょっと正直言ってこの議会でも限界があるし、と

にかく中学校のほうで高校のレベルとずれがないように合わせるしか仕方ないと

いうことで、機会があるごとに申し上げていたんですが、 ……。

○議長（伊藤博夫君） この辺で回答も受けたらどうですか。

○１３番（松川正樹君） はい？

○議長（伊藤博夫君） この辺で回答を。

○１３番（松川正樹君） そうやね。そろそろやね。

実際に教育長さんにも申し上げていたんですが、かなわなかったと。いい機会

でね、これ。一部県立の中学校で公然と先取り学習するのに普通の中学校でしな
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いとしたら、これは不公平を通り越して、私は差別であるとまで思っております。

ここで新教育長さんの宮崎先生、何らかの形で事態が動くことを切望して、ご

答弁をお願いいたします。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） じゃ、今ご質問２点あろうかと思いますね。入試選抜の方

法と、それから高志中学校の生徒と実際に町内での中学校の教育課程のずれ、そ

ういうふうなことについてですけれども。

最初の１点目につきましては、以前から附属中学校もありますし、北陸中学校、

福井中学校、もう中学校から受験という学校も結構ふえてきております。ただ、

私も危惧しているんですが、現在、高志高校には、本町から昨年度は２１名、一

昨年度は３０名進学しております。もう沿線でもかなり優秀で、これだけの子ど

もが行っていますね。ということを考えますときに、先ほど言われましたように、

３クラス９０人とってくると大体１割。今、１０クラスで３００人ぐらいの定数

なんですけれども、１割ぐらいというと小学校時代には３人ぐらいということな

んですかね。何人かはわかりませんけれども、そういうふうなことが起こってく

るというふうなことでいろいろ危惧しているところですけれども。

また、既に進学予備校とか塾とか、そういうふうなところでも対策についてい

ろいろ講座を開設して取り組んでいるところも今出てきているというふうな話も

聞いています。保護者としても、そこへ通わせるべきかどうかというふうなこと

でいろいろと危惧されているところだと思うんですが。でも一般的に児童には、

小学校の早い段階から明確な目標を持って、そして学力等の成長が著しい者もい

れば、またじっくりと将来を考えて、従来の学校形態に合わせて進路を選択して

成長していく者もいるわけですね。それを今、小学校の６年生の段階で決めてし

まうということに対して、６年間のスパンというのはメリットもあると思うんで

すが、うまくついていけない子どももいるんじゃないかなということで、それを

小学校６年の段階でというのはなかなか難しいなということで不安もたくさん持

っています。

そういうことに対して今、小学校段階で、じゃ、どういう手を打つのかという

ことなんですけれども、我々としては、やっぱりあくまでも教育課程というのは

きちっとその子たちのレベルに合わせ、その子たちの発達段階に合わせてこうい

う教育をしていくのがいいということを文科省でもうたって、それを実践してい

るわけですね。そこに対して、そういうことが起こったから、じゃカリキュラム
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を変えてその受験対策をというふうなことはなかなかできません。というふうな

ことで、我々としては、小学校段階でも実際にそういう子どもも抱えるわけです

し、保護者も抱えるわけですので、やっぱりそういう相談があったときに的確に

相談に乗ってあげられるような、そういう研修をしておかないと。今、高志中学

校はどういう形になるんですか、どういう生徒を採ってくれるんですか、どんな

ふうに考えていいんですかということをやっぱり保護者の方は小学校の先生に相

談されると思うんですね。そういうふうなときに、高志中学校はこういう狙いを

持ってつくった学校です、こういう選抜方法でいきますよ、そういうふうな的確

にアドバイスができる、そういうふうなことを小学校の先生にも知っておいてい

ただかないといけないということで、校長会等でもそういうふうな具体的な話も

していきますし、小学校の先生対象に県から来てもらって、どういうふうな方法

でいきます、どういうふうな子どもを今求めているんですかとか、そういうふう

なこともしっかりと研修会等を開いて、そして小学校の先生にも理解してもらっ

て、そういう不安があった場合には相談に乗ってあげられる、そういうふうなこ

とを今やっていかないといけないなということを思っております。

また、教育課程のずれですけれども、先ほども申し上げましたように、やはり

中学校段階ではこういう教育課程でこういう指導が必要だということを今やって

いるわけです。しかも、新しい指導要領になりまして中身も多くなりまして、時

間的にもすごく制約がかかっています。そういうふうな中で、この高志中学校が

できることに対しての対応はどうだということは今のところ考えておりませんの

で。でも永平寺町の生徒は優秀ですので、きっと立派に戦っていってくれるとは

思っているんですけれども。また、補習等ではそういう現在の高志中学校の子ど

もに戦っていけるような英語学習とか、そういうふうなことでもしっかりと力を

つけていくようなことは、これから先考えていく必要があると思うんですが、今

のところ余り特段でこうしたいというふうなことは考えておりません。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） ありがとうございました。

非常に示唆に富んだご答弁、本当にありがとうございました。ほかにも問題点

は幾つかあるんですが、時間の関係上またの機会にさせていただきますが。

一つだけお願いしたいのは、今、保護者の方も不安でしょうし、本人たちも、

何かこんな情報を持ってくるどうすればいいんかなとかね。中にはちょっとそう
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いうことを思う人もいるかもしれないんで、私、そういうふうなことをやっぱり

学校を通じて実態調査というんか、ある程度の情報も与えなあかんのですが、ど

んな思いでいるか。特に先生方も非常につらいお立場だと思います。ひとつそう

いう意識調査みたいなことをやってくださるとね。これは喜んでいるのは学習塾

だとか予備校ぐらいなもんで、これは張り切りますよね。そこら辺はまた経済効

果が出てくるというんであながち悪いことばっかりでないんですが、ひとつよろ

しくお願いいたします。

続いて、ちょっとこちらの都合ですが、５番目の保育士の正職員の割合が５割

未満になったということを先にやらせていただきます。

昨日も、長谷川議員の一般質問で正規職員と嘱託職員数のバランスが逆転して

いるという趣旨のご意見がありまして、理事者側もその事実を認められています

のでその数的な確認は省略いたしますけれども、私の場合は以前よりこの件につ

いては再三取り上げており、ついには理事者側より、これは町長さんだったと思

いますが、一度に正規のパーセンテージを上げることは無理だが、徐々に５５％

から６０％、僕は６５％までと聞いたように記憶するんですが、持っていきたい

ということでありました。昨日、町長さんは６０％ぐらいのほうが理想でないか

なということをお答えしていただきましたけれども。

そういうことを以前に聞いたんで、私はこの件についてはすっかり安心をして

いたんですが、ところが今回、議会と語ろう会で私は子育てと学校給食の担当に

なりましたので、多少幼児園の状況について調べさせてもらいましたら、そのと

きに正規と非正規が既に逆転していたんで、ちょっとショックでした。割合もそ

うですけど、正規職員数の絶対数をふやすことがそんなに難しいのかなと。何か

特別な事情があるんかなというふうなことも思っているんですが、少なくともき

のうの理事者側の答弁では、私も一生懸命理解しようと聞いていたんですが、そ

こら辺がちょっといま一つ理解できないんで、このままどうも当分の間５０％前

後で推移していくんかなということがとっても不安であります。

そもそもなぜ非正規の嘱託さんが半分を占めていると困るのかというのが、私

どもの立場からくどくど申し上げなくても、僕は理事者側さん、特に子育て課の

課長さんは現場の声をよく聞いていると思うんでよくご存じのはずであります。

ただ、一つだけ申し上げると、嘱託さんの待遇は、さっきも時間給の話がありま

したけど、時間給は今９００円だったと聞いておりますが、これもさほどいいと

は、これも以前から比べてよくなったんですよ。なったけれども、今の線でもや
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っぱり９００円というのは、きのうも子育て支援課長が国家資格のある方だから

ということがあったんで、９００円では安いなと。そんなことを思っているんで、

ほかによい職場があればやっぱりそちらを選びますよね。毎年その補充に子育て

支援課が追われていると。実に見ていて大変だなということで、それは仕事です

からこのぐらいのことは大変と思いませんよということかもしれませんが、やっ

ぱり同じことの繰り返しを毎年毎年やっているというのは、おかしいなという感

じがします。ボーナスも以前と比べて上がっているということを聞いているんで

すが、どうも今のところ、いまいち不十分かなというふうなことを思うんで。

きのうの答弁の言葉の中に、将来の入園児の数とか、あるいは突然の結婚とか、

あるいは多様な保育ニーズに応えなければとか、いろんなことが出てきました。

ファクターが多過ぎて非常に困難だと思いますが、困難であるけれども、やはり

正規の数をせめて６０％にまでふやしたほうがいいだろうということはお互いに

共有しているわけで、これ一日も早くやってほしいとしか言えないんですが。

それと、行革という言葉が出てきますよね。あれ僕、行革というのは、それは

反論しますけど、保育所は合併してませんよね。役場は合併しましたけれども、

これは合併していないんだからある程度ね。それは適正な数にしようと思ったら、

それこそ僕は保育所の合併なんて考えていないと思いますけれども、それは保育

所、幼児園の合併も選択肢の一つとしては考えられますよね。本当に数を抑えた

かったら。それはきのう、ゼロ歳児で３人で１人だとか１歳児で６人で１人だな

んていうと、それは幼児園の先生の数、初めから想像されますよね。少ないわけ

では済まんと。そこら辺が、合併して２年、３年ぐらいはちょっと混乱するかも

しれませんけれども、一応ことしで８年目、そろそろ軌道に乗るころかなという

ふうに思っているんですが、正直言って、正職の割合とか、あるいは絶対数をふ

やせないというんかね、本当の理由と言うと語弊があるんですが、そこら辺の事

情が私にはちょっと想像できないんですね。本当にどういう事情があるんかと。

そこら辺を私どもと共有していれば、また本質的な議論もできるんで、実はこう

いうところでこんなことを言うのは悪いんやけれども、私どももいろんな情報を

持っていて、こういうテレビを通じて言いにくいこともあります。お互いにそう

いうことはあると思うんですが、そこら辺はテレビを聞いている住民の皆さんに

は申しわけないけど、これ教民あたりででゆっくりとお互いの気持ちを言い合っ

て、いい方向に向かいたいなというふうなことを思っているんですが、どうでし

ょうかと言われてもあれやけど、何かきのうと違った答弁はないですかね。
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○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 保育士につきましては、これまでも申し上げてきておりま

すけれども、入園児数だとか、うちが行っておりますさまざまな多様な保育サー

ビスへの対応、こうしたことも考慮しまして国の基準に基づく職員数を配置して

いるということでございますけれども、全ての保育士を正職員にすることは、こ

れは非現実的なお話でありますということで嘱託の職員の方にお力をおかりして

いるということでございます。

ご指摘がございましたように、現在、正職員の比率につきましては、一昨年が

５割でございましたが、昨年、それから今年度ということで５割を若干下回って

おります。この要因ですけれども、これはちょっと細かいお話になりますけれど

も、お預かりしております子どもさんの数、絶対数は、一昨年が７６１名、今年

度当初が７５４名ということで７名減になっております。しかしながら、ゼロ歳

から５歳までの内訳を見てみますと、ゼロ歳児が一昨年の４５名に対しまして今

年度が５４名とプラス９名、それから１歳児の子どもさんが８１名のところが９

６名ということで１５名のプラスということで、いわば国の配置基準に基づきま

すと４名のプラス要因ということになっております。さらに障がいを持つお子さ

ん方への加配だとかこういったことを計算しますと、一昨年の必要人数が１０７

名でございましたが、今年度は１１４名ということで７名分の職員を確保してい

く必要がありますということですね。

そういうことですので、一昨年も今年度も職員の数は５４名ということですの

で、これ割り算しますと、一昨年が５０．数％やったのが今年度は４７．４です

かね。そういうことで下回っているということでございまして、当該年度の入園

児の、それもゼロ歳から５歳までの子どもさんの数をやはり詳細に事前につかむ

必要があるということ、それによって保育士の数の絶対数が大きく左右されてく

ると、こういうことをまずご理解していただきたいなと、このように考えている

わけでございます。

それと、先ほどちょっと申されましたけれども、行革の観点での話というのは

なかなか、保育所の行革とか合併とかという話は、これはしてございませんし、

今後も当分の間はその予定はないと思いますけれども、殊、職員数の、退職職員

の補充のことで申し上げさせてもらいますと、合併後、２３年の３月までに保育

士さんが２２名退職されていますけれども、補充が１６名採用ということで補充

率で申し上げますと７２．７％。これは一般職の場合が３６．７％ということで
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すので、町として推し進めております行政改革の中では保育士の確保にはかなり

力を入れていることはこの数字にあらわれているんではないかなと、このように

考えているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） 私も多少、そこら辺の本当の事情は少しは知っていたんで

すが、やっと本当の事情というか、を聞かされて理解できる点もあります。ただ、

それでもねという。やっぱり６０％程度には何とかして、それは一遍に、そんな

もん、嘱託の人を正職員に全部しろなんて誰も、私も１回も言った覚えがないん

で、そこら辺は徐々に徐々にということで何とかね。そうすれば、僕は政治のだ

いご味というのは、近江商人でないけど三方よしですって。売り手も買い手も世

間もよしと。確かに子育てはいいけれども、片方でどこかが苦しんでいる、つら

い思いをしているんでは、それはやっぱりいい政治じゃない、１００％百点満点

はつけれないということがあるんで、どうかいろんな角度で幼稚園の保育士さん

方の立場にもある程度、頑張っていらっしゃいますので何とか応援をお願いした

いなと思います。よろしくお願いします。

なら、続きまして５番目の質問に移ります。

これもきのう多田議員が一般質問で定住促進と宅地造成をセットでということ

だったんで、これ理事者側から十分答弁していただいております。私の質問は定

住促進の二の矢、三の矢はいつ放たれるのか、急いでほしいということなので、

これも同じような趣旨でありますが、同じ答弁にならないように角度を変えて質

問をさせていただきたいと思います。

１つは、３月議会だったかにテレビコマーシャルの予算が出ていましたが、こ

れどんなテレビコマーシャルになるのか、放映されるのかということは議会も非

常に関心を持っていたんで、途中でどんなのか教えてほしいということもありま

したけれども、やっぱりこれはどう考えても定住促進が狙いかなというふうに思

っているんですが、定住促進のための永平寺町のイメージアップがコマーシャル

の趣旨になるかと思います。

まずここら辺を、どんなコマーシャルになるか。もうでき上がっているなら、

確認をさせてほしいと思います。

○議長（伊藤博夫君） 企画財政課長。

○企画財政課長（小林良一君） 永平寺ＰＲ事業でございますけれども、これにつき

ましては、今、県内の放送、民放２社中で、ＦＢＣさんと福井テレビさんのほう
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にお願いをしておりまして、制作に当たりましては７月、８月までかかるんでな

いかと思っています。実際の放映は今のところ９月以降と考えております。また、

途中でそういうことが決まりましたらまた一度放映というのは、ちょっとお示し

をさせていただきたいなと思っております。

○１３番（松川正樹君） 狙いは定住促進ということで･･･。

○企画財政課長（小林良一君） あくまでも目的は、定住につながることを目的とい

たしております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） ありがとうございました。

そういうこともあるんで、受け皿を用意してほしいということはきのうのお話

と一緒になってくると思いますが。

もう一つは、町長はかねてより学校の統廃合はしないと方針を示していますが、

そうは言うものの、学校によっては本当にそれに耐えられるのかという、心配さ

れる児童数になっている学校もあります。また、一見落ちついた児童数を確保し

ているように見える小中学校でも、近い将来、減少の傾向に突然陥ることが確実

と言うとあれですが、そういうふうに予想される学校も実はあるんで、当分の間

安泰な学校というのは私は数えるほどだというふうに思っております。私も基本

的には学校統廃合には反対論者でありまして、今の松本町長の方針には大賛成で

ありますが、このまま推移していくと統廃合が突然やってくるんじゃないかとい

う、そんなことで心配でたまらないんでありまして、統廃合が突然やってきても

それでいいのかということでありますが。せっかく学校給食の無償化を打ち出し

たんですから最大限の効果を狙うべきで、消費税アップ直前の今、本当に積極的

な町主導型の分譲地開発が急がれる理論ということはここら辺にあるわけで、こ

れはまた後ほどご答弁願います。

もう一つは、農林課さんにお願いしたいんですが、農林課は当然農林課の立場

で優良な農用地を確保しようということで、それは十分理解できるんですが、そ

れでも個人で農業をやってらっしゃる方が自分の所有している農用地を、後継者

がいないし、いろんなご事情で農用地を手放して住宅地にしたいというお考えを

持っている方がたまに出てきますよね。そういう場合に私は、当然、法の縛りが

あってなかなか農振地も離せないし簡単にはいかない事情があることは知ってい

ますが、よく言われるように、虫食い状態だとか、あるいは乱開発という言葉が
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使われますけれども、そういうことで失うものも大きいんですが、このぐらいは

理解できるんですが、片方でやっぱり農用地を住宅地にしようということは定住

促進が進むということにも相なるわけで、渡りに船ということにもなります。私

は何とかここら辺が日の目が見えないかなということで思っておるんですが。

実はこの案件、御陵なんですね。御陵小学校も、これ三十数年前の話になりま

すけど、一瞬、ある学年が１０人を割まして、そのときにふっと、特に御陵地区

の町会議員が、これは大変だと慌てましてね。だからその慌てたことが功を奏し

たのかはちょっとわかりませんけれども、御陵はたまたまああいう大学が２つで

きまして今日に至ったんですが、これも思い出してみますと、実は今、いろんな

ところで小学校に限らず幼稚園へ行ってみますと、御陵の場合、一見安定してい

るように見えますが、中には幼稚園の子どもが一人もいないというところも若干

あるそうで、これいつ何どき減少になるかもわからんので、そこら辺は非常に情

報もとりながら、ちょっと神経質になるぐらい見ていったほうがいいんじゃない

かと思います。

それで、農林課のお立場でいろいろ、農用地を確保せなあかんというのももち

ろんわかりますけれども、何とか定住促進という立場、そういう考え方で、そう

いう視点を持って、何とか定住促進に協力できる方法はないかということをひと

つ口にしていただきたいなと。あるいはまた、町当局も定住促進に向けて各課横

断的な目的を持って知恵を絞っていただけないかなと念じておりますが、どうで

しょうか。

○議長（伊藤博夫君） 農林課長。

○農林課長（河合淳一君） ただいまのご質問ですけれども、先日もお話しさせてい

ただいたように、吉野地区の総合開発事業の中の亀山のことをおっしゃられてい

るんではないかなと思われるんですけれども、山林部３ヘクタール分と農地分２

ヘクタールで５ヘクタールの宅地開発の計画があったということで、今回は、こ

の農地の２ヘクタールにつきましては当然農振農用地内の農地という優良な農地

ということで、まずは農振除外とかの後、転用という形になるということで、ち

ょっと現在のご質問にもありましたように、永平寺町の農業振興計画の見直しを

かけております。今回はまだきちっとした計画が出ていないということで、計画

のままいこうかなという考えは持っていますけれども。ただ、農用地の除外につ

きましては、道路等の公益性が特に高いと認められる事業につきましては、農振

農用地内にあっても除外してということで転用も可能となっておりますので、今
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後、計画が進む過程を見ましてまた検討させていただきたいなと思っております。

○議長（伊藤博夫君） 亀山のことでいいの？

○１３番（松川正樹君） いやいや、それはご答弁あったら 。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） いろいろ今お話をお聞かせいただいております。

例えば小学校の生徒の数が減ってきているということで、これは全ての中学校

３つと小学校７つにつきましても少しずつ減ってきています。御陵のお話があり

ましたけれども、昔８０人ぐらいのときもありまして、今は１４４人か１４５人

だと思いますけれども、これもちょっと減ってきています。そういう状況の中で、

やはりそういうふうな学校、地域の住んでいる人の数をふやすということは非常

に大事だと思っております。

いろいろ、定住の話もありますし、それから北小学校は特に、今４０人ですの

で非常に心配しておりますけれども、統合のお話といいますのは、基本的には統

合というのは、余り極論は申し上げられませんけれども、子どもさんがいる限り

学校は存続することが一番望ましいんでないかと思っていますし、いつも体育祭

なんかへ行きますと地域が子どもさんとともに元気が出ているような状況であり

ますので、何とか子どもさんをふやしていきたいと思っております。そのために

は、今、定住でさまざまな取り組みをしております。特にことしから給食費の無

償化も始めましたし、医療費も中学３年生まで無料でありますので、そういう中

で、やはり若い人に地域の中に住んでもらうとか、あるいは戻ってきてもらうと

か新しい人が入ってきてもらうとかということが非常に大事だと思っておりま

す。今コマーシャルもつくっておりまして、これは福井テレビと福井放送２社に

お願いしておりますが、今考えておりますのはそれぞれのテレビの会社でどうい

うふうなコマーシャルをつくっていただけるかということで両方競っていただく

ような、そういう方式を今とっております。そういう中で何とか人口をふやす方

法をこれから考えていかなければならないと思っております。

きのうも上志比のお話もありましたし、そういう宅地の造成というのは非常に

強力な感じがいたしますけれども、やはり農地を手放すということですので簡単

にはいかないと思いますが、今、道の駅のお話もありますし温泉のところもあり

ますけれども、あそこも道の駅も上志比の人に土地を提供してもらうということ

でお話をいただいておりまして、そういうことがこれからの、やはり町が責任を

持ってそういう宅地造成とか宅地分譲をするということが非常に地域の安心感に
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もつながると思いますので、これから待ってるんでなくて積極的に働きかけをし

ていきたいと思っております。

今、亀山のお話もありましたけれども、これはきのうもお話ありましたんで、

５ヘクタールの話ですけれども、１００戸ぐらいということでありますけれども、

これはちょっと今、これから地域の周辺の環境が整った場合にどうするかという

ことは、社会の情勢も相当変わってくるんでないかなという感じをしています。

それから経済的なことも変わってくると思いますし、人口のそういうふうな増加

とか縮小とかいうところも変わってきておりますので、これは慎重にしなければ

ならないと思っております。これからそういう話はまた地元も含めて議会とも相

談しながらしていかなければならないと思っております。

それから、特に今申し上げたいのは、やはり人口が減ってきているのはもう本

当に減ってきております。これは全国的に、あるいは県内でも減ってきておりま

すので、その中で全体の数が決まっているということではありませんけれども、

やはり新しいそういうものを、人口を生み出す方法とか、あるいは、申しわけあ

りませんが、他の市と町と競いながら人口をふやすということも非常に大事だと

思っておりますので、そういうことも含めてそういう取り組みをしていかなけれ

ばならないと思っております。

さきの保育所の先生のお話ですと、ちょっと申し上げられなかったんですけれ

ども、副町長のほうから今の状況というのは申し上げましたけれども、理想かど

うかわかりませんけれども、６対４ぐらいが、そうしたいなと思っております。

特に今、担任を嘱託の人にしていただいているということなんかは、やはりそれ

は正規の職員がすべきだと思っておりますので、その辺いろいろと周りの状況も

見ながら改善していきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思います。

○議長（伊藤博夫君） １３番、松川君。

○１３番（松川正樹君） ありがとうございました。

本当に日本の人口あるいは福井県の人口が減る中でなかなか大変だと思います

が、ちょっと……。

○議長（伊藤博夫君） 時間が済んでおりますんで。

○１３番（松川正樹君） え？

○議長（伊藤博夫君） ほうやろう？

○書記（平林竜一君） まだ３分 。
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○１３番（松川正樹君） 俺ばっかいじめるんや、ほうやって。本当に。

○議長（伊藤博夫君） ３分あるんですと。

○１３番（松川正樹君） ほんで一つ二つだけつけ加えます。

というのは、一つは吉野の話ですが、これは金元さん差しおいて悪いけど、本

当は１００戸ぐらい建てばいいんですが、例えば吉野のことで言うと、吉野小学

校の跡地から始まって、小畑、宮重、そして最近は西野中って、そんなに大きい

のではないんですね。それでも確かに微増しているという。それでも正直言って

油断がならないわけで。

もう一つは、上志比の場合、せっかく温泉ができて道の駅、僕はあの辺を温泉

に行ける住宅街として売り出すと、ひょっとしたら当たるんでないかというふう

に、責任は持てませんが、いけるんでないかと思います。そこら辺も少し意識し

てもらって何か頑張っていただきたいなと思います。

どうもありがとうございました。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） 申し上げますと、 平成１６

年、１７年ぐらいは５０人台だと思います。ことしは７８人です。来年は、今の

計算ではというのはちょっとはおかしいんですけれども、８０人を超えるように

なっています。ほんで、もう少しいきますと９０人ぐらいということでしており

ますので、今の西野中の宅地造成もありますけれども、やはり宮重とか、それか

ら小畑とかいろいろなところでこれまで若い人が住んでいただいたということが

大きな要素になっていると思いまして、当分８０人台とか９０人で進むと思って

おります。

さっき申し上げましたけれども、亀山の宅地造成といいますのは、これからそ

ういう大型の宅地造成をすることがこれからの社会情勢の中で必要かどうかと言

ったらあれですけれども、しましても売れ残ると言うと言葉は悪いんですけれど

も、非常に残るような状況では困りますし、上下水道の関係もありまして、その

辺、慎重に進めていきたいと思っております。

吉野のほうへ行きますと、いつからそういうことがしていただけるんですかと

いうお話は聞いておりますけれども、そこは十分に慎重にしていきたいと思って

おります。

以上です。

○１３番（松川正樹君） ありがとうございました。
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○議長（伊藤博夫君） ここで４時２０分まで暫時休憩いたします。

（午後 時 分 休憩）

──────────────

（午後 ４時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

あらかじめお願いしたいと思います。

２番、滝波君の時間が延長しても終わりまでやりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、２番、滝波君の質問を許可いたします。

２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 私のほうからは４点質問させていただきます。

まず１つ目、社会教育を活発化するために各公民館に主事の配置を、２つ目、

学校給食調理室の現場を見て、３つ目に、松岡中学校第２体育館（武道館）の目

的は、４つ目に、他自治体所管の道路整備の要望にどう対処するということであ

りますが。

まず初めに、社会教育を活発化するために各公民館に主事の配置をということ

でありますが、都会では、隣人が何をしているのか、どんな人なのか知らずに生

活しているというのが昨今は当たり前になっておりました。しかし、田舎におい

ても近所づき合いや人間関係が希薄になっているように思えております。現に高

齢者の孤独死や子育ての孤立化、貧困者の餓死など、残念ではならない結果が最

近報道をされております。

また、お祭りや社会奉仕作業で人が集まらないという町内がございます。そう

いった場合、罰金を科するということで出てきていただくというようなことも聞

いております。地域では、人々が助け合い、安心して暮らすことができるよう、

住民の自治能力の再構築が求められているのが現代ではないでしょうか。私がま

だ２０代のころは、どの市町村にも青年団や婦人会、そして壮年団が必ずあり、

さまざまな立場で地域のことを考え、時には協力しながら活動してまいりました

が、今や青年団はその見る影もないようであります。

そこで、今、社会教育団体と言われている青年団、婦人会、そして壮年団、ま

たその他団体も含めまして現状はどうなっていますか。

○議長（伊藤博夫君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 社会教育団体の現状でありますが、合併後８年を迎
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えており、女性連絡協議会、子ども会育成連絡協議会、文化協議会等は町内１本

化がされております。地域間の連携をとりながら積極的に活動を行っている現状

でございます。

なお、今ほど議員さんがおっしゃいました町壮年グループ及び青年団におきま

しては、それぞれの地区において３地区におきまして活動をしておりますが、青

年団に関しましては、以前ご質問にもお答えいたしましたが、２団体のみになっ

ております。

以上でございます。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） それで、現状を見て担当課といたしましてどのように考え

ているのか。また、いわゆる社会教育団体と言われている壮年団、婦人会、そし

て青年団、必要なんではないかなとは思っているんですが、課長はどうお思いで

しょう。

○議長（伊藤博夫君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 社会教育団体は、豊かで安心して暮らせる住みよい

地域社会を目指し、まちづくり、人づくりの活動を展開しており、地域の社会教

育の向上とあすの地域づくりの担い手として欠かせないものと考えております。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） そこで、やはり自然発生的に待っているわけにもいかない

と思いますので、これは行政が仕掛けていかなければならないと思っております。

私は、これからの地域で必要となってくるこういった団体も含めて、行政が支援

していかなければならない、そして育てていかなければならないと思っておりま

す。

そこで、各公民館に公民館主事を配置してはどうでしょうか。隣の福井市では

小学校区単位に公民館が１館設置されており、合計で５０館置かれています。そ

こには館長、そして公民館主事がおられます。この公民館主事というのは、その

地域の方から選出されたいわゆる公募で選出された方でありまして、選出された

後、社会教育主事の資格を取得し、そして任期は４年ということで活動をされて

おります。このシステムは全国的にも注目されているというふうに聞いておりま

す。

長年培われたこういった公民館主事の活動が住民の学習を支え、そして地域に

対する考え方あるいは活動が盛んになってきているということでありますが、こ
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ういった取り組みをぜひ本町でもされてはどうかなと思うわけですけれども、い

かがでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 町内には公民館が７館ございます。これはご存じの

ように小学校区に１館ずつございまして、基本的に公民館の運営は、館長会議や

公民館運営審議会等により各地区公民館との連携を密にとり、より地域に密着し

た活動を展開し、また住民の主体的な活動を支援する環境づくりと効果的な学習

プログラムの提供に努めながら公民館活動を推進しております。現在、生涯学習

課職員が各公民館のきめ細やかな企画運営、また公民館相互の緻密な連携に携わ

っており、公民館活動に支障のないよう努めておりますので、現在、町では公民

館主事の配置は考えておりません。

また、今おっしゃいました福井市の５０館の件でございますが、永平寺町の７

館も、公民館主事の件に関しましては町職員が緻密にかかわっておりますので、

今申し上げたとおり、公民館主事の配置は考えていないというところでございま

す。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 新たな取り組みということにもなるんかもわかりませんけ

れども、やはりその地域の中から公募で選ばれた公民館主事、いわゆる地域の人

が自分の地域の特色を生かしながら地域に愛着と誇りを持ちながらまちづくりを

進めていく。しかも、同じ住民同士で主体的に行っていくということがポイント

だろうと思うんですよ。

それで、確かに、今課長がおっしゃったように、７館あって公民館の、教育委

員会の中の職員がきめ細やかにというふうには言われておりますが、特に公民館

活動、地域住民の方の活動ですから中心は夜になるんだろうと思うんですよ。そ

うしますと、今７館ある中で、やはり館長は非常勤でありますし、そういった夜

も含めてのしっかりと地域に根差した活動を支援するということであれば、こう

いった公民館主事が必要ではないかなと思っております。ぜひ教育長のお考えも

含めてご答弁いただきたいなと 。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） 私も従来のそういう公民館活動というものも経験していま

すし重要だということを考えていますが、今、本町のほうに公民館主事を全部ま

とめまして、そして何かあるときには全員で手助けできる。１人いてもなかなか
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活動に手助けできないんですけれども、その面ではみんながまた相談もできます

し、そして、じゃ上志比のこういうところにはどうやという連携もとれると思う

んですね。そういうふうな面では今のシステムというのは効果的かなと思いまし

て。ただ、距離ができまして、余り入念にコミュニケーションがとれないという

面はありますので、今、松岡の公民館にいるわけですけれども、支所等へも足し

げく通うようなことも考えていきまして、より連携をとって密接に。

それともう一つ、館長さんと少し連携も深めながら地域に根差したそういう活

動がしっかりとできればいいなというようなことは考えております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 福井市のシステムとはちょっと違うんだろうと思います。

福井市は正規の職員ではありませんので、いわゆる臨時で公民館主事を公募して、

そして任期４年間ということでやっています。ぜひ参考にして、今のシステムで

もいいから、目的は社会教育団体のより活発な活動を支援するような体制をより

強く持っていただきたいなと思います。

それでは、次の質問に移ります。

学校給食調理室の現場を見てということでありますが、本年当初予算において

学校給食費無償化事業の発表から、議員間で、または町民の間で、無償化の賛否、

そして給食の安全性や食物アレルギー児童への対応などまで学校給食に関心が高

まったことは、ある意味よいことだと思っております。議会においても、平成２

５年度当初予算に対する意見書の中で、各学校給食施設の環境整備を図り、児童

生徒に安全、安心な給食を提供することと指摘をいたしております。

議会教育民生常任委員会では、６月３日に学校給食調理室の現場を視察しよう

ということで、松岡小学校、永平寺中学校、上志比給食センターを訪問いたしま

した。まず現場を見て、聞いて驚いたこと、そして感銘を受けたことであります

が、学校給食の衛生管理については、平成８年、大腸菌Ｏ－１５７による食中毒

や、最近ではノロウイルスによる感染症胃腸炎の発生等で国より学校給食衛生管

理基準や各種マニュアルがその都度策定され、それに基づいて現場が対応してい

ますが、それは調理師というより病院の手術室のように徹底した衛生管理を行っ

ていたことであります。例えば、調理室入室前の健康状態の確認、徹底した手洗

いの繰り返し、食材の洗浄、調理、食器の洗浄など７工程に分けてエプロンを交

換するなど、家庭の料理とは全く異なるものでありました。そして調理員一人一
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人の役割と調理室の動線、職員の動きですけれども、動線が明確かつ綿密に計画

されているのであります。そして、つくりたての給食を食べていただくため懸命

な努力を毎日されていることに感動と、心から感謝の念を抱きました。

同行された学校教育課長も一緒におられたので、この点、初めてかどうかはわ

かりませんけれども、どのようにお感じになりましたか。

○議長（伊藤博夫君） 学校教育課長。

○学校教育課長（山田孝明君） 今ほど議員さんおっしゃられたとおり、６月３日の

日に３施設を議員さんと一緒に同行させていただきました。その際、現場を見、

また確認したわけですけれども、やはり学校給食は安心で安全な場所であり、ま

たそれを子どもたちに提供する給食をつくる場所、そういった意味で衛生管理の

確保、またそれに従事する調理員の個々の健康管理と業務に対する責任感、そう

いったものには常日ごろ職員同士が確認し合いながら、また点検し合いながら業

務を進めているということを改めて確認したところでございます。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） そこで、現場視察で詳細については課長も十分ご理解いた

だいていると思うんですが、私は、まず早急に改善が必要なこと、それはあの調

理室が高温で、しかも湿度が高い多湿ということの対策であります。

２００食から４５０食をつくる調理室で、全てのほとんどと言っていいほどの

食材に何らかの形で熱を通します。しかも、窓をあけるということは虫やほこり

が入るので、あけるわけにもいかず、そういう状態で４０度を超え、また煮炊き

をするわけですから蒸気で湿度がぐんぐん上昇しております。調理員の服装は、

帽子、マスク、白衣というんですかね、上着に、そしてエプロン、長靴といった

様子で絶対に外すことはできず、作業途中にトイレにでも行こうものなら、全て

の衣服を脱いで下着のままトイレに入り、また衣服を着、手洗いをして作業に戻

ると。そうしますとかなりのロスタイムになってしまうということで、水分補給

も極力しないようにしているというような話も聞きました。そんな状況でハード

な作業をするわけですから、まさにこの状態は熱中症にかかる要件がそろってい

るわけです。

そこで、今まで調理員で調理中に体調が悪くなったような事例はございません

か。

○議長（伊藤博夫君） 学校教育課長。
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○学校教育課長（山田孝明君） 今ほどの問いですけれども、今までに給食調理作業

中に熱中症にかかったという報告は受けておりません。ただし、体調がすぐれな

いとかそういうふうな場合があった場合には、休憩室がございますので、そこで

一時待機するとか、そういったことはあったということも聞いております。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 新教育長さんは長年学校のほうにいらっしゃったんで、そ

の辺の調理員さんの調理中のそういう体調不調とかというのは現実的にはなかっ

たんでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 教育長。

○教育長（宮崎義幸君） 私も永平寺中学校におりまして、突然火災報知器が鳴って

びっくりしたことがあります。といいますのは、お釜のふたをばっととると、蒸

気がぶわっと上がって急に部屋の温度が上がると。ただ、それが１時間も２時間

も続くというわけではありません。瞬間的に上がるんですけれども、真夏とかは

結構暑くてということもあるんですけれども、水を使って洗い物をしていたりと

かそういうところは結構涼しいということもありますし、それと、今課長から話

があったように、隣に休憩室がありまして、そこにはエアコンがついています。

そこでちょっと涼んではまた行くとかということもありまして、校長をしている

間も倒れて、こんな職場では働けないというような、そういう苦情を受けたこと

はございませんでした。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） ご存じのとおり、熱中症は何も屋外だけに限ったことでは

なく、屋内でも発生しますし、また最近は労働災害としての熱中症も多いという

ようなことも認識されております。当然、熱中症は高温多湿、そして水分補給を

長時間行わなかった場合に体温の上昇と脱水、そして循環不全を生じ、重度の場

合には死亡にもつながりかねないというような病気であります。

そこで、まずは現状の環境をぜひチェックをするべきではないでしょうか。調

理員さんにお願いをし、温度と湿度計が調理室にありますので、それを一度時間

単位で計測していただくというのが必要ではないかな。

２つ目に、温度も湿度も下げるためには、すぐできる、例えば換気扇を大きな

物に取りかえるなど、できることからまずやっていただきたい。
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３つ目に、学校によっては建設時から３０年から４０年経過しています。当時

の空調設備では全く効果がないというようなところもあったようです。空調設備

の点検も含め、専門業者で一度点検をして改善方法を探るということ。

この３つをぜひやっていただいたらどうかなと思うんですが、いかがでしょう

か。

○議長（伊藤博夫君） 学校教育課長。

○学校教育課長（山田孝明君） 給食調理場、現場の環境面での整備ということです

が、今議員さんおっしゃられたとおり、調理場内の温度、湿度等については常時

確認をしている状況であります。また、調理をしている際にはそれぞれの食材の

納入したときの温度、確保するときの温度、また、した後の温度、そういったも

のも随時記録をしております。

今ほど議員さんご指摘の場内の換気扇関係のことですが、今現在、各小中学校、

給食センターの調理場内には換気扇が最低３つから４つ、それ以上に設置をされ

ています。ただし、それがその室内の大きさと比べて機能を発揮しているかどう

か、そういった面等については今後確認をしながら、より換気しやすいような機

能を備えた物にかえるとか、そういったことについては検討を重ねていきたいと

思っております。また現場も確認していきたいと考えています。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） ぜひ検討というか、実施していただきたいなと思います。

それとあと、視察して気づいたことですが、国の手洗いマニュアルでは、衛生

的手洗いのポイントは、１、衛生的手洗いを確実に実施し、これを習慣化させる

こと。２つ目に、洗浄効果の面からも、温水の出る設備などを備える必要がある

ということであります。今回視察した視察先では、まだ温水が出ない施設があり

ました。それと習慣化させるための手洗いですが、そのための手洗い場が１カ所

しかないところもございました。こういったところもぜひ改善をしていただきた

いな。

次に、トイレについてですが、トイレは調理員専用のものが必要で、しかも先

ほど言ったとおり、上着のままトイレには入れないということなので、脱衣所も

設置しなければなりません。専用トイレがない、あるいは脱衣所もないという状

況もあります。あと、ボイラーや生ごみ処理機のゴミサーというんですか、が調

理室内にある、あるいは、先ほど教育長が言われましたブレーカーがたびたび落
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ちるなど、さまざまな気づきがありましたので、一つ一つは回答は要りませんの

で、課長も同行されておりますので、ぜひそういうことも改善をお願いしたいと

思います。

まず改善していただきたいのは、簡単で少額、お金がそんなにかからず簡単に

できるもの、すぐ改善できるものからできることはぜひやっていただきたいな。

２つ目に、各施設には改善箇所が幾つかあったと思います。ぜひ年次計画を立て

て改善に努めていただきたいな。この２つをぜひお願いしたいんですが、いかが

でしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 学校教育課長。

○学校教育課長（山田孝明君） 今議員さんおっしゃられた項目の中にもいろいろ指

摘を受けました。

まず手洗い器、洗浄の件ですけれども、実際に各調理室には１つ以上は設置さ

れています。ただし、例えば調理の工程ごとにそういった手洗い器があるともっ

と便利であり作業を確実にできるとか、そういった意味での手洗い器の増設です

ね。今の数よりも１つふやすというふうなことも今後対応していきたいと考えて

おります。

また、専用トイレ等につきましても、全部の施設じゃなくて、二、三の施設で

専用トイレが調理場内に隣接していない施設もあります。そういった箇所につい

ても何らかの方法でそういう調理員専用のトイレという形をとれないか、十分調

査して検討を重ねていきたいと思っております。

先ほどの件ですけれども、やはり各調理場は面積も違い、厨房施設の配置もそ

れぞれ違っております。そういった関係で中の施設の整備、修繕、また職員が快

適に、安全に作業ができるような環境、そういった点につきまして十分調査をし

まして、できるところから、また緊急性のあるものから整備を順次図っていきた

いと考えています。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 本当によろしくお願いいたします。

それともう一つ、激務である調理員の処遇改善をということでありますが、行

政職員の給与は給与表によって何号給、何等級ということで格付というのがいい

のか悪いのかわかりませんけれども、位置づけされ決まってくるわけですが、本

町では職員の給料表は行政職（一）と行政職（二）に分かれています。行政職（一）
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は一般職員、行政職（二）はいわゆる単労職員あるいは現業職員というすみ分け

がされていますが、行政職（二）というふうに当てはまる職種の方はどういった

方々でしたっけ。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 行政職給料表の適用職員のお話ですけれども、一般のいわ

ゆる事務職員につきましては行政職（一）の給料表の適用となっております。

○議長（伊藤博夫君） （二）番。

○副町長（田中博次君） 失礼しました。（二）につきましては、いわゆる単純労務

職の職員の体系ということで、この方につきましては別途規則がございまして、

永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則というも

のがありまして、別表の中で給料表を設定をしております。そしてこの給料表に

つきましては、国家公務員の行政職の（二）表適用職員いわゆる単純労務職員と

の均衡を図っているところでございます。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 多分調理員は行政職（二）に位置づけされているんだろう

と思うんですけれども、そうですよね。

それで、先ほども述べましたとおり、一つは大変な激務であるということと、

それに加えて、栄養士さんからの献立が出てきますと調理員の役割を分担し、タ

イムスケジュールを細かく立てるとともに、一人一人の調理員の調理室内の動線

──動きを線であらわしたもの──を図面に落としこみ、そして前日打ち合わせ

をしています。その事務は調理員で持ち回りで行うということでありますが、そ

れに加え、最近は食物アレルギーの対応で、児童のアレルギー状況で除去食にし

たり、あるいは代替食にしたりということ、それに対する研修も行っているよう

であります。また、万一の場合の対応もしなければならないということでありま

す。

このように以前とは全く異なり、まさに人の命を預かる仕事であります。そう

いった調理員の方々が本当に行政職、一般職員と違う給料表でいいのかなという

のが私の質問の趣旨であります。隣の福井市などは、行政職（二）はもう随分前

になくなっているというふうにも聞いておりますが、一度その辺を調べていただ

いて、やはり同じ職員でありますので同じ給料表でということが肝心なのではな

いかなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。
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○副町長（田中博次君） 本町におきましては、いわゆる今の行政職の（一）表と（二）

表しかございません。ただし、職種によりましては、これはほかの自治体の話に

なりますけれども、例えば看護師さんでしたら医療職の（三）表だとか、お医者

さんでしたら医療職の（一）表とか細かく、行政職だけでなくていろんな職種に

応じた給料表を設定しているというのが実情だと思います。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） わかりますけど、今の質問の趣旨は、要は行政職（二）を

なくして１本でやればいいんじゃないですか。調理員もそんなに職員としてそれ

ほど単純労務職にはならないような職種になりつつあるんじゃないでしょうか。

そういう意味でなくして……。

○議長（伊藤博夫君） 副町長。

○副町長（田中博次君） 給料表のあれは、国家公務員も同じですけれども、職種に

よって適用給料表は細分化されておるというのが私の答弁の趣旨でございます。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） その趣旨がわからないではないですけれども、現になくな

っている自治体もあります。１本でやっているところもありますので、ぜひ研究

していただきたいなと思います。

それと、調理員はチームで行っているというのは先ほど来の私の述べていると

ころでありますが、１人でもその日に欠けたらなかなかスムーズには調理できな

いというのが実態であります。また、臨時の調理員さんも、先ほど言いました事

務処理も同じようにこなしていただいているというのが現状だということも聞い

ております。

そこで、臨時の調理員さんが毎年かわるというような実態はないのでしょうか。

やはりそういう実態があるのならば、保育士の話ではないですけれども、賃金の

面あるいは環境の面の整備が必要ではないかなと思っておりますが、そういう実

態はいかがでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 学校教育課長。

○学校教育課長（山田孝明君） 今の給食調理員の件でございますけれども、今現在、

各小中学校と上志比給食センターに、正職員は合計で１３名、嘱託職員、常勤の

嘱託職員ですけれども１６名、パート職員９名を配置しております。

今ほどの議員さんのご指摘ですけれども、嘱託の職員さん、またパート職員に

つきましては１年ずつの契約更新という形になっておりますが、継続して勤務を
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していただける方については、できるだけなれた職場、また精通した職場のほう

で配置をするようにしております。ただし、学校施設、また給食センターがあり

ますので、やはり正職員の数に見合った、また学校の規模、給食数、そういった

関係で嘱託職員の人数を、今まで３人いたところを２人にするとか、また１人で

あったところを２人配置するとか、そういった年度間での変更等は対応しながら

職員配置をしている現状であります。

以上です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 課長さんもかわったばっかりなんで、臨時職員の調理員さ

んの、いわゆる１年契約なのはわかりますけれども、継続しているのかどうか、

すぐやめてしまうというような状況がないのか、ぜひ調査してまたお知らせいた

だきたいなと思います。

それでは、次の質問に移ります。

松岡中学校第２体育館（武道館）の目的はということでありますが、この第２

体育館（武道館）については、３月の議会において初めて提案をされた件であり

ます。

そこで、この第２体育館の目的はということでありますが、これは何回も３月

議会で聞いているわけですけれども、町長の３月の冒頭の提案理由の説明の中で

は、「２４年度から中学校の体育の授業で武道が必須科目となり、柔道に取り組

んでいます。松岡中学校には武道場がなく、体育館にマットを敷いて授業を行っ

ている。一方で、部活動では男女の剣道部があり、今の体育館では十分なスポー

ツ活動に支障がある」という提案理由でありました。

それから、町の総合振興計画の実施計画が２月に出てきました。これは第２体

育館あるいは学校の給食の無償化がその実施計画にのってなかったので、それを

加えたということでありますが、そこでは、これは松岡中学校の件ですけれども、

体育部活が９部、２３４人、文化部が３部、６６人が活動に励んでいると。屋内

スポーツの部活は１４６人である。この屋内での部活動だけでも手狭な現状とな

っているのに、梅雨時や冬期においては屋外の部活も入ってくるので非常に狭く

なり、体育館の拡大を図りたいというふうに書かれております。そして、同じく

総合振興計画の中の事業の分析の中では、３０年に開催される福井国体の少年女

子バスケットボール会場になることから、この練習アップ会場として、また松岡

中学校女子バスケットボール部が強化推進校に指定され、２６年から県から推進
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費がつけられます。その女子バスケットボール部の強化推進にも活用できるとい

うふうに書かれているんですが、単純に目的が幾つかあるなというふうに私は思

ったんですよ。

それで、要は、議員間でも「いや、あれは武道館や」あるいは「どうせつくる

んなら体育館にして」とかといろいろ意見が出てくるわけですけれども、本当に

必要なのは、町はどう思っているかということをお聞きしたいんです。目的は何

かということなんですよ。それで……。

ほんなら、いいです。はい。

○議長（伊藤博夫君） 町長。

○町長（松本文雄君） 体育館のお話でありますけれども、３月の議会でも申し上げ

ましたように、２４年から柔剣道、柔道ですけれども、義務化といいますか、そ

ういうものが中学校で取り入れられております。そういう中で、松岡中学校にお

きましては、今お話のように、マットを敷いて、そしてまたマットを上げたりす

るような状況で、非常に便利が悪いということであります。部活がいろいろあり

まして非常に手狭な感じだということでありますので、柔剣道場といいますか、

そういうものを、とにかく柔道場に当たるものをつくりたいということでありま

す。

そういう中で、もう一つは、今バスケットのお話が出ましたけれども、松岡中

学校が少年女子のバスケットの会場になりました。その中で、その視察のときに、

やはりアップ会場が欲しいということで、そういうお話がありましたんで、今ど

ういうことかといいますと、柔剣道場の柔道場をつくりたいということでありま

すし、できればバスケットのアップ会場に……。

○議長（伊藤博夫君） 時間の延長を行います。

○町長（松本文雄君） ３０年の国体に使いたいということです。そうしますと、柔

道場ですと大きさがある程度決まっております。ですけれども、バスケットのア

ップ会場にその大きさがいいかどうかというのはこれから検討に入るということ

でありますが、３月のときに申し上げましたのは、２５年の予算で１，４７０万

ぐらいの調査費がついております。その中でいろいろ大きさの案を、今の体育館

の横につくるということですから、場所的にもどういう形のもんがつくれるとか、

どういう大きさのもんがつくれるとかということもその１，４７０万の中で十分

検討してもらいますし、そういうことで、４５０というのも十分つくれるんです

けれども、その辺をずっと見て、そうしますと整備費なんかも出てきますので、
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そこはまた議会にお諮りしたいと。

こういうことですので、基本的には柔剣道場に使いたいということです。ほう

やけれども３０年の国体にも使いたいということですので、両方の役割があると

いうことですので、その辺はご理解いただきたいと思います。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） ３月にそういう答弁もいただいているんですが。

そこでちょっとわからないところがあるんですけど、いわゆる武道館、柔剣道

をやるということは当然畳を敷いておりますよね。畳を敷いた武道館ですよね。

そして武道館って普通、そんなに建物の背は高くないと思うんです。背は高くな

くてもできますし、もっと言うたら木造でもできますよね。ただ、国体のバスケ

ットのアップ会場となりますと、走るだけならまだできるんですけれども、リン

グをつくってシュートの練習をするということになりますと、ある程度というか、

体育館の高さが要るんですよ。そして多分４５０平米ではだめですよね。もう少

しというか、もう２倍も３倍も大きいものが必要だと思うんですけれども。町長

さんはわからんかもわかりませんけど、教育長さんなら 。

○ （ 君） 。

○２番（滝波登喜男君） そうですか。失礼しました。

と思いますが。そうすると、私の中でその目的が一致しないんですよ。両方の

ものを満足できる建物というと、やっぱり大きい建物になってしまって、畳もそ

の都度出すというような状況にはなりはしないかということなんですが、その辺

どのように町長、描いているんですか。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） まず、国体のアップ会場にしたいということなんです。

○ 番（ 君） まずは。

○町長（松本文雄君） まずはでなしに、そういうことも考えているんです。だから

柔剣道というのは将来ずっと使うということですので。そうしますと、柔剣道で

すと、その考えていますのは４５０ぐらいでいいということですので、それでは

今言ったようにバスケットのアップ会場には不足するということですので、その

辺をこれからことしの予算を執行して調査をするんですけれども、その中でいろ

いろ検討して。今思っていますのは、３案ぐらいつくってもらおうと思っていま

す。その中でどういうふうな形がいいかということですので、そういうことなん

です。わかりやすいと思います。
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○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 調査費を認めたのは、地質調査して、軟弱なところには建

てられませんので、それは認めたんですけれども。

じゃ、アップ会場ですけど、多分生涯学習課が担当になるんかね。課長、国体

は。アップ会場ってどういうふうなことをするんですか。

○議長（伊藤博夫君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 試合前のウオーミングアップですね。それをアップ

会場ということだったと思います。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） となると、走るだけですか。それともシュートの練習もす

るんですか。

○議長（伊藤博夫君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） シュート並びにパスの練習もすると思います。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） となると、今の町長が確かに、国体、たったあの期間だけ

にアップ会場として使いたいという意向が働くならば、それはそれなりの体育館

を建てなければならないということになりはしませんか。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） 何度も申し上げていますように、柔剣道場が欲しいというこ

となんです。ありませんので。もう一つは、そういうものを、そういう建物を建

てるんなら、アップ会場が欲しいということですので、アップ会場にも使えるよ

うなことができないかということなんです。それを今、申し上げていますように、

この面積の中でどういう形のもんができるかということを、それは高さもいいん

ですけれども、当然入ってくると思うんですけれども、そういうことを今、この

１，４７０万で調査、検討したいということです。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 繰り返しになりますけど、目的によって建物の大きさも形

も変わってくると思います。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） そういうことですから、アップ会場にも使うし、柔剣道場。

だから今の体育館というのは柔剣道場に使っていますけれども、今の既設の体育

館ね。ここも相当天井が高いですから。だからそういう体育館にすれば、別に柔
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剣道場でも。今は柔剣道場の場所がないんですけれども、使っていますので。だ

からそれはそういうことでそういう、どういうんか、両方といいますか、柔剣道

場でも使うしアップ会場にも使うとなってくると、今の整備の内容が出てきます

ので、それによって大きさなんかも決めていきたいと、こういうことなんです。

簡単 。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 何か行ったり来たりで堂々めぐりなんで、最後に僕の意見

だけ言いますけれども。

要は、私は、たった何日間の国体のためにこのアップ会場をつくらなければな

らないということでかなりの費用をかけるんならば、僕はそれは妥当じゃないな

と思うんです。仮設で建てれば十分間に合いますし、もっと言うたらほかの、例

えば松小の体育館でもいいですわ。送迎すればそこがアップ会場として使えます

から、送迎するということで、ほんのわずかな期間で仮のアップ会場を必要とす

るならば、そういった対応でいいと思います。

ただし、武道館というのは、前の青山教育長さんも本当に熱望されておりまし

たので、それについては、やっぱり必要ならば武道館として建てなければならな

いと思います。そうなりますと、建物の大きさも、建物の形も武道館という建物

を建てなければなりませんので、おのずと多分大きさも決まってくるんではない

かなとは思っております。私がこの予算を認めたのは、そういう中学校の非常に

不足している部分、困っている部分を解決するためにそういうふうなものをぜひ

つくっていただきたいということで、その調査費でもってやっていただきたいな

と思っております。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） ３月議会で申し上げましたのは、柔剣道場の国の基準があり

ますけれども、その面積でどうなるかということもこの調査費で調べていただき

ますし、そして今申し上げていますように、これ３月にも国体の話はしておりま

すので、アップ会場として使うとするとどういう形になるかということもこの中

で検討していただきますと、そしてそういう、例えば、ちょっとわからんのです

けれども、２案とか３案つくって、それで出してお示しして、そしてみんなで検

討していきたいと、こういう答弁をしていますので。

それから、アップ会場は、小学校の体育館がありますのでバスで行ったり来た

りという話がありましたけれども、普通はアップ会場というのはその横になけな
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あかんということですので。それで、そういうことで、やっぱりこれ必要やなと

いうことなんです。

それからもう一つは、バスケットは松岡中学校が、県下でもというんですか、

県内でも非常に優秀校になっています。そういうものが、これからその体育館を

つくって、もちろん柔剣道にも使うし、バスケットにも使うことができないかと

いうことも十分腹の中にありますので、そういうことを含めてこの実施設計とか

調査をしてもらうということですので、そういうことで考えています。

これは初めから変わっていませんので。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 初めから変わっているからということではなくて、どうも

言っている目的が幾つかあって、それを満足する建物がどれなんやということに

疑問を生じたから言っているわけです。

ただ、調査費で何案かつくって、そしてそれを、さあ、議会の皆さん、どれに

しましょうかということだけはやめていただきたいと思います。まずは行政が何

を目的にしてこの建物が必要か、それに合うやつはこれですよという形でぜひ提

案していただきたい。

○議長（伊藤博夫君） 松本町長。

○町長（松本文雄君） 何案か提案して議会で決めてくださいって、そういうことは

もう一切ありませんので。ただ、うちのほうも、そういうそれぞれの面積があっ

て、それからあの場所でどれだけの面積のものができるかということもあります

ので、そういうことを十分見て、例えばこれでいきたいというのは当然お出しし

ますので。それはもう当然の話です。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） それでは、次の質問に移ります。

他自治体所管の道路整備の要望にどう対処するか。

この質問は、４月２６日の議会と語ろう会松岡領家集会場で出てきた質問であ

ります。内容はもうご承知だと思いますけれども、松岡領家の料理屋さんのふ志

多さんの前の道路でありますが、そこの道路の側溝が高速道路のガード下まで続

くところが泥で埋まってしまって、そこで雨が降った場合、雨水がはけないとい

うことで、市役所に話をしてもなかなかやってくれないのでという質問でありま

した。私は恥ずかしながら町役場の間違いかなと思いまして、再度お尋ねをいた

しましたら、実はそこは坂井市の市道であるから坂井市役所にお願いをしたとい
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うことでありますが、なかなか快諾をいただいていないということでありました。

こういうことで、あの道路は坂井市所管の道路でありますが、沿線で暮らす住

民は当町の住民であります。逆の立場から言いますと、他町の住民の意見を、は

い、わかりましたとはなかなか言ってくれないのかなというふうな感じもいたし

ましたが、このことは議会から町行政に対しまして、議会と語ろう会で出た質問

についてという中に入れておいた質問でありまして、回答もいただきましたが、

正直、坂井市の反応はどうだったのか、ぜひお聞かせいただきたいなと思います。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 今の領家の市道につきましては、坂井市のほうにこれま

でにも何回かそういったことがありました。詰まって、そのたびに坂井市のほう

に申し上げさせていただいて、早急に対応すると、今回もそういうふうなご返事

もいただいておりますし、以前からもそういうふうに対応もしていただいており

ますが、その後またこういった形で水路に泥がたまったといったことになったん

だろうと思っております。そのたびにちゃんとした坂井市の対応はいただいてお

りますので、ご報告させていただきます。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） ありがとうございます。

そういった場合は、やはり町役場にお願いして、町役場から坂井市のほうにお

願いしたほうが話はすぐ通るんでしょうね。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） 一般的には行政の間ですので、町としてもやはり強く申

し上げさせていただくこともございます。ですから、領家の方々に対しましては、

直接私がそういったことは申し上げておりませんけれども、あくまでも永平寺町

の行政のほうを通していただければ、またそういう対応をさせていただきますし、

今までも水がついているときには、やはり皆さん勘違いされて、永平寺町の道路

やろうということで永平寺町のほうにすぐ電話がかかってきまして、私らのほう

が先に行って、車が入らないような処置をしながら通行規制をかけたりすること

も当時の永平寺警察署にも申し上げたりするときもございましたので、一番身近

なところでありますので、永平寺町の建設課のほうに言っていただければ、そう

いうような対応はさせていただきたいと思っております。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） このように他自治体所管の道路の沿線の住民が本町の住民
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であるというのは、例えばこことか、これの道路の延長ですと樋爪ですかね、樋

爪はそんなに沿線ではないんかな。あと永平寺の鳴鹿ですか、どこかあの辺はそ

うじゃないんですか。ほかにこういった例はないんでしょうか。

○議長（伊藤博夫君） 建設課長。

○建設課長（山下 誠君） あるとすれば、今、鳴鹿は確かに、町道の鳴鹿栃原線の

国道３６４に交わるところですね。ちょうど丸岡の地係。あの一部分は坂井市丸

岡町の部分にはなります。ただし、そこにつきましては、町のほうの町道ですか

ら町のほうでちゃんと見ておりますので、消雪もあそこはもとから入っておりま

すので町のほうで管理もしておりますが、そういった今のケースとはちょっと若

干違うかと思います。

○議長（伊藤博夫君） ２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） これも議会と語ろう会で初めてご意見をいただいたことな

んですが、ぜひこういったことで語ろう会の成果もあるということでご理解いた

だきたいなと思います。

また、建設課におきましては、ぜひその都度ありましたら坂井市のほうに連絡

をとり、早期にやっていただくように促していただきたいなと思います。

それでは、私の質問を終わらせていただきます。

○議長（伊藤博夫君） 暫時休憩いたします。

（午後 ５時 分 休憩）

──────────────

（午後 ５時 分 再開）

○議長（伊藤博夫君） 休憩前に引き続き再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま一般質問の途中ですが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（伊藤博夫君） 異議なしと認めます。

本日はこれをもって延会することに決定いたしました。

本日はこれをもって延会いたします。

なお、明日１２日は定刻より本会議を開会いたしたいと思いますので、ご参集

のほどよろしくお願いしたいと思います。

本日はどうもご苦労さまでございました。
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（午後 ５時 分 延会）


